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呉
・
南
唐
の
制
勝
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

畑

地

正

憲

は
　
じ
　
め
　
に

　
五
代
南
唐
と
宋
代
と
の
州
県
制
を
み
る
と
、
思
置
使
を
長
官
と
す
る
南
唐
の
県
（
こ
れ
を
制
置
使
の
県
と
称
す
）
と
軍
使
が
知
事
事
を
兼
職
す

る
宋
の
県
（
こ
れ
を
軍
使
兼
知
無
事
の
県
と
称
す
）
と
が
あ
る
。
こ
の
両
者
に
は
連
続
的
つ
な
が
り
は
な
く
、
む
し
ろ
前
者
は
北
穿
初
に
廃
止
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
の

れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
両
者
は
、
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
広
徳
県
の
沿
革
の
条
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
則
是
五
代
南
唐
難
為
広
徳
制
置
。
而
尚
隷
宣
州
。
如
今
之
軍
使
也
。

と
あ
っ
て
、
類
似
し
た
形
態
の
行
政
機
関
と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
よ
う
に
そ
の
時
代
特
有
の
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
・
社
会
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
本

稿
で
は
、
南
唐
の
中
央
集
権
と
の
関
連
で
制
置
使
の
県
を
位
置
づ
け
、
宋
代
の
治
安
・
辺
防
と
の
関
わ
り
で
軍
使
兼
知
養
畜
の
県
を
考
察
す
る
。

大
方
の
御
叱
正
を
戴
け
れ
ば
幸
甚
に
思
う
。

k

本
節
に
お
い
て
は
、
無
代
に
創
置
さ
れ
た
制
急
使
の
沿
革
、

　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

歯
面
使
の
県
の
軍
事
・
行
政
に
お
け
る
位
置
づ
け
等
の
観
点
よ
り
論
考
す
る
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
叱
及
ぶ

問
問ルハ

地

正

憲

は

じ

め

五
代
南
唐
と
宋
代
と
の
州
県
制
を
み
る
と
、
制
置
使
を
長
官
と
す
る
南
唐
の
県
(
と
れ
を
制
置
使
の
県
と
称
す
)
と
軍
使
が
知
県
事
を
兼
職
す

る
宋
の
県
〈
と
れ
を
軍
使
兼
知
県
事
の
県
と
称
す
)
と
が
あ
る
D

こ
の
両
者

K
は
連
続
的
つ
ま
が

b
は
を
く
、
む
し
ろ
前
者
は
北
宋
初

K
廃
止
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
ロ
た
だ
両
者
は
、
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
広
徳
県
の
沿
革
の
条

K

σ3) 

則
是
五
代
南
唐
難
為
広
徳
制
置
。
市
尚
隷
宣
州
。
如
今
之
軍
使
也
口

と
あ
フ
て
、
類
似
し
た
形
態
の
行
政
機
関
と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
る
。
と
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

K
な
い
て
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
の
両
者
の
よ
う
に
そ
の
時
代
特
有
の
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

そ
の
時
代
の
政
治
・
社
会
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
す
と
と
が
で
き
な
い
口
本

稿
で
は
、
南
唐
の
中
央
集
権
と
の
関
連
で
制
置
使
の
県
を
位
置
づ
け
、
宋
代
の
治
安
・
辺
防
と
の
関
わ

b
で
軍
使
兼
知
県
事
の
県
を
考
察
す
る
口

大
方
の
御
叱
正
を
戴
け
れ
ば
幸
甚
に
思
う
。

、
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制

置

使

の
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K
沿
い
て
は
、
唐
代

K
創
置
さ
れ
た
制
置
使
の
沿
革
、
制
置
使
の
県
の
軍
事
・
行
政

k
b
け
る
位
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づ
け
等
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観
点
よ
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る
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呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
　
制
置
使
の
沿
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
制
置
旧
は
、
唐
の
宣
宗
の
大
中
五
年
（
八
四
七
）
に
創
置
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
唐
雲
母
巻
七
八
・
都
営
の
条
に

　
　
・
大
中
五
年
五
月
。
以
特
進
守
司
空
理
門
下
侍
郎
平
章
事
白
敏
中
。
充
邪
心
節
度
使
招
討
南
山
平
夏
党
勢
兵
馬
都
統
処
置
等
使
。

と
あ
る
白
敏
中
が
任
ぜ
ら
れ
た
「
招
西
南
山
平
夏
野
項
兵
馬
都
統
処
置
等
使
」
に
つ
い
て
、
文
献
通
本
巻
六
二
・
日
置
使
の
条
に

　
　
唐
宣
宗
大
中
五
年
。
碧
潭
敏
中
心
招
討
党
難
行
連
壁
統
制
置
連
騰
。
制
置
使
之
名
機
此
。
宋
朝
不
常
置
。
掌
経
書
辺
鄙
軍
旅
中
事
。

と
あ
わ
’
、
資
治
通
鑑
巻
二
四
九
・
唐
大
中
五
年
三
月
の
条
に

　
　
以
白
敏
中
為
司
空
同
平
章
事
。
充
招
討
党
七
赤
営
都
統
制
置
使
。
　
（
職
源
日
制
置
使
始
此
）
。

と
あ
る
よ
う
に
、
制
置
使
の
職
名
は
白
鴎
中
に
始
ま
っ
て
い
る
。
豊
代
の
留
置
使
は
常
任
の
も
の
で
は
な
く
、
行
軍
の
長
官
に
与
え
ら
れ
た
黒
鼠

で
あ
る
・
白
繁
が
招
討
党
同
行
一
再
統
制
置
等
箆
任
用
さ
れ
る
と
と
も
に
郁
寧
節
穫
で
あ
っ
を
と
は
、
郁
・
寧
慶
等
州
を
忠
と
し
㈹

て
、
オ
ル
ド
ス
一
帯
に
幡
稚
し
て
い
た
タ
ン
ダ
ー
ト
を
招
魂
・
統
治
す
る
目
的
に
発
し
て
い
た
。
制
置
使
は
、
五
代
に
論
い
て
も
屡
屡
見
出
せ
る
。

逐
一
割
列
挙
す
る
こ
と
は
煩
環
と
な
る
の
で
、
二
・
三
例
の
み
で
代
表
さ
せ
る
。
五
代
会
要
巻
四
二
・
親
王
遙
領
節
度
使
・
後
唐
清
泰
元
年
六
月
の

条
に
　
　
以
皇
子
重
美
遙
領
成
徳
軍
節
度
・
鎮
翼
深
趙
池
州
観
察
処
置
・
北
面
水
陸
転
語
制
置
等
使
。

と
あ
り
’
、
旧
五
代
更
巻
九
〇
・
晋
書
・
張
出
書
伝
に
、
海
州
の
大
疑
出
身
で
後
章
の
荘
宗
に
よ
っ
て
長
直
職
階
に
登
用
さ
れ
た
兄
蔭
膳
の
こ
と
を
記

し
て

　
　
・
自
衙
内
指
揮
使
。
授
検
校
司
空
・
右
千
牛
衛
将
軍
同
正
。
領
饒
州
刺
史
・
西
京
管
内
三
白
渠
営
田
制
早
使
。

と
あ
り
、
同
書
巻
九
九
・
漢
書
・
天
福
十
二
年
夏
．
四
月
丁
卯
の
条
に

　
　
以
洞
東
都
巡
館
駅
・
沿
洞
巡
検
使
閻
遽
進
為
嵐
帰
刺
史
。
領
心
悸
節
度
使
。
充
嵐
憲
二
州
義
軍
都
制
置
。

と
あ
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
・
五
代
の
制
駆
使
は
、
沿
辺
地
帯
の
防
備
・
蕃
族
の
統
治
に
当
る
も
の
や
、
皇
運
・
発
運
・
塩
鉄
．
営

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
寧
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ
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内
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国
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制
置
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宗
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)

K
創
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さ
れ
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い
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口
即
ち
唐
会
要
巻
七
八
・
都
統
の
条

K

大
中
五
年
五
月
口
以
特
進
守
司
空
兼
門
下
侍
郎
平
章
事
白
敏
中
。
充
部
寧
節
度
使
招
討
南
山
平
夏
党
項
兵
馬
都
統
処
置
等
使
。

と
あ
る
白
敏
中
が
任
ぜ
ら
れ
た
「
招
討
南
山
平
夏
党
項
兵
馬
都
統
処
置
等
使
」
に
つ
い
て
、
文
献
通
考
巻
六
二
・
制
置
使
の
条

K

唐
宣
宗
大
中
五
年
。
以
白
敏
中
充
招
討
党
項
行
営
都
統
制
置
等
使
ロ
制
置
使
之
名
始
此
。
宋
朝
不
常
置
。
掌
経
蓋
辺
部
軍
旅
之
事
。

と
あ

b
、
資
治
通
鑑
巻
二
四
九
・
唐
大
中
五
年
三
月
の
条

K

以
白
敏
中
為
司
空
間
平
章
事
ロ
充
招
討
党
項
行
営
都
統
制
置
使
。

(
職
源
日
制
置
使
始
此
〉
ロ

と
あ
る
よ
う
に
、
制
置
使
の
職
名
は
白
敏
中

K
始
ま
っ
て
い
る
。
唐
代
の
制
置
使
は
常
任
の
も
の
で
は
な
く
、
行
軍
の
長
官

K
与
え
ら
れ
た
使
職

で
あ
る
口
白
敏
中
が
招
討
党
項
行
営
部
統
制
置
等
使

K
任
用
さ
れ
る
と
と
も

K
都
寧
節
度
使
で
あ
っ
た
と
と
は
、
伊
・
寧
・
慶
等
州
を
中
心
と
し

、BJAa 司'rk 

五
代

k
h
v
い
て
も
麗
屡
見
出
せ
る
ロ

て
、
オ
ル
ド
ス
一
帯

K
播
口
伍
し
て
い
た
タ
ン
グ
!
卜
を
招
討
・
統
治
す
る
目
的

K
発
し
て
い
た
。
制
置
使
は
、

逐
一
列
挙
す
る
と
と
は
煩
演
と
左
る
の
で
、
二
・
三
例
の
み
で
代
表
さ
せ
る
。

五
代
会
要
巻
四
二
・
親
玉
造
領
節
度
使
・
後
唐
清
泰
元
年
六
月
の

条

K
以
皇
子
重
美
逢
領
成
徳
軍
節
度
・
鎮
翼
深
越
等
州
観
察
処
置
・
北
面
水
陸
転
運
制
置
等
使
口

と
あ

b
、
旧
五
代
史
巻
九

0
・
晋
書
・
張
作
強
制
依

K
、
海
州
の
大
賀
出
身
で
後
唐
の
荘
宗

K
よ
っ
て
一
長
直
車
校

K
登
用
さ
れ
た
兄
張
錆
の
と
と
を
記

し
て

自
衛
内
指
揮
使
。
授
検
校
司
空
・
右
千
牛
衛
将
軍
同
正
口
領
鏡
州
刺
史
・
西
京
管
内
三
白
渠
営
団
制
置
使
。

と
あ

b
、
同
書
巻
九
九
・
漢
書
・
天
福
十
二
年
夏
四
月
了
卯
の
条

K

以
河
東
都
巡
館
駅
・
沿
河
巡
検
使
閣
遁
進
為
嵐
州
刺
史
。
領
朔
州
節
度
使
。
充
嵐
憲
二
州
義
軍
都
制
置
ロ

と
あ
る
口
以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
・
五
代
の
制
置
使
は
、
沿
辺
地
帯
の
防
備
・
蕃
族
の
統
治
に
当
る
も
の
や
、
転
運
・
発
運
・
塩
鉄
・
営



田
等
の
重
任
に
当
る
も
の
等
の
中
央
直
結
の
使
職
で
あ
っ
た
。
当
時
「
思
置
」
の
用
法
に
は
、
特
定
の
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

即
ち
旧
五
代
史
巻
七
四
・
寳
廷
三
三
に
よ
る
と

　
　
・
志
野
甲
州
再
論
。
梁
祖
擢
寅
左
右
。
同
下
汐
。
為
復
州
遊
蛮
使
。
姦
盗
屏
跡
。
歴
貝
州
刺
史
。
蕪
骨
。
請
並
置
慶
州
塩
池
。
逐
年
出
額
十
三

　
　
疋
・
米
十
萬
斜
。
遂
以
廷
塊
為
慶
州
防
禦
使
。
偉
制
置
之
。

と
あ
り
・
、
制
置
と
は
目
掛
塩
池
の
こ
と
を
掌
握
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、
同
書
巻
一
一
二
・
周
本
紀
・
広
順
三
年
春
正
月
丙
辰
の
条
に

　
　
以
武
平
節
度
使
留
後
・
検
校
三
尉
劉
言
為
検
校
太
師
・
同
平
難
事
・
習
慣
州
大
都
督
。
充
武
平
軍
節
度
。
兼
三
流
水
黒
蜜
還
等
量
。
制
置
武
安

　
　
・
静
江
等
軍
事
。

と
あ
り
、
武
安
・
静
江
等
の
軍
事
を
掌
握
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定
任
務
を
与
え
ら
れ
て
派
遣
さ
れ
た
の
が
制
置
使
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
制
置
使
は
宋
代
に
継
承
さ
れ
た
。
前
に
引
用
し
た
丈
上
通
考
や
、
宋
史
巻
一
六
七
・
職
官
志
に

　
　
制
置
使
不
常
置
。
掌
経
書
辺
鄙
軍
旅
之
事
。

と
あ
り
、
主
に
沿
辺
の
軍
事
を
掌
る
武
職
と
し
て
必
要
に
応
じ
て
任
用
さ
れ
た
。
特
に
稟
初
期
（
建
炎
・
紹
興
年
間
）
に
は
、
野
馬
使
が
餐
㈲

さ
れ
、
諸
州
の
兵
馬
・
屯
防
・
拝
禦
等
を
掌
り
、
多
く
安
撫
大
使
が
兼
職
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
唐
に
創
置
さ
れ
た
位
置
使
は
、
唐
末
・
五
代
の
呉
・
南
唐
朝
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
ま
ず
呉
朝
に
誇
け
る
制
置
使
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
九
国
志
巻
一
・
呉
・
秦
嚢
伝
に

　
　
く
天
祐
三
年
）
。
授
洪
州
制
置
使
。

と
あ
わ
ノ
、
繋
囚
は
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
に
藻
潮
制
置
使
と
な
っ
て
い
る
。
資
治
通
鑑
巻
二
六
六
・
後
雑
人
・
開
平
元
年
（
九
〇
七
）
春
正
月
雪

巳
の
条
に
よ
る
と
、
薩
州
制
置
使
細
砂
の
配
下
に
は
、
指
揮
使
朱
思
量
・
萢
思
量
・
陳
瑠
に
そ
れ
ぞ
れ
率
い
ら
れ
た
呉
の
屯
飾
弓
軍
三
千
入
が
い

た
。
即
ち
制
置
使
秦
嚢
は
、
呉
の
船
留
禁
軍
を
掌
握
し
て
泉
州
の
確
保
・
経
営
の
任
に
当
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
樹
蜂
は
、
そ
の
政
治
権

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

田
等
の
重
任
に
当
る
も
の
等
の
中
央
直
結
の
使
職
で
あ
っ
た
。
当
時
「
制
置
」
の
用
法
に
は
、
特
定
の
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
ロ

即
ち
旧
五
代
史
巻
七
四
・
賓
廷
涜
伝
に
よ
る
と

世
為
青
州
牙
将
。
梁
祖
擢
真
左
右
ロ
同
光
初
口
為
復
州
遊
蛮
使
。
姦
盗
罪
跡
。
歴
貝
州
刺
史
。
未
幾
ロ
請
制
置
慶
州
塩
池
口
逐
年
出
絹
十
島

疋
・
米
十
苗
同
制
m
ロ
遂
以
廷
抗
為
慶
州
防
禦
使
ロ
停
制
置
之
。

と
あ
・
夕
、
制
置
と
は
慶
州
塩
池
の
と
と
を
掌
握
さ
せ
る
と
と
を
意
味
し
、
問
書
巻
一
一
二
・
周
本
紀
・
広
順
三
年
春
正
月
丙
辰
の
条

K

以
武
平
節
度
使
留
後
・
検
校
太
尉
劉
言
為
検
校
太
師
・
同
平
章
事
・
行
朗
州
大
都
督
。
充
武
平
軍
節
度
。
兼
三
司
水
陸
転
運
等
使
D

制
置
武
安

-
静
江
等
一
軍
事
ロ

と
あ

b
、
武
安
・
静
江
等
の
軍
事
を
掌
握
さ
せ
る
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
左
特
定
任
務
を
与
え
ら
れ
て
派
遣
さ
れ
た
の
が
制
置
使
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
と
の
制
置
使
は
宋
代

K
継
承
さ
れ
た
D

前
に
引
用
し
た
文
献
通
考
や
、
宋
史
巻
一
六
七
・
職
官
志
に

制
置
使
不
常
置
ロ
掌
経
董
辺
部
軍
旅
之
事
ロ

と
あ
h

夕
、
主
に
沿
辺
の
軍
事
を
掌
る
武
職
と
し
て
必
要

K
応
じ
て
任
用
さ
れ
た
。
特
K
南
宋
初
期
(
建
炎
・
紹
興
年
間
〉
に
は
、
制
置
使
が
増
置

σ5) 

さ
れ
、

諸
州
の
丘
〈
馬
・
屯
防
・
拝
禦
等
を
掌

b
、
多
く
安
撫
大
使
が
兼
職
し
た
。

、EF
内
J
白，E
、

尚一周

κ創
宣
さ
れ
た
制
置
使
は
、
唐
末
・
五
代
の
呉
・
南
唐
朝
に
な
い
て
も
み
ら
れ
る
ロ
ま
ず
呉
朝
k
b
け
る
制
置
使
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

呉

南

唐

の

制

置

使

九
国
志
巻
一
・
呉
・
秦
裳
伝

K

〈
天
祐
三
年
)
口
授
洪
州
制
置
使
。

と
あ
h
y
、
秦
袈
は
天
祐
三
年
(
九

O
六
)

に
洪
州
制
置
使
と
ま
っ
て
い
る
。
資
治
通
鑑
巻
二
六
六
・
後
梁
紀
・
開
平
元
年
(
九

O
七
)
春
正
月
辛

巳
の
条
に
よ
る
と
、
洪
州
制
置
使
秦
袈
の
配
下

K
は
、
指
揮
使
朱
思
勅
・
泡
思
従
・
陳
播
に
そ
れ
ぞ
れ
率
い
ら
れ
た
呉
の
屯
駐
禁
軍
三
千
人
が
い

た
。
即
ち
制
置
使
秦
裳
は
、
呉
の
屯
駐
禁
軍
を
掌
握
し
て
洪
州
の
確
保
・
経
営
の
任
に
当
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
呉
朝
は
、

そ
の
政
治
権

呉
・
南
唐
の
制
置
使
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

力
を
江
准
地
方
に
浸
透
さ
せ
、
支
配
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
制
置
使
を
効
果
的
に
用
い
た
。
欽
定
全
割
丈
巻
八
七
一
・
劉
掻
爬
・
「
萎
源
諸
県

都
制
置
新
城
記
」
の
哺
節
に

　
　
太
和
中
。
以
嬰
源
・
浮
梁
・
祁
門
・
徳
興
四
七
。
良
貨
実
多
。
兵
甲
且
衆
。
甚
股
戸
口
。
素
是
灘
区
。
其
次
楽
平
・
千
越
。
悉
出
純
利
。
総

　
　
而
莞
催
。
少
助
時
用
。
於
時
轄
此
蝋
方
里
彼
四
区
。
細
首
委
源
為
都
制
置
。
兵
刑
課
税
。
属
而
理
之
。

と
あ
り
、
三
聖
都
制
置
使
の
成
立
過
程
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
、
都
制
置
使
で
あ
っ
た
劉
津
が
、
南
唐
衣
の
昇
元
二
年
（
九
三
入
）
十
月

五
日
に
婆
源
県
城
が
新
築
完
成
し
た
際
に
こ
の
地
方
の
沿
革
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
呉
の
太
和
中
（
九
二
九
一
九
三
四
）
、
語
源
・
浮
梁

営
門
・
徳
興
等
四
県
の
地
は
、
茶
の
生
産
が
活
発
化
し
、
戸
口
が
増
大
し
、
軍
兵
の
屯
駐
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
の
茶
を
専
売
し
て
屯
勲

等
の
軍
費
に
充
て
る
た
め
、
毎
夏
県
に
都
制
置
使
を
派
遣
し
、
四
県
の
軍
事
・
刑
法
・
課
税
等
の
権
限
を
掌
握
さ
せ
た
。
底
魚
二
年
（
回
虫
七
五
）

に
羅
願
（
一
二
ご
六
i
一
一
八
四
）
が
撰
し
た
新
安
志
巻
五
二
婆
源
沿
革
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

・
，
中
和
二
年
。
弦
高
堂
将
注
武
和
百
姓
。
於
渡
灘
立
営
。
決
聖
慮
事
。
天
籟
元
年
。
就
立
婆
露
都
鎮
。
天
祐
三
年
。
武
死
。
以
朱
写
研
新
県
制
　
α

　
　
置
。
巡
轄
萎
源
・
浮
梁
・
徳
興
・
祁
門
四
県
。
改
旧
県
為
清
化
鎮
。
呉
・
南
唐
因
之
。

と
あ
り
、
同
書
巻
五
・
鎮
塞
の
条
に

　
　
天
祐
中
。
刺
史
陶
雅
遣
朱
環
為
県
制
置
。
時
有
三
山
営
左
右
威
武
両
指
揮
。

と
あ
り
、
同
書
巻
五
・
賢
宰
の
条
に
も

　
　
天
祐
三
年
二
月
。
武
死
。
三
三
衙
内
指
揮
朱
郡
代
之
。
因
附
置
巡
割
四
県
。
後
田
津
為
都
制
濫
悪
。

と
あ
り
、
ま
た
清
の
道
光
六
年
（
一
八
二
六
）
修
編
の
婆
源
素
志
巻
二
・
沿
革
の
条
に
も
同
内
容
の
記
載
が
あ
る
。
即
ち
・
婆
源
県
に
制
二
言
が
派

遣
さ
れ
た
の
は
、
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
の
朱
環
を
初
見
と
す
る
。
朱
環
は
、
呉
王
楊
行
密
の
腹
心
の
将
陶
雅
（
江
南
都
詰
討
獄
整
衝
二
四
州
都

団
練
観
察
処
置
等
使
）
の
配
下
の
衙
内
指
揮
よ
り
萎
源
制
定
使
に
任
命
さ
れ
、
四
県
を
巡
制
し
て
辺
防
の
任
を
果
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次

い
で
徐
温
の
学
漫
諾
が
呉
芸
評
（
四
代
目
容
儀
）
を
輔
弼
し
て
い
た
工
面
中
に
、
劉
津
が
都
制
置
使
に
任
用
さ
れ
、
，
嬰
源
・
浮
梁
・
那
門
，
徳
興

等
四
二
が
そ
の
管
域
と
な
り
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
警
察
・
課
税
等
の
権
限
を
掌
握
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
寧
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

力
を
江
准
地
方

K
浸
透
さ
せ
、
支
配
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
制
置
使
を
効
果
的

K
用
い
た
ロ
欽
定
金
唐
文
巻
八
七
一
・
劉
津
伝
・

「
災
讃
諸
県

都
制
置
新
城
記
」
の
一
節
に

太
和
中
口
以
姿
源
・
浮
梁
・
祁
門
・
徳
興
四
県
。
茶
貨
実
多
。
兵
甲
且
衆
口
甚
殿
戸
口
。
素
是
奥
区
。
其
次
楽
平
・
千
越
。
悉
出
版
利
。
総

而
発
権
ロ
少
助
時
用
。
於
時
轄
此
一
方
隷
彼
四
区
口
乃
升
益
源
為
部
制
置
。
丘
〈
刑
課
税
。
属
而
理
之
U

と
あ
り
、
委
源
都
制
置
使
の
成
立
過
程
を
記
し
て
い
る
ロ
と
の
史
料
は
、
都
制
置
使
で
あ
っ
た
劉
津
が
、
南
唐
初
の
昇
元
二
年
〈
九
三
八
)
十
月

五
日
陀
丞
源
県
域
が
新
築
完
成
し
た
際

K
と
の
地
方
の
沿
革
を
4

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
呉
の
太
和
中
〈
九
二
九

l
九
三
四
)
、
髪
、
源
・
淳
、
梁

祁
門
・
徳
興
等
四
県
の
地
は
、
茶
の
生
産
が
活
発
化
し
、
戸
口
が
増
大
し
、
軍
兵
の
屯
駐
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
と
の
地
の
茶
を
専
売
し
て
屯
兵

等
の
軍
費

K
充
て
る
た
め
、
お
い
京
源
県

K
都
制
置
使
を
派
遣
し
、

四
県
の
軍
事
・
刑
法
・
課
税
等
の
権
限
を
掌
握
さ
せ
た
口
淳
照
二
年
(
一
一
七
五
)

K
羅
願
(
一
一
三
六

l
一
一
八
四
)
が
撰
し
た
新
安
志
巻
五
・
孜
京
源
沿
革
の
条
K

中
和
二
年
。
弦
高
鎮
将
、
在
武
率
百
姓
ロ
於
渡
離
立
営
。
決
選
鎮
事
。
天
復
元
年
。
就
立
姿
源
都
鎮
口
天
祐
三
年
。
武
死
。
以
朱
環
為
新
県
制

(76) 

置
。
巡
轄
妥
源
・
浮
梁
・
徳
興
・
那
門
四
県
U

改
旧
県
為
清
化
鎮
。
呉
・
南
唐
因
之
。

と
あ

b
、
同
書
巻
五
・
鎮
案
の
条

K

天
祐
中
。
刺
史
陶
雅
遺
朱
環
為
県
制
置
。
時
有
衝
山
営
左
右
威
武
両
指
撮
ロ

と
あ

b
、
同
書
巻
五
・
賢
宰
の
条
に
も

天
祐
三
年
二
月
ロ
武
死
。
雅
使
街
内
指
揮
朱
環
代
之
。
図
制
置
巡
割
四
県
。
後
劉
津
為
都
制
置
使
。

と
あ
h
y

、
ま
た
清
の
道
光
六
年
〈
一
八
二
六
)
修
編
の
髪
、
源
県
志
巻
二
・
沿
革
の
条
に
も
向
内
容
の
記
載
が
あ
る
ロ
即
ち
姿
源
県

K
制
置
使
が
派

達
さ
れ
た
の
は
、
天
祐
三
年
(
九

O
六〉

の
朱
環
を
初
見
と
す
る
。
朱
環
は
、
呉
王
楊
行
密
の
腹
心
の
将
陶
雅
(
江
南
都
招
討
数
妥
街
陸
四
州
都

団
練
観
察
処
置
等
使
)
の
配
下
の
街
内
指
揮
よ

b
益
源
制
置
使
に
任
命
さ
れ
、

四
県
を
巡
轄
し
て
辺
防
の
任
を
果
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
う
り
次

い
で
徐
温
の
子
知
詰
が
呉
王
湾
(
四
代
目
寄
帝
)
を
輔
弼
し
て
い
た
太
和
中

K
、
劉
津
が
都
制
置
使

K
任
用
さ
れ
、
暴
源
・
浮
梁
・
祁
門
・
徳
興

等
四
県
が
そ
の
管
域
と
左
h
y
、
軍
事
の
み
左
ら
ず
警
察
・
課
税
等
の
権
限
を
掌
握
し
た
と
考
え
て
大
過
左
い
で
あ
ろ
う
。
と
と
で
留
意
す
べ
き
と



と
は
、
婆
源
都
制
置
使
管
下
の
四
県
が
同
扁
州
内
の
県
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
常
呂
・
三
門
二
県
は
敏
州
の
属
県
で
あ
り
▼
浮
梁
・
，
徳

興
一
ピ
県
は
饒
州
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
二
州
に
ま
た
が
る
四
三
を
州
県
制
の
行
政
体
系
の
枠
組

を
こ
え
て
都
制
置
使
に
統
属
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
茶
が
栽
培
さ
れ
、
こ
れ
を
専
売
し
て
軍
費
等
の
財
源
に
当
て
て
い
る
。
清
代
に
至
っ
で
も

姿
源
の
地
は
、
山
地
が
多
く
、
谷
水
を
引
く
こ
と
も
困
難
で
天
水
に
た
よ
り
、
狭
い
耕
地
で
は
牛
耕
も
ま
ま
な
ら
ず
、
そ
の
収
穫
は
必
要
量
を
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

分
も
充
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
α
。
新
安
志
巻
五
・
水
源
の
条
に
よ
る
と
．
宋
代
の
頃
、
谷
水
流
域
に
狭
小
な
灌
田
が
拓
か
れ
て
・

澄
り
「
、
農
耕
に
は
困
難
な
自
然
条
件
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
茶
の
商
品
価
値
が
増
大
し
て
い
た
唐
・
五
代
に
憎
い
て
、
茶
の
栽
培
は
陰
欝
等
四
県
の

産
業
ど
し
て
重
要
で
あ
レ
、
左
右
威
武
両
指
揮
の
塁
壁
を
維
持
す
る
う
え
で
、
こ
の
茶
を
掌
握
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
必
須
で
あ
，
つ
た
で
あ
ろ
う
。

婆
源
県
志
の
南
唐
，
三
元
二
年
（
九
三
八
）
の
条
に

　
　
以
劉
空
説
都
制
置
使
。
巡
轄
解
由
・
浮
梁
・
徳
興
・
埋
門
電
導
。
築
新
城
於
西
湖
。
時
津
領
関
西
卒
千
五
百
人
来
臨
。
荒
誕
之
余
。
召
募
流

　
　
捷
。
出
撃
衆
藻
耕
。
輝
輝
校
置
営
。
屯
田
五
漢
。
日
武
漢
香
田
・
思
漢
大
田
・
嶽
漢
車
田
・
浮
早
言
田
・
古
漢
豊
田
。
他
如
耳
茸
・
梅
田
・

　
　
長
田
・
熱
田
・
沖
田
・
仰
田
。
凡
田
名
者
皆
屯
田
之
処
。
当
時
宇
宙
分
裂
。
関
西
士
卒
。
替
蓋
里
帰
。
久
留
耕
戌
。
許
以
見
耕
為
永
業
。
母

　
　
三
兵
民
。

と
あ
り
、
南
唐
の
昇
元
二
年
、
劉
津
は
関
西
の
卒
千
五
百
人
を
率
い
て
責
馬
都
制
置
使
に
赴
任
し
、
戦
乱
で
荒
廃
し
た
姿
源
等
四
県
の
地
で
屯
田
怯

を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
関
西
の
卒
千
五
百
入
は
、
屯
田
兵
と
し
て
こ
の
地
に
永
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
誇
．
屯
田
に
漢
名
を
付
し
て
い
る

の
は
、
屯
田
の
立
地
が
漢
谷
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
婆
源
に
は
屯
田
兵
と
は
別
に
㌦
南
唐
の
屯
矯
激
が
い
だ
。
徐
公
文
集
∵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ド

巻
筆
に
「
送
元
帥
書
記
高
纏
縫
。
出
為
事
源
導
引
軍
使
」
ど
あ
り
、
建
威
軍
使
と
な
っ
た
高
越
＠
が
い
た
。
ま
た
中
神
録
巻
二
・
婆
源
軍
岡
三
の

条
㈲
に
も
哲
理
軍
使
注
延
昌
の
こ
と
が
み
え
る
。
婆
源
一
帯
は
、
呉
越
国
ど
の
国
境
に
位
置
し
、
そ
江
故
南
唐
朝
は
屯
運
任
や
屯
田
兵
を
配
置
し

て
、
呉
越
国
が
中
原
王
朝
と
呼
応
し
て
侵
冠
し
よ
う
と
す
る
抑
え
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
呉
朝
は
、
西
南
方
面
へ
そ
の
勢
力
伸
張
を
計
る
と
き
、
．
彰
畿
湖
に
注
入
す
る
事
事
と
そ
の
支
流
の
水
運
を
活
用
し
た
。
二
障
の
漕
運
は
、

大
量
の
兵
員
・
武
器
・
糧
草
等
の
輸
送
に
最
適
で
あ
っ
た
。
そ
の
漕
運
の
機
能
を
十
分
に
活
用
す
る
に
は
、
州
域
に
係
わ
ら
ず
沿
洞
の
県
の
連
絡

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
で
宋
代
の
軍
使
兼
知
事
に
及
ぶ

（77）

と
は
、
委
源
都
制
置
使
管
下
の
四
県
が
同
一
…
州
内
の
県
で
は
左
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
婆
源
・
祁
門
二
県
は
敏
州
の
属
県
で
あ

b
、
、
浮
梁
・
徳

興

二

県

は

鏡

州

の

管

轄

で

あ

っ

た

ロ

こ

の

よ

う

κ
二

州

κ
ま

た

が

る

四

県

を

州

県

制

の

行

政

体

系

の

枠

組

を

ζ

え
て
都
制
置
使
に
統
属
さ
せ
て
い
る
ロ

ま
た
茶
が
栽
培
さ
れ
、

と
れ
を
専
売
し
て
軍
費
等
の
財
源

K
当
て
て
い
る
。
清
代

K
至
っ
て
も

長
崎
仙
の
地
は
、
山
地
が
多
く
、
谷
水
を
引
く
と
と
も
困
難
で
天
水

K
た
よ
h
y
、
狭
い
耕
地
で
は
牛
耕
も
ま
ま
左
ら
ず
、
そ
の
収
穫
は
必
要
量
を
半

分
も
充
た
す
こ
と
が
で
き
左
い
状
態
で
あ
っ
た
白
。
新
安
志
巻
五
・
水
源
の
条

K
よ
る
と
、
宋
代
の
頃
、
谷
水
流
域
に
狭
小
左
瀧
田
が
拓
か
れ
て

-
b
h
y
、
農
耕

K
は
困
難
ま
自
然
条
件
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
茶
の
商
品
価
値
が
増
大
し
て
い
た
唐
・
五
代

K
-砕
い
て
、
茶
の
栽
培
は
益
源
等
四
県
の

産
業
と
し
て
重
要
で
あ

b
、
左
右
威
武
両
指
揮
の
屯
戊
を
維
持
す
る
う
え
で
、

と
の
茶
を
掌
握
す
る
と
と
が
経
済
的

K
必
須
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ロ

益
源
県
志
の
南
唐
昇
元
二
年
〈
九
三
八
)

の
条

K

以
劉
津
為
都
制
置
使
。
巡
轄
婆
源
・
浮
梁
・
徳
輿
・
祁
門
四
県
口
築
新
城
於
西
湖
。
時
津
領
関
西
卒
千
五
百
人
来
鎮
。
荒
残
之
余
白
召
募
流

徒
。
与
其
衆
篠
耕
ロ
仔
諸
校
置
営
。
屯
田
五
浜
口
臼
武
渓
香
田
・
思
撲
大
田
・
撤
浜
車
田
・
浮
換
言
田
・
古
総
豊
田
。
他
如
楊
回
・
梅
田
・

.(77) 

長
田
・
繕
田
・
沖
田
・
仰
回
。
凡
田
名
者
皆
屯
田
之
処
。
当
時
宇
宙
分
裂
。
関
西
之
卒
。
既
不
得
帰
。
久
留
耕
成
。
許
以
見
耕
為
永
業
。
最

A
A
丘
〈
民
。

と
あ
h

夕
、
南
唐
の
昇
元
二
年
、
劉
津
は
関
西
の
卒
千
五
百
人
を
率
い
て
婆
源
都
制
置
使

K
赴
任
し
、
戦
乱
で
荒
廃
し
た
議
源
等
四
県
の
地
で
屯
田

を
行
在
っ
て
い
る
ロ
と
の
関
西
の
卒
千
五
百
人
は
、
屯
田
兵
と
し
て
と
の
地

K
、
水
住
す
る
と
と
と
在
っ
た
。
左
金
、
屯
田
に
浜
名
を
付
し
て
い
る

の
は
、
屯
田
の
立
地
が
渓
谷

K
よ
っ
て
い
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
。
婆
源
に
は
屯
田
兵
と
は
別
氏
、
南
唐
の
屯
成
丘
〈
が
い
た
ロ
徐
公
文
集

巻
二

K
「
送
元
帥
書
記
高
郎
中
口
出
為
斐
源
建
威
軍
使
」
と
あ

b
、
建
威
軍
使
と
在
っ
た
高
越

ωが
い
た
。
ま
た
稽
神
録
巻
二
・
萎
源
軍
人
妻
の

条
何

K
も
建
威
軍
使
在
延
昌
の
と
と
が
み
え
る
ロ
益
源
一
帯
は
、
呉
越
国
と
の
国
境

K
位
置
し
、
そ
れ
故
南
唐
朝
は
屯
成
兵
や
屯
田
兵
を
配
置
し

て
、
異
越
国
が
中
原
王
朝
と
呼
応
し
て
侵
怒
し
よ
う
と
す
る
抑
え
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
呉
朝
は
、
西
南
方
面
へ
そ
の
勢
力
伸
張
を
計
る
と
き
、
彰
議
湖

K
注
入
す
る
i

鞍
水
と
そ
の
支
流
の
水
運
を
活
用
し
た
。
河
川
の
漕
運
は
、

大
量
の
兵
員
・
武
器
・
糧
草
等
の
輸
送

K
最
適
で
あ
っ
た
。
そ
の
漕
運
の
機
能
を
十
分
に
活
用
す
る
に
は
、
州
域

K
係
わ
ら
ず
沿
河
の
県
の
連
絡

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
箪
使
兼
知
事
に
及
ぶ



　
　
呉
甑
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

を
緊
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
清
の
同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）
修
編
の
済
江
県
志
巻
一
・
沿
革
・
唐
天
祐
七
年
の
条
に
，

　
　
三
三
楊
弓
演
建
国
回
忌
。
－
置
都
制
置
旧
三
新
塗
。
井
野
新
喩
・
吉
陽
・
豊
城
隷
之
。

と
あ
り
、
吉
州
新
里
県
に
都
制
置
潮
を
派
遣
し
、
、
鞍
水
と
そ
の
支
流
の
漁
獲
と
の
水
運
確
立
に
重
要
な
吉
州
新
劇
・
吉
陽
両
県
、
蓑
州
新
喩
事
、

濠
州
豊
城
県
等
四
位
を
統
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
軍
享
・
」
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
輿
地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
江
軍
の
条
に
よ
る
と
▼
宋
の

淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
同
下
州
の
軍
が
澄
か
れ
た
清
江
県
毒
水
と
漁
水
の
合
流
地
）
の
こ
と
を
記
し
て

　
　
薫
灘
消
毒
。
当
南
江
・
廉
吉
婁
洪
四
会
之
衝
。
合
衰
吉
端
三
邑
以
為
郡
。
一
舟
車
輻
湊
。
叉
有
庚
軍
兵
文
之
積
。
大
江
清
流
以
各
県
。
新
塗
論
都

　
　
三
三
使
三
所
。

と
あ
り
、
舟
車
輻
湊
し
、
考
選
を
蓄
積
し
て
い
る
交
通
・
軍
事
の
要
衝
で
あ
ダ
、
従
っ
て
と
の
地
を
強
力
に
掌
握
す
る
こ
と
は
、
、
呉
・
南
唐
の
国

土
防
衛
と
領
土
拡
大
と
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
。
事
実
、
新
詮
都
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
呉
朝
が
叢
々
を
経
略
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

即
ち
資
治
通
鑑
巻
二
六
七
・
後
梁
・
開
平
四
隼
二
月
丙
寅
の
条
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
呉
准
南
風
度
判
官
厳
可
求
請
。
置
制
置
使
於
新
塗
県
。
遣
兵
戌
之
。
以
善
悪
州
。
毎
更
代
。
轍
潜
益
其
兵
。
震
人
不
之
覚
也
。

と
あ
り
、
輿
地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
江
軍
の
条
に
所
載
の
臨
江
志
に
も

　
　
二
幅
密
得
薩
州
。
皇
図
鞍
。
用
厳
重
求
之
策
。
以
新
詮
為
都
制
置
屋
治
所
。
置
戌
兵
。
城
而
守
之
。
国
朝
奨
励
古
奏
。
廃
感
量
使
。

と
あ
る
よ
う
に
、
呉
々
は
都
制
置
使
配
下
の
戌
兵
を
漸
次
増
強
し
て
輯
州
経
略
を
実
現
し
、
葦
屋
の
水
運
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
呉
朝
は
、
北
方
の
中
原
王
朝
と
の
国
境
で
あ
る
潅
南
地
方
に
も
寒
極
使
を
派
遣
し
た
。
即
ち
太
平
賓
字
面
巻
一
三
〇
・
泰
州
の
条
に

　
　
本
揚
州
海
浦
県
。
偽
雷
乾
難
中
。
筆
墨
制
置
院
。
偽
唐
墨
元
元
年
。
遥
遥
泰
州
。
伍
析
海
細
細
五
二
為
泰
興
県
。
割
楚
州
之
塩
城
県
。
改
招

　
・
遠
回
為
県
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

と
あ
り
、
南
唐
の
重
み
泰
州
の
治
所
の
海
陵
県
は
、
呉
朝
の
乾
貞
中
（
九
二
七
一
九
二
八
）
に
制
置
使
が
派
遣
ざ
れ
て
い
た
＠
。
灘
陵
県
の
地
は

中
原
王
朝
と
の
攻
防
の
地
で
あ
る
と
と
も
に
・
海
雨
上
が
あ
り
、
ま
た
重
要
な
産
畑
地
で
あ
っ
た
⑤
9

　
以
上
の
よ
う
に
、
呉
朝
は
訂
置
使
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
通
・
軍
事
・
経
済
等
の
要
衝
の
地
を
直
接
掌
握
し
た
。
呉
の
制
置
使
は
、

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
寧
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

を
緊
密

K
し
左
け
れ
ば
左
ら
左
か
っ
た
ロ
即
ち
清
の
問
治
九
年
〈
一
八
七

O
〉
修
編
の
清
江
県
志
巻
一
・
沿
革
・
唐
天
祐
七
年
の
条
に

堆
南
楊
隆
演
建
国
日
呉
。
置
都
制
置
使
於
新
治
。
井
以
新
職
・
吉
陽
・
豊
城
隷
之
。

と
あ
h
y
、
吉
州
新
詮
県

K
都
制
置
使
を
派
遣
し
、
鞍
水
と
そ
の
支
流
の
漁
水
と
の
水
運
確
立

K
重
要
ま
吉
州
新
注
・
吉
陽
両
県
、
蓑
州
新
聡
県
、

洪
州
豊
城
県
等
四
県
を
統
属
さ
せ
て
い
る
ロ
と
の
地
域
は
軍
事
・
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
輿
地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
江
軍
の
条
に
よ
る
と
、
宋
の

淳
化
三
年
〈
九
九
二

)
K
向
下
州
の
軍
が
な
か
れ
た
清
江
県
(
欝
ぺ
水
と
漁
水
の
合
流
地
〉

の
と
と
を
司
記
し
て

競
灘
之
西
。
当
南
風
守
慶
一
吉
裳
洪
四
会
之
衝
ロ
合
意
吉
端
三
邑
以
為
郡
。
舟
車
轄
湊
。
叉
有
庚
康
丘
〈
文
之
積
口
、
大
江
清
流
以
名
県
。
新
栓
為
都

制
置
使
治
所
。

と
あ

b
、
舟
車
輔
、
湊
し
、
糧
兵
を
蓄
積
し
て
い
る
交
通
・
軍
事
の
要
衝
で
あ

b
、
従
っ
て
と
の
地
を
強
力
に
掌
握
す
る
と
と
は
、
呉
・
南
唐
の
国

土
防
衛
と
領
土
拡
大
と

K
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
。
事
実
、
新
詮
都
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
呉
朝
が
弟
、
州
を
経
略
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

即
ち
資
治
通
鑑
巻
二
六
七
・
後
、
梁
・
開
平
四
年
十
二
月
丙
寅
の
条

K

σ8) 

呉
准
南
節
度
判
官
厳
可
求
請
。
置
制
置
使
於
新
詮
県
。
遺
兵
成
之
。
以
図
慶
州
。
毎
更
代
。
轍
潜
益
其
兵
。
度
人
不
之
覚
也
ロ

と
あ

b
、
輿
地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
江
軍
の
条

K
所
載
の
臨
江
志

K
も

楊
行
密
得
士
口
州
。
欲
図
報
。
用
厳
可
求
之
策
ロ
以
新
詮
為
都
制
置
使
治
所
ロ
置
成
兵
ロ
域
而
守
之
。
国
朝
礎
知
古
奏
。
廃
制
置
使
。

と
あ
る
よ
う
に
、
呉
朝
は
都
制
置
使
配
下
む
成
兵
を
漸
次
増
強
し
て
斡
州
経
略
を
実
現
し
、
戦
水
の
水
還
を
確
保
す
る
と
と
が
で
き
た
り

呉
朝
は
、

北
方
の
中
原
王
朝
と
の
国
境
で
あ
る
准
南
地
方
に
も
制
置
使
を
派
遣
し
た
。
即
ち
太
平
嚢
宇
記
巻
二
ニ

0
・
泰
州
の
条

K

本
揚
州
海
陵
県
。
偽
呉
乾
貞
中
。
立
為
制
置
院
。
偽
唐
昇
元
元
年
。
升
為
泰
州
。
の
析
海
陵
南
五
郷
為
泰
興
県
。
割
楚
州
之
塩
城
県
。
改
招

遠
場
為
県
一
。

中
原
王
朝
と
の
攻
防
の
地
で
あ
る
と
と
も

K
、
海
陵
倉
が
あ

b
、

と
あ
h
y
、
南
唐
の
初
め
泰
州
の
治
所
の
海
陵
県
は
、
呉
朝
の
乾
貞
中
〈
九
二
七
j
九
二
八
)
に
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
住
。
海
陵
県
の
地
は

ま
た
重
要
左
産
塩
地
で
あ
っ
た
旬
。

以
上
の
よ
う
に
、
呉
朝
は
制
置
使
を
派
遣
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
交
通
・
軍
事
・
経
済
等
の
要
衝
の
地
を
直
接
掌
握
し
た
ロ
呉
の
制
置
使
一
は
、



軍
兵
を
率
い
て
、
　
一
州
域
ま
た
は
数
理
に
ま
た
が
る
数
県
、
或
は
一
県
の
み
を
強
力
に
統
轄
し
て
、
呉
朝
の
辺
防
・
統
治
に
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
た
。
こ
の
存
置
使
の
う
ち
で
、
南
唐
朝
に
及
ん
で
盛
ん
に
み
ら
れ
る
の
は
、
海
陵
制
置
使
の
よ
う
に
一
県
の
み
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
て
南
唐
朝
に
お
け
る
制
置
使
は
、
一
県
の
み
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
は
表
臨
に
掲
げ
る
よ
う
に
嘆
呉
朝
以
来
の
婆
源
・
新
旧
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

都
制
早
使
と
南
唐
朝
が
新
風
し
た
七
制
置
使
ど
の
合
計
九
例
を
検
出
し
う
る
。
華
表
が
南
唐
朝
の
制
置
使
の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
と
は
断
言

で
き
ず
、
筆
者
の
検
出
も
れ
の
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
大
体
の
状
況
乃
至
傾
向
を
窺
ケ
資
料
と
し
て
は
十
分
役
立
つ
も
の
と
確
信

す
る
。

　
　
　
　

　
　
三
一
　
制
置
旧
の
県

　
　
　
（

王
朝

県
名

属
州

成
立
年

西
　
暦

使
職
就
任
者
名

北
宋
初

出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典

三
原

激
州

天
復
元

九
〇
一

注
，
武
朱
　
環
劉
　
津

県

欽
定
全
唐
文
八
七
一
・
劉
合
掌
。
，
塞
源
県
志
一
・
沿
革
。

呉

新
旧

吉
州

天
祐
七

九
一
〇

県
↓
軍

輿
地
紀
勝
三
四
・
三
江
軍
ゆ
清
江
県
志
一
・
沿
革
。

海
陵

揚
州

．
乾
貞
中
九
二
七
　
～
九
二
八

楮
仁
規

州
　
治

太
平
簑
宇
高
＝
ご
○
・
泰
州
。
馬
氏
旧
臣
書
一
九
・
楮
仁
一
二
。
十
国
春
秋
一
一
・
地
理
図
上
。

天
長

楊
州
昇
元
元
　
　
～
忌
寸
六

九
三
七
　
～
九
四
二

歌
謙

I
　
　
I
　
　
　
　
　
　
F
軍
↓
県

欽
定
全
唐
文
八
八
二
・
孟
母
・
高
誼
三
遷
明
府
之
官
序
。
陸
氏
南
唐
十
一
・
三
元
六
年
閏
正
月
。
旧
五
代
史
一
一
六
，
応
徳
三
年
二
月
二
三
。

南
唐

都
海

揚
州

爆
大
元
　
　
～
保
大
一
四

九
四
三
　
～
九
五
六

銚
彦
拠

州
　
治
太
平
簑
字
記
＝
二
〇
・
通
州
。
輿
地
紀
勝
四
一
・
通
州
。
資
治
通
鑑
二
九
二
・
六
徳
三
年
二
月
銘
記
。

広
徳

宣
州

保
大
八

九
五
〇

軍

（79）

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

軍
兵
を
率
い
て
、

一
州
域
ま
た
は
数
州
に
ま
た
が
る
数
県
、
或
は
一
一
県
の
み
を
強
力

K
統
轄
し
て
、
呉
朝
の
辺
防
・
統
治

K
重
要
左
役
割
を
果
し

て
い
た
。
こ
の
制
置
使
の
う
ち
で
、
南
唐
朝

K
及
ん
で
盛
ん
に
み
ら
れ
る
の
は
、
海
陵
制
寵
使
の
よ
う

K
一
県
の
み
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ロ

ぎ
て
南
唐
朝

K
-砕
け
る
制
置
使
は
、
一
一
県
の
み
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ

b
、
そ
の
例
は
表
一
に
掲
げ
る
よ
う

K
、
呉
朝
以
来
の
養
源
・
新
詮
両

都
制
置
使
と
南
唐
朝
が
新
置
し
た
七
制
置
使
と
の
合
計
九
例
を
検
出
し
う
る
口
本
表
が
南
唐
朝
の
制
置
使
の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
と
は
断
言

で
き
ず
、
筆
者
の
検
出
も
れ
の
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
在
い
が
、

そ
の
大
体
の
状
況
乃
至
傾
向
を
窺
う
資
料
と
し
て
は
十
分
役
立
つ
も
の
と
確
信

す
る
。

表
(ー〉

制

置

使

の

県

唐 南 呉

広 静 天 、、母，.- 新 主Z
県名徳 、、母，1'- 長 l凌 詮 源

宣
揚チト!

楊 揚 =口I::t 

数少トj
属

チトi 外! チト! チトI 外!

保 保保.昇昇 乾 天 天 成

大 大~大 フ-c-フじ 貞 祐 復 立

刀、 四元 六元 中 七 コE 年

九|
ー一

九 九九 九九 九九 九 西
五 五~四 四~三 一一 一 O 
O ノー£¥- 二-二・・ 二七 八七 O 一 暦

iO5 秋 荷仁
劉朱注 任使

彦 者職
洪 謙 i 規 津環武 名就

チト! 軍! チトl 県
宋北軍 ↓ ↓ 県

治 県 治 軍 初

志太 九太 一疋欽 春太 輿地 欽定
一平嚢 二平 秋平

顕宇嚢
昇全

一-嚢T 炉"'""
来己 全

沿革 宇記
元唐 勝 唐

徳記 六文 記 一 文
o 
一 年八 地一 四 刀、

O 年三
間正 八一 理三 七

一 二 O 表 O 臨 一 出
月・ 月・ 上' 江軍

広 発適 旧。 鉱徐 o 泰チトI
劉津伝徳 巳州

。

軍 o 0 
五・ ロ

江清
輿 代送 ，馬

。

輿
地紀
史一 武襲進

氏 県
源委

紀地 南 志
勝 唐 一 県

勝 四 六明 書 志
一 一 府 一 沿 一一
四 顕之 九 革

典通 徳官 o 
?合

広 チト! 三序
補仁

草
徳
。
年 o 

軍 資 二陸 規。
治 月氏 伝

広 通 辛南 ロ

徳 鑑 卯唐 十
チトl 一 白書 国一

(79) 

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
寧
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



呉
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
琶
覆
兼
費
事
に
及
ぶ

高
安

三
州

保
大
元
　
～
保
大
一
〇

九
四
三
　
～
九
五
二

陳
承
昭

州
　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
稽
神
緑
雨
・
劉
欝
欝
。
宋
史
二
六
U
免
陳
三
三
伝
っ

南
唐

永
新

吉
島

開
三
元
　
～
開
宝
八

九
六
八
　
～
九
七
五

，
李
元
清

県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
陸
氏
南
唐
書
一
二
・
李
元
清
伝
。
馬
氏
南
二
三
二
二
，
・
李
元
清
俵
。
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

永
興

三
州

開
宝
七

九
七
四

県

太
平
簑
宇
記
補
闘
・
興
国
軍
。

三
郷

嚢
州

開
宝
元
　
～
開
宝
八

九
六
八
　
～
九
七
五

劉
茂
忠

県

馬
丁
南
唐
三
五
・
開
宝
七
年
九
月
。
馬
氏
南
壁
書
二
二
・
劉
茂
忠
伝
。
江
南
野
史
一
〇
・
劉
茂
忠
伝
。

　
ま
ず
、
呉
朝
以
来
の
両
都
制
朝
使
の
南
唐
朝
に
お
け
る
変
遷
を
考
察
す
る
。
新
選
都
制
置
使
は
、
呉
朝
瀕
彰
州
の
経
略
に
必
須
な
軽
水
の
漕
運

確
立
の
た
め
置
か
れ
た
。
南
唐
の
南
元
二
年
（
九
三
八
）
に
は
、
取
水
と
喩
水
と
の
合
流
地
の
洪
州
部
長
鎮
を
以
て
清
江
県
が
新
置
さ
れ
て
直
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

県
と
な
っ
た
。
次
い
で
保
大
十
年
（
九
五
二
）
に
は
、
洪
州
の
高
安
・
上
高
・
萬
載
三
県
と
清
江
県
と
を
以
て
箔
州
が
新
置
さ
れ
た
⑯
。
ま
，
た
輿

地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
国
軍
に
所
載
の
臨
江
志
に
よ
る
と
、
北
宋
は
新
築
県
を
取
得
し
て
の
ち
、
奨
知
古
の
奏
請
に
基
づ
い
て
制
副
使
の
県
を
廃
止

し
、
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
転
運
営
張
鑑
の
奏
請
に
よ
っ
て
鏑
州
清
江
・
吉
州
新
詮
・
衰
州
新
喩
等
三
県
を
以
て
同
三
州
の
臨
江
軍
が
創
置
さ

れ
た
。
嵐
上
の
こ
と
よ
り
考
え
る
と
、
新
澄
都
制
置
使
は
南
唐
時
代
に
新
詮
一
眸
を
統
轄
す
る
制
置
使
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
婆
源
の
場
合

新
安
志
巻
五
二
婆
源
沿
革
の
条
に
「
呉
・
南
唐
因
之
。
国
朝
不
領
三
下
」
、
と
あ
り
、
同
書
巻
五
・
鎮
塞
の
条
に
「
国
家
承
平
。
県
治
芝
繋
兵
。
今

有
中
平
巡
検
」
と
あ
る
こ
と
等
に
よ
る
と
、
南
唐
祝
事
に
劉
津
が
都
制
置
使
に
任
用
さ
れ
た
の
ち
、
都
制
置
使
の
派
遣
や
廃
止
を
見
出
し
得
な
い

が
、
こ
の
地
が
呉
越
国
と
の
国
境
で
あ
る
と
い
う
軍
事
的
重
要
性
は
変
っ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
「
新
詮
県
と
同
様
に
南
唐
一
代
を
通

じ
て
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
に
南
唐
朝
が
新
置
し
た
表
唱
の
七
延
期
使
に
よ
る
と
、
次
の
四
点
を
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
緑
亀
使
は
一
県
…
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（弓9）

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
幕
、
に
及
ぶ

唐 南

戸ド 方く 方く ~官主訂T 

郷 興 新 安

蓑チト!
等日 =チロとト! 洪
ナト! 升!

関関 開 関関 保保

宝~宝 宝 宝~宝 大~大

八元 七 八元 O 元

九九 九 九九 九九
七~六 七 七~六 五~四
五八 四 五八 一一

劉茂 李フじ
陳
承

忠 清 昭

少トi
県 県 県

治

江馬 太 陸
稽神

南氏 平 氏
野南 嚢

南唐
職

史唐 宇 一
一番 記 書
O五 補 一 率リ
関 一

隙伝一
茂劉 宝閲

興 李
o 

伝忠年七 軍国 フE
宋史 I 清

。九 。 伝 一一
月

。
ノー..t.¥a 

ロ
馬 一

，馬 氏 . 
氏

膚南
陳

南 承
唐 番 昭
書 一 伝
一 一一 ロ

一 一一一
李

華。
Y清E 

茂

忠伝
伝。

。

ま
ず
、

呉
朝
以
来
の
両
都
制
置
使
の
南
唐
朝

k
h
w
け
る
変
選
を
考
察
す
る
。
新
治
都
制
置
使
は
、

呉
朝
ハ
対
戦
州
の
経
略

K
必
須
ま
彰
一
水
の
漕
運

、、，
J

n
U
 

Q
U
t
 

r
t

、

県
と
在
っ
た
。
次
い
で
保
大
十
年
〈
九
五
二
)

に
は

7
軽
水
と
喰
水
と
の
合
流
地
の
洪
州
粛
灘
鎮
を
以
て
清
江
県
が
新
置
さ
れ
て
直
隷

K
は
、
洪
州
の
高
安
・
上
高
・
高
載
三
県
と
清
江
県
と
を
以
て
錆
州
が
新
寵
さ
れ
た
何
。
ま
た
輿

確
立
の
た
め
置
か
れ
た
。
南
唐
の
昇
一
万
二
年
(
九
三
八
)

地
紀
勝
巻
三
四
・
臨
江
軍
に
所
載
の
臨
江
志
に
よ
る
と
、

北
宋
は
新
注
県
を
取
得
し
て
の
ち
、
梁
知
古
の
奏
請

K
基
づ
い
て
制
置
使
の
県
を
廃
止

し
、
淳
化
三
年
(
九
九
二

)

K
転
運
使
張
鑑
の
奏
請
に
よ
っ
て
錆
州
清
江
・
吉
州
新
詮
・
衰
州
新
轍
等
三
県
を
以
て
同
下
州
の
臨
江
軍
が
創
置
さ

れ
た
。
以
上
の
と
と
よ

b
考
え
る
と
、
新
詮
都
制
置
使
は
南
唐
時
代

K
新
詮
一
一
県
を
統
轄
す
る
制
置
使
と
・
な
っ
た
も
の
で
あ
る
う
。
孜
宮
源
の
場
合

新
安
志
巻
五
・
髪
、
源
沿
革
の
条

K
「
旦
(
・
南
唐
図
之
。
国
朝
不
領
三
県
」
と
あ

b
、
同
書
巻
五
・
鎮
築
の
条
に
「
国
家
承
平
。
県
、
治
不
置
丘
ハ
ロ
今

有
中
平
巡
検
」
と
あ
る
と
と
等

K
よ
る
と
、
南
唐
初
期

K
劉
津
が
都
制
置
使

K
任
用
さ
れ
た
の
ち
、

都
制
置
使
の
派
遣
や
廃
止
を
見
出
し
得
ま
い

が
、
と
の
地
が
呉
越
国
と
の
国
境
で
あ
る
と
い
う
軍
事
的
重
要
性
は
変
っ
て
い
左
い
と
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
新
詮
県
と
同
様

K
南
唐
一
代
を
通

じ
て
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
南
唐
朝
が
新
置
し
た
表
↓
の
七
制
置
使

K
よ
る
と
、
次
の
四
点
を
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
と
と
が
で
き
る
。
第
一

-K
、
制
置
使
は
一
一
県
の
み



を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
前
置
使
の
県
は
、
州
治
が
お
か
れ
た
郭
下
県
で
な
ぐ
、
い
ず
れ
も
巡
属
県
で
あ
る
。
第
三
に
、
南
唐
朝
の

国
境
に
位
置
す
る
。
第
四
に
、
地
域
に
分
け
る
と
、
准
南
の
静
海
・
天
長
両
機
置
使
、
・
呉
越
と
の
国
境
の
広
徳
三
値
使
、
彰
鑛
湖
・
低
水
以
西
の

永
興
・
高
安
・
捧
郷
・
三
新
三
四
制
置
使
の
県
と
に
大
別
で
き
る
。
以
下
地
域
別
に
考
察
す
る
。

　
静
海
都
鎮
制
置
使
は
、
泰
州
海
象
県
東
境
り
狼
山
鎮
の
静
海
都
鎮
低
落
を
制
置
使
に
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
管
下
に
は
、
狼
山
・
豊
楽
・

崇
明
・
大
安
（
通
州
に
升
る
時
海
門
県
を
置
ぐ
）
等
四
鎮
の
海
洲
地
帯
を
含
む
地
域
を
統
属
し
て
お
り
、
ま
た
重
要
な
産
塩
地
で
・
あ
る
と
乏
噛
滝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

海
上
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
α
。
五
代
に
誇
け
る
底
心
の
鎮
は
、
県
と
対
等
で
あ
っ
た
中
原
王
朝
の
鎮
と
は
異
な
り
、
旨
県
に
統
属
さ
れ
る
痴
の

　
　
　
　
う

で
あ
っ
た
⑱
。
静
海
都
鎮
制
尊
重
の
管
城
は
四
こ
口
地
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
静
海
・
海
門
二
県
を
新
島
で
き
る
地
域
で
あ
り
、
M
他
φ
心
置
使
の

県
と
相
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
顕
徳
五
年
（
九
五
八
）
、
濫
南
の
地
を
征
略
し
た
後
周
は
、
こ
の
地
を
以
て
静
海
軍
と
し
、
つ
い
で
通
州
に
下

し
て
南
扇
攻
略
の
前
進
基
地
と
し
た
。
楊
州
天
長
県
は
、
軍
事
的
要
衝
で
あ
る
こ
と
を
以
て
制
文
使
が
派
遣
さ
れ
、
昇
元
六
年
（
九
四
二
）
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

に
は
建
武
軍
（
天
長
軍
）
に
慮
っ
た
⑱
。
保
大
十
三
年
（
九
五
五
）
頃
よ
力
後
周
の
南
侵
が
活
発
化
す
る
と
、
南
唐
は
天
長
・
六
合
両
県
を
以
て

雄
州
を
新
置
し
、
建
武
軍
使
易
丈
欝
を
刺
史
に
任
じ
、
天
長
県
に
は
制
置
使
漱
謙
を
派
遣
し
た
。
天
長
制
幽
艶
臥
謙
は
、
保
大
十
四
年
二
月
目
惜

春
に
降
り
、
糧
草
二
千
余
萬
が
後
端
へ
帰
し
た
。
交
泰
元
年
（
九
五
八
）
正
月
、
後
立
が
海
州
・
静
海
都
鎮
制
麗
、
6
∴
塁
上
乞
相
次
い
で
討
征
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

際
、
雄
悲
心
更
易
歯
釜
も
後
足
の
軍
門
に
下
っ
た
。
・
雄
蕊
を
得
た
後
周
は
、
こ
の
地
を
天
長
軍
に
降
し
、
軍
使
に
県
事
を
領
せ
し
め
た
U
。
以
上

の
よ
う
に
、
静
海
都
鎮
制
置
使
の
管
域
は
産
塩
地
で
あ
る
と
と
も
に
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
天
長
制
櫨
使
の
地
は
錯
節
に
診
け
る
軍
事
的
要

衝
で
あ
っ
た
。

．
呉
越
と
の
国
境
に
位
置
し
た
広
徳
制
置
使
は
、
保
大
八
年
（
九
五
〇
）
に
宜
州
広
徳
県
を
以
て
成
立
し
、
北
宋
が
南
唐
を
統
合
す
る
ま
で
存
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

し
た
。
此
処
の
土
産
は
、
茶
・
紬
・
絹
・
綿
・
布
等
で
あ
り
q
、
ま
た
豊
饒
の
地
で
も
あ
っ
た
q
。
即
ち
広
徳
側
副
の
地
は
、
婆
源
静
置
の
地
と

相
類
似
の
立
地
条
件
で
あ
っ
た
。

　
麗
筆
湖
・
悪
水
以
西
の
四
制
覇
使
の
県
に
つ
い
て
み
る
。
．
南
唐
の
元
帝
に
仕
え
て
保
義
軍
節
度
使
と
な
っ
た
面
罵
　
昭
L
は
高
安
墓
畔
使
を
経
麻
騨
じ

て
か
り
、
高
安
県
に
制
上
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
高
安
県
の
地
は
、
前
述
の
よ
う
に
保
木
十
年
、
（
九
五
二
）
∴
に
錫
州
を
薪

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ
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を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二

K
、
制
置
使
の
県
は
、
州
治
が
砕
か
れ
た
郭
下
県
で
左
〈
、

い
ず
れ
も
巡
属
県
で
あ
る
ロ
第
三

K
、
南
唐
朝
の

国
境
に
位
置
す
る
。
第
四

K
、
地
域

K
分
け
る
と
、
准
南
の
静
海
・
天
長
両
制
置
使
、
呉
越
と
の
国
境
の
広
徳
制
置
使
、
彰
議
湖
・
乾
水
以
西
の

永
興
・
高
安
・
芹
郷
・
永
新
等
四
制
置
使
の
県
と

K
大
別
で
き
る
。
以
下
地
域
別

K
考
察
す
る
口

静
海
都
鎮
制
置
使
は
、
泰
州
海
陵
県
東
境
リ
-
狼
山
鎮
の
静
海
都
鎮
遁
使
を
制
置
使

K
升
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
管
下

K
は
、
狼
山
・
豊
楽
・

崇
明
・
大
安
(
通
州

K
升
る
時
海
門
県
を
置
く
〉
等
四
鎮
の
海
洲
地
帯
を
含
む
地
域
を
統
属
し
て
#
夕
、
ま
た
重
要
左
産
塩
地
で
あ
る
と
と
沌

K

海
上
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
的
。
五
代

K
-砕
け
る
南
唐
の
鎮
は
、
県
と
対
等
で
あ
っ
た
中
原
王
朝
の
鎮
と
は
異
な

b
、
県
花
統
属
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た

ωロ
静
海
都
鎮
制
置
使
の
管
城
は
四
鎮
の
地
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
静
海
・
海
門
二
県
を
新
置
で
き
'
る
地
域
で
あ
γ

虫
、
他
の
制
置
使
の

県
と
相
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
口
顕
徳
五
年
(
九
五
八
)
、
准
南
の
地
を
征
略
し
た
後
周
は
、

こ
の
地
を
以
て
静
海
軍
と
し
、

つ
い
で
通
州

K
升

し
て
南
唐
攻
略
の
前
進
基
地
と
し
た
。
楊
州
天
長
県
は
、
軍
事
的
要
衝
で
あ
る
ζ

と
を
以
て
制
置
使
が
派
遣
さ
れ
、
昇
元
大
年
(
九
四
二
V

正
月

に
は
建
武
軍
〈
一
大
長
軍
〉

K
升
づ
た

ω。
保
大
十
三
年
(
九
五
五
)
頃
よ

D
後
周
の
南
侵
が
活
発
化
す
る
と
、
南
麿
は
天
長
・
六
合
両
県
を
以
て

雄
州
を
新
置
し
、
建
武
軍
使
易
文
賛
を
刺
史
に
任
じ
、
天
長
県

K
は
制
置
使
秋
謙
を
派
遣
し
た
。
天
長
制
置
使
歌
謙
は
、
保
大
十
四
年
二
月
、
後

(81) 

際
、
雄
州
刺
史
易
文
費
も
後
周
の
軍
門
に
下
ヲ
た
。
雄
州
を
得
た
後
周
は
、

周

K
降
夕
、
糧
草
二
千
余
前
向
が
後
周
へ
帰
し
た
。
交
泰
元
年
(
九
五
八
〉
正
月
、
後
周
が
海
州
・
静
海
都
鎮
制
置
・
楚
一
州
ー
と
相
次
い
で
討
征
し
た

と
の
地
を
天
長
軍

K
降
し
、
軍
使
に
県
事
を
領
せ
し
め
た

U
D
以
上

の
よ
う
に
、
静
海
都
鎮
制
置
使
の
管
域
は
産
塩
地
で
あ
る
と
と
も

K
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ

b
、
天
長
制
誼
使
の
地
は
准
南

K
-砕
け
る
軍
事
的
要

衝
で
あ
っ
た
口

呉
越
と
の
国
境

K
位
置
し
た
広
徳
制
置
使
は
、
保
大
八
年
〈
九
五

O
〉

K
宜
州
広
徳
県
を
以
て
成
立
し
、
北
宋
が
南
唐
を
統
合
す
る
ま
で
存
続

し
た
ロ
此
処
の
土
産
は
、
茶
・
紬
・
絹
・
綿
・
布
等
で
あ

D
U
、
ま
た
豊
儲
聞
の
地
で
も
あ
っ
た
任
。
即
ち
広
徳
制
置
の
地
は
、
姿
源
制
置
の
地
と

相
類
似
の
立
地
条
件
で
あ
っ
た
口

彰
議
湖
・
斡
水
以
西
の
四
制
置
使
の
県

K
つ
い
て
み
る
。
南
麿
の
元
帝
に
仕
え
て
保
義
軍
節
度
使
と
左
っ
た
陳
承
昭
ー
は
高
安
制
撞
使
を
経
歴
じ

て
h
w
b
、
高
安
県

K
制
龍
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
と
は
間
違
い
左
い
目
高
安
県
の
地
は
、
前
述
の
よ
う

K
保
木
半
年
〈
九
五
二
ν

K
錆
州
を
一
新

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
箪
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



　
　
呉
6
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
め
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ
」

潤
し
た
と
き
州
治
と
な
っ
た
。
．
従
っ
て
高
安
制
裁
使
が
派
遣
き
れ
た
一
の
は
～
翌
翌
十
年
以
前
の
こ
乏
で
あ
っ
た
。
，
即
ち
潭
水
流
域
か
ち
そ
の
内
地

へ
と
世
譜
の
領
土
経
営
が
拡
大
す
る
過
程
で
心
置
使
が
派
遣
き
れ
た
も
り
と
考
え
ら
れ
る
。
永
興
」
捧
郷
．
永
新
凶
二
制
置
使
は
嘱
南
唐
が
北
栄
め
一

正
朔
を
奉
じ
、
藩
臣
め
礼
を
修
め
て
肱
た
開
宝
年
三
（
九
六
入
一
九
七
軍
）
に
．
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
北
宋
は
、
荊
南
・
蜀
・
南
漢
と
－

相
次
い
で
平
定
し
た
d
．
従
っ
、
て
三
制
置
薬
の
県
は
北
宋
と
の
国
境
で
あ
り
、
、
そ
め
防
禦
体
制
を
強
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
肩
馬
甲

南
唐
旧
い
巷
一
ご
一
6
三
一
三
三
，
伝
に
’
　
，
，
　
＼
　
　
　
、
　
　
・
　
　
，
，
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
－
　
　
　
．
　
　
・
　
．
　
　
　
－

　
開
宝
中
。
以
吉
州
永
新
与
三
三
四
境
。
因
三
三
新
旧
三
三
。
’
以
元
清
豊
猟
。

と
あ
り
～
江
南
野
史
巻
一
〇
・
劉
，
茂
忠
伝
に
．

　
　
復
旧
入
。
授
三
州
三
郷
制
置
旧
。
委
以
酒
樽
潭
進
境
。
・
既
・
至
里
中
。
士
庶
明
法
。
撃
発
精
練
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
宋
に
対
す
る
国
境
防
衛
の
強
化
の
た
め
、
，
U
．
県
の
み
に
常
置
使
を
派
遣
し
た
こ
と
を
史
料
に
よ
っ
て
確
か
め
る
。

　
　
　
」
一
’
．
’
鋤
南
唐
に
お
け
る
制
・
麗
使
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
こ
こ
で
は
南
唐
に
誇
け
る
制
置
使
の
職
掌
と
統
属
と
を
論
じ
、
制
置
使
の
県
の
政
治
的
意
義
を
考
察
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
制
電
使
の
職
掌
の
第
一
は
軍
事
で
あ
「
つ
た
。
毒
婦
使
は
、
国
境
地
帯
の
軍
事
・
交
通
・
経
済
等
の
要
衝
に
当
る
県
を
抑
え
て
弄
り
、
・
そ
の
配
下

に
屯
戌
の
軍
兵
を
率
い
て
参
戦
し
た
。
例
詫
ば
、
顕
徳
三
年
（
九
五
六
〉
二
月
に
後
建
軍
が
潅
南
へ
避
冠
し
光
と
き
、
静
梅
壷
置
適
意
彦
洪
は
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

民
萬
余
を
帥
い
て
呉
越
へ
の
が
れ
α
、
．
同
年
」
天
長
制
置
聴
取
謙
は
軍
兵
を
率
い
て
後
周
へ
降
っ
た
。
唆
た
薄
紅
制
置
使
劉
茂
忠
も
北
宋
之
噛
の
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

い
に
活
躍
し
て
い
た
α
。
南
幌
に
儲
け
る
制
置
使
が
叫
県
の
み
を
統
轄
し
た
こ
と
杖
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
民
政
・
財
政
等
の
権
限
を
も
そ
の
職
掌

と
し
て
い
た
。
呉
朝
の
と
き
、
，
婆
源
都
制
置
使
は
馬
娑
源
・
浮
梁
・
同
門
・
徳
興
等
四
県
の
「
兵
庫
課
税
」
の
権
限
を
掌
握
し
て
凄
り
、
ま
た
泰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

州
に
升
っ
・
た
三
三
制
置
使
起
爆
親
も
海
二
二
事
を
兼
ね
て
い
た
q
・
。
南
唐
の
場
合
、
、
馬
氏
南
唐
書
巻
二
二
，
．
李
元
清
伝
に

　
　
先
手
。
夏
賦
準
貢
見
繕
。
民
苦
虫
。
元
清
奏
請
。
納
車
一
疋
折
銭
一
千
。
以
卜
定
制
。
常
以
便
宜
科
率
。
民
無
怨
望
。
総
諸
着
物
十
余
萬
。

　
　
数
漕
運
入
金
陵
。
以
済
国
用
。

（82）

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
箪
使
兼
劫
県
事
に
及
ぶ

置
し
た
と
き
州
治
と
ま
っ
た
。
従
ヲ
て
高
安
制
置
使
が
3

派
遣
さ
れ
た
の
は
、
保
大
十
年
以
前
の
と
と
で
あ
っ
た
o
i
即
ち
鞍
水
流
域
か
ら
そ
の
内
地

へ
と
南
唐
の
領
土
経
営
が
拡
大
す
る
過
程
で
制
置
使
が
派
遣
ー
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
永
血
〈
・
捧
郷
・
永
新
三
制
置
使
は
町
南
唐
が
北
栄
の

正
朔
を
奉
じ
、
藩
臣
の
礼
を
修
め
て
い
た
関
宝
年
間
(
九
六
八

i
九
七
五
、
〉

K
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
北
宋
は
、
剃
南
・
萄
'
南
漢
と

相
次
い
で
平
定
し
た
。
従
っ
て
三
制
置
使
の
県
は
北
宋
と
の
国
境
で
あ

b
、
そ
の
防
禦
体
制
を
強
化
し
を
く
て
は
左
ら
左
か
っ
た
。
事
実
、
馬
氏

南
唐
書
巻
二
二
・
李
元
清
伝

K

開
宝
中
口
以
吉
州
、
水
新
与
海
衡
接
境
。
因
改
永
新
為
制
置
。
以
元
清
充
使
ロ

と
あ

b
、
江
南
野
史
巻
一

0
・
劉
茂
忠
伝

K

復
召
入
。
授
蓑
州
洋
郷
制
置
使
口
委
以
拝
湘
揮
之
境
ロ
既
歪
撫
絹
。
士
庶
明
法
。
騎
歩
精
練
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
宋

K
対
す
る
ー
国
境
防
衛
の
強
化
の
た
め
、

一
一
県
の
み
に
制
置
使
を
派
遣
し
た
と
と
を
史
料

K
よ
っ
て
確
か
め
る
ロ

、，，
内

4u，・1

と
と
で
は
南
唐

k
h
F
け
る
制
置
使
の
職
掌
と
統
属
と
を
論
じ
、
制
置
使
の
県
の
政
治
的
意
義
を
考
察
す
る
口

南

唐

に

お

け

る

制

寵

使

の

意

義

， (82) 

制
置
使
の
職
掌
の
第
一
は
軍
事
で
あ
っ
た
。
制
置
使
は
、

国
境
地
帯
の
軍
事
・
交
通
・
経
済
等
の
要
衝

K
当
る
県
を
抑
え
て
争

b
、
そ
の
配
下

K
屯
成
の
軍
兵
を
率
い
て
参
戦
し
た
。
例
え
ば
、
顕
徳
三
年
(
九
五
六
〉
二
月

K
後
周
軍
が
堆
南
へ
進
冠
し
た
と
き
、
静
海
制
置
使
挑
彦
洪
は
兵

民
高
余
を
帥
い
て
呉
越
へ
の
が
れ
問
、
同
年
、
天
長
制
置
使
歌
謙
は
軍
兵
を
率
い
て
後
周
へ
降
っ
た
ロ
ま
た
拝
郷
制
寵
使
劉
茂
忠
も
北
宋
と
の
戦

A
m司

い
K
活
躍
し
て
い
た
任
。
南
唐
に
・
砕
け
る
制
置
使
が
一
県
の
み
を
統
轄
し
た
と
と
は
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
民
政
・
財
政
等
の
権
限
を
も
そ
の
職
掌

と
し
て
い
た
。
呉
朝
の
と
き
、
姿
ー
源
都
制
置
使
は
、
髪
源
・
浮
梁
・
郡
門
・
徳
血
〈
等
四
県
の
「
兵
刑
謀
税
」
の
権
限
を
掌
握
し
て

b
b、

州
K
升
っ
た
海
陵
制
置
使
猪
仁
親
も
海
陵
県
事
を
兼
ね
て
い
た
出
口
南
麿
の
場
合
、
，
馬
氏
南
唐
書
巻
二
二
・
李
元
清
伝

K

ま
た
泰

先
是
。
夏
賦
準
貢
見
縮
。
民
苦
之
。
元
清
奏
請
ロ
納
吊
一
疋
折
銭
一
千
。
以
為
定
制
。
常
以
便
宜
科
率
。
民
無
怨
肇
口
総
諾
科
物
十
余
高
ロ

数
漕
運
入
金
陵
。
以
済
圏
用
。



と
あ
り
、
江
南
野
史
巻
一
〇
。
劉
茂
忠
伝
に
も

　
　
授
蓑
旧
記
郷
制
置
旧
9
委
以
三
三
潭
四
境
。
既
至
三
七
。
士
庶
明
法
ゆ
騎
歩
精
練
。

と
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
－
制
置
月
が
」
県
の
財
民
を
も
掌
握
し
て
い
た
て
乏
を
確
め
う
る
。
七
か
も
繊
月
す
べ
港
宅
乏
は
、
制
置
使
が
集
め
た

忌
物
を
中
央
の
三
三
へ
直
接
送
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
南
唐
の
制
置
使
と
な
っ
た
入
物
の
経
歴
を
み
る
。
高
－
安
制
置
使
陳
承
昭
は
、
．
前
歴
鳳
不
明
で
あ
る
が
、
保
大
中
κ
保
義
軍
節
度
使
乏
・
癒
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

た
U
。
薄
郷
制
奉
射
劉
茂
忠
は
、
諸
色
捕
捉
軍
頭
・
吉
事
兵
馬
監
押
か
ら
制
蘇
蜜
と
な
り
、
次
い
で
蓮
宮
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
q
。
永
新
制
置
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

李
元
清
は
、
探
事
よ
り
制
置
使
と
な
っ
た
q
。
静
海
都
督
制
置
使
挑
彦
洪
h
ほ
、
．
祖
父
以
来
世
襲
の
静
海
心
事
邊
使
よ
り
起
用
さ
れ
、
海
洲
地
帯
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

い
う
地
理
に
通
暁
し
て
み
た
α
。
ま
た
銚
景
は
」
南
唐
の
烈
宗
の
下
で
親
兵
将
校
を
つ
と
め
、
制
置
使
を
経
て
刺
史
と
な
り
、
清
潅
軍
節
夏
使
に

　
　
　
　
ゆ

昇
進
し
た
2
。
－
南
唐
に
お
け
る
制
置
使
就
任
者
の
す
べ
て
を
検
出
し
、
そ
の
経
歴
を
詳
細
に
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
以
上
の
適
例
に
よ
っ

て
そ
の
大
要
を
ま
と
め
る
之
、
制
置
使
槻
任
者
は
、
．
皇
帝
の
儒
任
厚
い
者
や
地
域
の
情
況
に
通
じ
た
者
が
多
く
、
制
童
画
よ
り
刺
史
．
命
玉
使
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

昇
進
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佃

　
と
こ
ろ
で
制
憲
使
の
県
は
、
州
県
制
か
ら
み
る
と
州
へ
隷
属
す
る
行
政
管
域
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
江
南
野
史
巻
一
〇
・
劉
茂
忠
伝
に
「
授
衷

州
藩
郷
制
置
使
」
と
あ
り
、
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
の
条
に
所
載
の
国
朝
会
要
に
「
五
代
南
土
量
為
広
徳
制
置
。
而
尚
隷
宣
州
」
と
あ
る
。

し
か
し
対
州
永
新
制
置
使
李
元
清
が
永
新
県
の
税
物
を
中
央
の
金
庫
へ
直
送
し
た
こ
と
、
組
置
使
に
皇
帝
の
信
頼
厚
い
者
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
等

を
考
え
併
せ
る
と
為
心
置
使
の
．
県
は
管
域
と
し
て
・
州
に
隷
属
し
て
い
た
が
、
実
際
は
州
に
対
す
る
よ
り
中
央
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
即
ち
制
置
使
の
県
は
、
中
原
王
朝
に
澄
け
る
軍
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
⑫
。
五
代
末
の
後
歯
朝
の
頃
に
至
る
と
、
軍
は
州
と
ほ
と
・

ん
ど
大
差
な
い
行
政
機
関
と
な
っ
て
い
た
。
南
唐
に
語
け
る
軍
は
、
建
武
軍
・
（
揚
州
天
長
県
）
　
・
雄
遠
心
（
心
立
当
塗
票
Y
2
建
武
軍
八
塩
船
南

城
県
）
・
江
陰
軍
・
（
常
州
江
陰
県
）
の
四
例
を
検
出
で
き
る
。
輿
地
紀
勝
巻
一
入
・
太
平
州
の
条
に
所
載
の
新
安
志
の
人
物
門
に
雄
速
四
通
判
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

羽
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
2
。
南
唐
で
は
刺
史
と
並
ん
で
通
判
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
南
瓦
を
統
合
し
た
北
宋
は
南
唐
の
倭
心
の
制
度
を
踏
襲
し
た

ロ2
。
即
ち
信
託
に
澄
け
る
軍
は
、
州
と
同
列
の
行
政
機
関
に
非
常
に
近
か
っ
た
。
‘
一
方
制
置
使
の
県
は
、
地
方
行
政
制
度
の
上
で
は
州
に
統
属
す

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

と
あ
h
y
、
江
南
野
史
巻
一

0
・
劉
茂
忠
伝

K
も

授
哀
州
芹
郷
制
置
使
。
委
以
揮
湘
濠
之
境
。
既
至
撫
絹
。
土
庶
明
法
。
騎
歩
精
練
。

と
あ
る
と
と
等

K
よ
っ
て
、
制
置
使
が
で
県
の
財
民
を
も
掌
握
し
て
い
た
と
と
を
確
め
う
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
と
と
は
、
制
置
使
が
集
め
た

税
物
を
中
央
の
府
庫
へ
直
接
送
付
し
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
ロ

次
に
南
唐
の
制
置
使
と
左
っ
た
人
物
の
経
歴
を
み
る
。
高
安
制
置
使
陳
承
昭
は
、
前
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
保
大
中

K
保
義
軍
節
度
使
と
ま
っ

た
制
。
捧
郷
制
置
使
劉
茂
忠
は
、
諸
色
捕
捉
軍
頭
・
吉
州
兵
馬
監
押
か
ら
制
置
使
と
左

b
、
次
い
で
蓑
州
刺
史

K
任
ぜ
ら
れ
た
問
。
永
新
制
置
使

李
元
清
は
、
探
事
よ

b
制
置
使
と
在
っ
た
任
。
静
海
都
鎮
制
置
使
挑
彦
洪
は
、
祖
父
以
来
世
襲
の
静
海
都
鎮
逼
使
よ

b
起
用
さ
れ
、
海
洲
地
帯
と

、

ωザ

い
う
地
理

K
通
暁
し
て
?
た

4
0
ま
た
挑
景
は
、
南
唐
の
烈
宗
の
下
で
親
兵
将
校
を
つ
と
め
、
制
置
使
を
経
て
刺
史
と
ま

b
、
清
進
軍
節
度
使

K

昇
進
し
た
位
。
南
唐

k
b
け
る
制
置
使
就
任
者
の
す
べ
て
を
検
出
し
、
そ
の
経
援
を
詳
細
に
み
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
以
上
の
諸
例

K
よ
ヲ

て
そ
の
大
要
を
ま
と
め
る
と
‘
制
置
使
就
任
者
は
、
皇
帝
の
信
任
厚
い
者
や
地
域
の
情
況

K
通
じ
た
者
が
多
く
、
制
置
使
よ
h
y
刺
史
・
節
度
使
へ

昇
進
し
た
。

(8'3) 

と
と
ろ
で
制
置
使
の
県
は
、
州
県
制
か
ら
み
る
と
州
へ
隷
属
す
る
行
政
管
域
で
あ
っ
た
り
例
え
ば
、
江
南
野
史
巻
一

0
・
劉
茂
忠
伝

K
「
授
蓑

州
捧
郷
制
置
使
」
と
あ

b
、
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
の
条

K
所
載
の
国
朝
会
要

κ
「
五
代
南
唐
蟻
為
広
徳
制
置
。
市
尚
隷
宣
州
」
と
あ
る
。

し
か
し
吉
州
永
新
制
置
使
李
元
清
が
永
新
県
の
税
物
を
中
央
の
府
庫
へ
直
送
し
た
と
と
、
制
置
使

K
皇
帝
の
信
頼
厚
い
者
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
等

を
考
え
併
せ
る
と
、
制
置
使
の
県
は
管
域
と
し
て
州

K
隷
属

L
て
い
た
が
、
実
際
は
州
に
対
す
る
よ

b
中
央
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
即
ち
制
置
使
の
県
は
、
中
原
王
朝

K
・
砕
け
る
軍
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
白
ロ
五
代
末
の
後
周
朝
の
頃

K
至
る
と
、
軍
は
州
と
ほ
と

-
建
武
軍
(
撫
州
南

・
江
陰
軍
(
常
州
江
陰
県
)
の
四
例
を
検
出
で
き
る
。
輿
地
紀
勝
巻
一
八
・
太
平
州
の
条

K
所
載
の
新
安
志
の
人
物
内

K
雄
遠
一
軍
適
判
貌

m
d
 

羽
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
担
。
南
唐
で
は
刺
史
と
並
ん
で
通
判
が
派
遣
さ
れ
て
争

b
、
南
唐
を
統
合
し
た
北
宋
は
南
唐
の
適
判
の
制
度
を
踏
襲
し
た

白
。
即
ち
南
唐

K
砕
け
る
軍
は
、
州
と
同
列
の
行
政
機
関

K
非
常

K
近
か
っ
た
。

ん
ど
大
差
ま
い
行
政
機
関
と
ま
っ
て
い
た
。
南
唐

k
b
け
る
軍
は
、
建
武
軍
(
揚
州
天
長
県
〉

-
雄
、
遠
軍
(
昇
州
当
塗
県
〉

城
県
)

一
方
制
置
使
の
県
は
、
地
方
行
政
制
度
の
上
で
は
州

K
統
属
す

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
草
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
軍
事
の
み
な
ら
ず
行
政
・
財
政
の
面
に
訟
け
る
中
央
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
ケ
に
、
呉
・
南
唐
の
制
置
使
は
、
屯
皆
兵
を
統
轄
す
る
と
と
も
に
管
域
内
の
民
政
・
財
政
等
の
県
政
全
般
嚢
．
も
掌
握
，
忍
文
燃
鹿
P
特

に
南
唐
の
制
置
使
は
、
国
境
地
帯
の
要
衝
に
位
置
す
る
一
塩
の
み
を
統
轄
し
、
皇
帝
の
信
頼
厚
い
者
が
任
用
さ
れ
嘱
、
、
彼
ら
の
多
く
は
刺
史
㍉
・
節
渡

使
へ
と
昇
進
し
た
。
呉
・
南
唐
で
は
、
兵
力
は
中
央
へ
集
中
し
た
出
軍
が
中
核
で
あ
り
、
節
度
使
や
刺
史
は
一
州
あ
長
富
芝
し
七
中
㌦
央
か
も
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

さ
れ
、
三
年
乃
至
は
そ
れ
以
下
の
短
期
間
で
交
替
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
た
⑫
。
し
か
も
州
長
に
は
、
皇
帝
側
近
の
文
臣
や
睦
言
将
校
の
出

身
者
が
多
く
任
用
さ
れ
、
ま
た
血
判
が
派
遣
さ
れ
て
丈
長
と
と
も
に
州
政
に
当
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
勢
下
で
、
州
県
制
の
原
則
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
・
く
、
国
防
強
化
の
た
め
成
立
し
た
の
が
制
置
使
の
県
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
雷
鳴
使
の
県
は
、
州
県
制
の
面
で
州
に
統
属
し
て
い
た
が
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

際
に
は
中
央
と
強
ぐ
結
び
つ
い
て
い
た
。
，
こ
の
制
置
使
の
県
は
、
北
宋
時
代
に
表
舶
の
如
く
州
・
軍
や
県
に
昇
降
・
整
理
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

”b

a（8．4）

．
宋
代
の
州
県
制
は
、
路
1
府
・
州
・
軍
・
監
－
県
と
区
分
さ
れ
、
統
轄
さ
れ
て
い
た
。
県
の
長
官
は
県
令
又
は
知
県
門
で
あ
っ
た
。
宋
会
要
輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

稿
（
以
下
宋
学
要
と
略
す
）
　
・
職
官
四
八
・
県
令
の
条
に
所
載
の
国
朝
会
要
及
び
両
朝
国
史
志
に
よ
る
と
2
、
事
務
繁
多
に
し
て
枢
要
な
県
の
長

官
に
は
、
科
挙
合
格
者
を
試
補
し
た
選
入
の
県
令
で
は
な
く
、
最
要
官
・
三
班
使
臣
・
試
街
幕
職
官
等
を
知
県
事
と
し
て
任
用
し
た
。
こ
の
知
県

事
は
軍
使
に
よ
っ
て
兼
職
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
軍
使
兼
知
県
議
」
或
は
「
知
忌
事
伍
兼
軍
使
」
と
称
し
た
（
以
下
史
料
を
除
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
者
の
表
現
を
用
い
る
）
b
軍
使
兼
知
県
事
の
事
例
は
、
表
二
、
三
の
よ
う
に
北
宋
・
南
宋
と
も
に
十
鼻
聾
を
抽
出
し
得
た
に
す
ぎ
ず
馬
未
検
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
k
　
　
　
（

の
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
北
宋
の
享
和
四
年
（
一
一
二
二
）
の
県
数
…
、
二
三
四
に
対
し
て
、
総
数
に
裂
い
て
一
％
強
に
し
か
す

ぎ
ず
、
皇
帝
別
に
み
る
と
さ
ら
に
低
率
と
な
る
。
こ
の
比
率
の
面
に
お
い
て
軍
使
兼
知
県
事
は
、
盆
送
州
県
制
の
特
殊
事
例
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
特
殊
事
例
で
あ
る
が
故
に
宋
代
の
地
方
行
政
の
実
態
が
集
約
的
に
発
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
軍
使
兼
知
工

事
の
実
態
と
地
方
行
政
に
論
け
る
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際

K
は
軍
事
の
み
左
ら
ず
行
政
・
財
政
の
面

k
b
け
る
中
央
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う

K
、
呉
・
南
唐
の
制
置
使
は
、
屯
戊
兵
を
統
轄
す
る
と
と
も

K
管
域
内
の
民
政
・
財
政
等
の
県
政
全
般
を
も
掌
握
必
て
い
た
ぬ
:
特

K
南
唐
の
制
置
使
は
、

国
境
地
帯
の
要
衝
に
位
置
す
る
一
県
の
み
を
統
轄
し
、
皇
帝
の
信
頼
厚
い
者
が
任
用
さ
れ
吋
彼
ら
の
多

C
は
刺
史
・
節
度

使
へ
と
昇
進
し
た
。
呉
・
南
唐
で
は
、
兵
力
は
中
央
へ
集
中
し
た
禁
軍
が
中
核
で
あ
h
y
、
節
度
使
や
刺
史
は
一
州
の
長
官
と
し
吃
中
央
か
も
派
遣

A
副
司

さ
れ
、
一
ニ
年
乃
至
は
そ
れ
以
下
の
短
期
間
で
交
替
す
る
と
と
が
一
般
化
し
て
い
た
白
ロ
し
か
も
州
長

K
は
、
皇
帝
側
近
の
文
臣
や
禁
軍
将
校
の
出

身
者
が
多
く
任
用
さ
れ
、

ま
た
通
判
が
派
遣
さ
れ
て
州
長
と
と
も

K
州
政

K
当
っ
た
。

と
の
よ
う
左
大
勢
下
で
、
州
県
制
の
原
則

K
と
ら
わ
れ
る

国
防
強
化
の
た
め
成
立
し
た
の
が
制
置
使
の
県
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
制
置
使
の
県
は
、
州
県
制
の
面
で
州

K
統
属
し
て
い
た
が
、
実

際

K
は
中
央
と
強
〈
結
び
つ
い
て
い
た
。
と
の
制
置
使
の
県
は
、
北
宋
時
代

K
表
一
の
如
く
州
・
軍
や
県

K
昇
降
・
整
理
さ
れ
た
口

と
と
左
〈
、

、

宋
代

の

軍

使

兼

知

県

事

の

県

， :(84) 

稿
〈
以
下
宋
会
要
と
略
す
〉

宋
代
の
州
県
制
は
、
路

l
府
・
州
・
軍
・
監

i
県
と
区
分
さ
れ
、
統
轄
さ
れ
て
い
た
口
県
の
長
官
は
県
令
又
は
知
県
事
で
あ
っ
た
。
宋
会
要
輯

・
職
官
四
八
・
県
令
の
条

K
所
載
の
国
朝
会
要
及
び
両
朝
国
史
志

K
よ
る
と
位
、
事
務
繁
多

κし
て
枢
要
左
県
の
長

官

κは
、
科
挙
合
格
者
を
試
補
し
た
選
人
の
県
令
で
は
ま
く
、
京
朝
官
・
三
班
使
臣
・
試
街
幕
職
官
等
を
知
県
事
と
し
て
任
用
し
た
。

ζ

の
知
県

事
は
軍
使

K
よ
っ
て
兼
職
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
と
れ
を
「
軍
使
兼
知
県
事
」
或
は
「
知
県
事
の
兼
軍
使
」
と
称
し
た
(
以
下
史
料
を
除
い
て

前
者
の
表
現
を
用
い
る
〉
。
軍
使
兼
知
県
事
の
事
例
は
、
表
二
、
三
の
よ
う
に
北
宋
・
南
宋
と
も

K
十
数
例
を
抽
出
し
得
た

K
す
ぎ
ず
ー
未
検
出

r

t

k

f

t
、

の
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
い
。
し
か
も
北
宋
の
宣
和
四
年
(
一
一
一
一
一
一
〉
の
県
数
一
、
二
三
四
に
対
し
て
、
総
数
k
h
v
い
て
一
婦
強

K
し
か
す

ぎ
ず
、
皇
帝
別

K
み
る
と
さ
ら

K
低
惑
と
在
る
。
と
の
比
率
む
面
に
砕
い
て
軍
使
兼
知
県
事
は
、
宋
代
州
県
制
の
特
殊
事
例
と
い
え
よ
う
口
し
か

し
特
殊
事
例
で
あ
る
が
故

κ宋
代
の
地
方
行
政
の
実
態
が
集
約
的

K
発
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
よ
う
在
意
味

k
b
い
て
軍
使
兼
知
県

事
の
実
態
と
地
方
行
政

k
b
け
る
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
ロ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
　
軍
使
兼
知
県
事
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
唐
代
で
は
屯
戌
兵
団
の
軍
の
主
将
を
軍
使
と
称
し
、
こ
の
軍
使
の
呼
称
は
五
代
・
北
区
初
に
ま
で
引
継
が
れ
た
。
そ
し
て
五
代
・
北
宋
学
の
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
は
、
地
方
行
政
機
関
化
し
て
い
た
軍
「
の
行
政
長
官
と
な
っ
て
い
た
⑫
。
真
宗
の
至
道
三
年
（
九
九
七
）
に
十
五
路
の
路
分
署
が
確
立
す
る
頃
、

軍
は
既
に
下
州
格
の
地
方
行
政
区
画
と
な
り
、
そ
の
長
官
は
知
軍
事
と
称
し
た
。
宋
代
に
澄
け
る
軍
使
は
、
禁
軍
の
殿
前
軍
・
侍
養
親
軍
馬
軍
の

畔
都
の
主
将
と
郷
兵
の
将
校
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
宋
の
懸
軍
め
編
成
は
、
指
揮
一
－
営
を
基
準
と
し
、
　
一
指
揮
五
山
人
を
原
則
と
し
て
い
た
⑫
。
一
指
揮
は
五
都
に
分
か
れ
、
　
一
都
は
四
団
に
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

れ
て
い
た
。
指
揮
以
上
に
は
、
五
指
揮
を
合
し
た
軍
と
十
軍
を
合
し
修
業
と
が
あ
っ
た
⑫
。
一
丸
の
主
将
の
軍
使
の
下
に
億
、
副
兵
馬
使
．
十
－
将
．

将
虞
候
．
承
勾
押
官
等
が
い
た
。
宋
の
軍
に
は
警
標
．
痛
軍
．
郷
兵
（
沿
辺
で
は
蕃
兵
遼
含
む
）
等
の
種
類
が
ゆ
b
へ
戦
周
部
隊
と
し
、
ズ
は
禁
庫

が
中
書
奮
・
つ
い
で
郷
兵
が
重
視
さ
れ
た
』
氾
文
正
公
政
府
奏
議
下
「
護
西
装
置
寒
害
事
」
の
条
「
河
北
奉
」
の
第
五
条
に
よ
綱

る
と
　
．
河
北
州
県
専
選
三
州
・
知
県
・
県
令
可
以
治
兵
者
。
教
習
義
勇
。
丼
増
置
将
校
。

と
あ
り
、
洞
北
の
義
．
勇
聖
遷
は
州
県
の
長
官
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
義
勇
兵
に
は
帰
順
の
蕃
兵
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
郷
兵
に
は
指
揮
官
の
将
校
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
宋
史
巻
一
九
一
・
兵
志
・
郷
兵
の
条
の
孟
母
八
年
（
一
〇
七
五
）
五
月
置
詔
丈
に
、
、

沿
辺
三
路
の
蕃
兵
組
織
を
あ
げ
て

　
　
毎
押
入
置
十
将
一
。
五
十
別
置
副
兵
馬
使
一
。
百
入
置
軍
使
一
．
副
兵
馬
使
U
。
二
百
人
置
軍
使
一
．
副
兵
馬
使
三
。
’
四
眉
汰
歩
軍
硬
」
一
．

　
　
副
兵
馬
使
一
。
五
百
人
又
加
指
揮
芦
川
・
副
兵
馬
使
一
。
過
五
百
入
。
毎
回
入
加
軍
使
一
．
副
兵
馬
使
一
。

と
あ
り
、
蕃
兵
の
丁
…
数
に
対
す
為
将
校
は
、
蜂
雀
の
編
成
と
同
様
に
指
揮
使
・
軍
使
・
副
兵
馬
使
・
耳
蝉
等
が
任
用
さ
れ
た
。
即
ち
沿
辺
の
軍
使

は
百
人
以
上
四
百
入
未
満
の
蕃
兵
を
率
い
た
主
将
で
あ
っ
た
。
こ
の
軍
使
に
は
京
朝
官
や
三
班
出
身
者
が
任
用
さ
れ
た
。
即
ち
田
下
要
・
職
官

四
八
・
県
令
・
・
皇
祐
五
年
十
二
月
の
条
に

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

と
の
軍
使
の
呼
称
は
五
代
・
北
宋
初

K
ま
で
引
継
が
れ
た
。
そ
し
て
五
代
・
北
宋
初
の
軍

使
は
、
地
方
行
政
機
関
化
し
て
い
た
軍
の
行
政
長
官
と
在
っ
て
い
た
白
ロ
真
宗
の
至
道
三
年
(
九
九
七
)

K
十
五
路
の
路
分
制
が
確
立
す
る
頃
、

、E，
1
4
 
，・、

唐
代
で
は
屯
成
丘
〈
団
の
軍
の
主
将
を
軍
使
と
称
し
、

軍

使

兼

知

県

事

に

つ

い

て

軍
拡
既

K
下
州
格
の
地
方
行
政
区
画
と
左

b
、
そ
の
長
官
は
知
軍
事
と
称
し
た
。
宋
代

k
b
け
る
軍
使
は
、
禁
軍
の
殿
前
軍
・
侍
衛
親
軍
馬
軍
の

一
都
の
主
将
と
郷
兵
の
将
校
と
で
あ
っ
た
ロ

来
の
禁
軍
の
編
成
は
、
指
揮
H
営
を
基
準
と
し
、

mu 

一
指
揮
五
百
人
を
原
則
と
し
て
い
た
。
。

五
指
揮
を
合
し
た
軍
と
十
軍
を
合
し
た
席
と
が
あ
っ
た
位
。

一
指
揮
は
五
都
に
分
か
れ
、

一
都
は
四
団

K
分
か

れ
て
い
た
。
指
揮
以
上

K
は、

一
都
の
主
将
の
軍
使
の
下
K
は
、
副
兵
馬
使
・
十
将

将
虞
候
・
承
勾
押
官
等
が
い
た
。
宋
の
軍

K
は
禁
軍
・
腐
軍
・
郷
丘
〈
(
沿
辺
で
は
蕃
丘
〈
を
含
む
)
等
の
種
類
が
あ
h
y
、
戦
闘
部
隊
と
し
て
は
禁
軍

「
奏
快
西
河
北
葦
一
利
害
事
」
の
条
「
、
河
北
五
事
」
の
第
五
条

K
、よ

が
中
核
と
左
h
y
、

つ
い
で
郷
兵
が
重
視
さ
れ
た
。
活
文
正
公
政
府
奏
議
下
・

(85) 

る
と

-
河
北
州
県
専
選
知
州
・
知
県
・
県
令
可
以
治
丘
〈
者
。
教
習
義
勇
白
井
増
置
将
校
。

と
あ

b
、
河
北
の
義
勇
郷
丘
〈
は
州
県
の
長
官

K
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
て
い
た
。

と
の
義
勇
兵

K
は
帰
順
の
蕃
兵
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
D

と

れ
ら
郷
兵
に
は
指
揮
官
の
将
校
が
配
置
さ
れ
て
い
た
ロ
即
ち
宋
史
巻
一
九
一
・
兵
志
・
郷
兵
の
条
の
照
寧
八
年
(
一

O
七
五
)

五
月
の
詔
文
に
、

沿
辺
コ
一
路
の
蕃
兵
組
織
を
あ
げ
て

毎
十
人
置
ナ
将
一
。
五
十
人
置
副
兵
馬
使
一
。
百
人
置
軍
使
一
・
副
兵
馬
使
一
。
二
百
人
置
軍
使
一
・
副
兵
馬
使
一
二
。
四
百
人
加
軍
使
一
・

副
兵
馬
使
一
。
五
百
人
叉
加
指
揮
使
一
・
副
兵
馬
使
一
口
過
五
百
人
@
毎
百
人
加
軍
使
一
・
副
兵
馬
使
一
口

と
あ

b
、
蕃
丘
〈
の
丁
数

K
対
す
る
将
校
は
、
禁
軍
の
編
成
と
同
様
に
指
揮
使
・
軍
使
・
副
兵
馬
使
・
十
将
等
が
任
用
さ
れ
た
。
即
ち
沿
辺
の
軍
使

は
百
人
以
上
四
百
人
未
満
の
審
兵
を
箪
い
た
主
将
で
あ
っ
た
ロ
と
の
軍
使

K
は
京
朝
官
や
三
班
出
身
者
が
任
用
さ
れ
た
。
即
ち
宋
会
要
・
職
官

四
八
・
県
令
・
皐
祐
五
年
十
二
月
の
条

K

県
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



　
　
呉
・
南
庸
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
藻
｛
寒
路
転
層
使
言
。
請
升
南
州
七
曜
化
軍
。
井
三
喜
入
南
川
県
。
以
朝
臣
為
軍
使
兼
知
南
川
県
。
置
主
簿
・
尉
各
｝
員
。
従
之
。

と
あ
り
、
轟
摩
州
の
南
州
を
皇
祐
五
年
（
一
〇
五
三
）
に
南
川
県
と
し
て
懐
化
軍
を
置
き
、
朝
臣
即
ち
京
朝
官
を
軍
使
に
任
じ
て
知
馬
事
を
兼
職
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

さ
せ
て
い
る
。
こ
の
南
川
県
は
煕
寧
入
事
（
一
〇
七
五
）
に
同
下
墨
の
南
平
軍
と
な
っ
た
2
。
ま
た
輿
地
紀
勝
巻
一
八
二
・
雲
皇
軍
の
条
に
は

　
　
国
朝
中
興
。
分
道
置
帥
。
以
雲
安
為
肇
州
属
邑
。
差
京
朝
官
為
軍
使
。

と
あ
り
、
信
組
官
が
軍
使
と
し
て
派
逡
さ
れ
て
い
る
。
或
は
資
治
通
鑑
長
編
悪
事
本
末
巻
七
七
・
州
県
整
復
・
煕
寧
九
年
四
月
巳
酉
の
条
に

　
　
復
導
江
県
為
永
康
軍
。
．
以
武
臣
為
軍
使
兼
知
票
事
。
循
属
彰
州
。

と
あ
動
、
武
臣
を
軍
使
に
任
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
欧
陽
文
忠
公
集
・
奏
議
巻
嶋
七
・
河
東
奉
使
奏
草
・
条
列
丈
武
官
材
能
悪
子
の
条
に
、
宝
暦
三

年
（
“
〇
四
三
）
頃
の
河
東
沿
辺
に
論
け
る
才
功
あ
る
文
武
官
二
十
五
入
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
寄
嵐
軍
使
米
光
濾
・
嵜
嵐
軍
富
谷
巡

検
夏
侯
合
揚
揚
嵐
軍
嵐
谷
病
田
安
吉
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ゆ
同
書
・
洞
東
奉
寒
々
草
の
「
挙
米
光
濾
状
」
、
　
「
再
挙
米
光
窮
状
」
及
び
「
挙
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

諭
武
劉
子
」
等
の
条
に
よ
る
と
、
嵜
嵐
軍
使
米
光
漕
は
西
頭
供
奉
官
即
ち
三
班
職
の
出
身
で
あ
り
、
軍
使
よ
り
豊
代
州
駐
泊
都
監
へ
栄
進
し
た
③
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

軍
使
は
鳶
職
で
あ
り
、
宋
史
巻
哺
七
一
・
職
官
志
・
武
臣
三
皇
の
条
に
よ
る
と
、
軍
使
の
奉
給
は
毎
月
五
千
か
ら
千
五
百
銭
で
あ
り
、
・
ζ
の
外
毎
⑱

月
粟
と
春
冬
服
と
謙
糧
と
を
支
給
さ
れ
た
。
，
軍
使
に
任
用
さ
れ
た
も
の
は
、
，
即
事
嵐
軍
使
米
光
濾
の
場
合
、
西
進
供
奉
官
で
従
八
品
官
で
あ
っ
た
。

京
廃
官
の
場
合
の
具
体
例
を
見
出
し
え
な
い
が
、
八
品
官
程
慶
の
低
品
官
が
軍
使
に
任
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
藩
命
磯
陵
志
巻
十

・
店
蔵
・
知
県
の
条
に
、
常
州
管
下
四
県
の
知
県
事
就
任
者
が
列
挙
さ
れ
て
凝
り
、
そ
の
官
晶
は
大
理
寺
丞
・
大
理
評
出
島
の
八
・
九
品
の
京
官

で
あ
っ
た
。
欧
陽
丈
忠
公
全
集
・
居
士
集
・
墓
誌
銘
の
条
や
臨
川
先
生
丈
鞘
巻
五
十
二
・
外
書
の
条
等
に
よ
る
と
、
南
面
血
路
・
四
川
等
の
知
県

嘉
就
任
者
は
常
州
の
場
と
同
じ
雷
雲
の
京
官
で
あ
る
。
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
に
就
任
で
き
た
者
は
、
八
・
九
品
官
の
京
議
官
・
三
班
職
出
身
者
の
知

旧
事
と
三
品
の
点
で
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
宋
三
三
八
九
・
、
地
理
志
・
永
康
軍
の
条
に
よ
る
と

　
　
本
館
州
導
三
蔵
灌
孟
夏
。
唐
置
鎮
静
軍
。
無
徳
四
年
。
改
為
永
安
立
。
以
蜀
州
之
青
城
及
導
江
県
来
隷
、
太
平
興
国
三
年
。
改
為
永
三
軍
。

　
　
熈
寧
五
年
。
廃
為
砦
。
九
年
。
急
転
富
江
軍
（
蚕
蛾
は
県
）
旗
章
永
康
軍
使
隷
彰
城
（
州
の
誤
字
．
？
）
。
元
塩
初
。
復
故
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
箪
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

議
〈
州
路
転
運
使
一
言
。
誇
升
南
州
為
懐
化
軍
。
井
三
浜
入
南
川
県
。
以
朝
臣
為
軍
使
兼
知
南
川
県
。
置
主
簿
・
尉
各
一
員
ロ
従
之
。

と
あ

b
、
議
臨
時
州
の
南
州
を
皇
祐
五
年
(
一

O
五一二
)

K
南
川
県
と
し
て
懐
化
軍
を
置
き
、
朝
臣
即
ち
京
朝
官
を
軍
使

K
任
じ
て
知
県
事
を
兼
職

さ
せ
て
い
る
。
と
の
南
川
県
は
照
寧
八
年
ハ
一

O
七
五
)

K
同
下
州
の
南
平
軍
と
左
ワ
た
位
。
ま
た
輿
地
紀
勝
巻
一
八
二
・
雲
安
寧
の
条
に
は

国
朝
中
興
。
分
道
置
帥
ロ
以
雲
安
為
抽
清
川
属
邑
。
差
京
朝
官
為
軍
使
。

と
あ

b
、
京
朝
宮
が
軍
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
ロ
或
は
資
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七
・
州
県
廃
復
・
照
寧
九
年
四
月
巳
酉
の
条
に

復
導
江
県
為
永
康
軍
。
以
武
百
為
軍
使
兼
知
県
事
。
何
一
属
部
砂
州
。

と
あ

D
、
武
臣
を
軍
使

K
任
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
欧
陽
文
忠
公
集
・
奏
議
巻
一
七
・
河
東
奉
使
奏
草
・
条
列
文
武
官
材
能
剖
子
の
条
K
、
慶
暦
三

年
(
一

O
四
三
〉
頃
の
河
東
沿
辺

k
b
け
る
才
功
あ
る
文
武
官
二
十
五
人
を
列
挙
し
て
い
る
が
、

そ
の
中

K
守
嵐
軍
使
米
光
鴻
・
山
一
吋
嵐
軍
五
谷
巡

検
夏
侯
合
・
守
，
嵐
軍
嵐
谷
県
尉
安
吉
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
'
河
東
奉
使
奏
草
の
「
挙
米
光
鴻
状
」
、

「
再
挙
米
光
鴻
状
」
及
び
「
挙
陸

前
武
御
子
」
等
の
条

K
よ
る
と
、
出
町
嵐
軍
使
米
光
鴻
は
西
頭
供
奉
官
即
ち
三
班
職
の
出
身
で
あ

b
、
軍
使
よ

b
井
代
州
駐
泊
都
監
へ
栄
進
し
た
倍
。

au 
no 
f
L
 

と
の
外
毎

軍
使
は
使
職
で
あ
h
y
、
宋
史
巻
一
七
一
・
職
官
志
・
武
百
奉
給
の
条
に
よ
る
と
、
軍
使
の
奉
給
は
毎
月
五
千
か
ら
千
五
百
銭
で
あ

b
、

月
粟
と
春
冬
服
と
像
糧
と
を
支
給
さ
れ
た
。
軍
使

K
任
用
さ
れ
た
も
の
は
、
凶
寸
嵐
軍
使
米
光
鴻
の
場
合
、
西
頭
供
奉
官
で
従
八
品
官
で
あ
っ
た
。

京
朝
宮
の
場
合
の
具
体
例
を
見
出
し
え
ま
い
が
、

八
品
官
程
度
の
低
品
宮
が
軍
使

K
任
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
左
か
ろ
う
か
ロ
威
淳
恥
陵
志
巻
十

-
秩
{
呂
・
知
県
の
条

K
、
常
州
管
下
四
県
の
知
県
事
就
任
者
が
列
挙
さ
れ
て

b
b、
そ
の
官
品
は
大
理
寺
丞
・
大
理
評
事
等
の
八
・
九
品
の
京
官

で
あ
っ
た
ロ
欧
陽
文
忠
公
全
集
・
居
士
集
・
墓
一
誌
銘
の
条
や
臨
川
先
生
文
集
巻
五
十
二
・
外
制
の
条
等
に
よ
る
と
、

沿
辺
三
路
・
四
川
等
の
知
県

事
就
任
者
は
常
州
の
場
と
同
じ
官
品
の
京
宮
で
あ
る
ロ
即
ち
軍
使
兼
知
県
事

K
就
任
で
き
た
者
は
、
八
・
九
品
官
の
京
朝
官
・
一
ニ
班
職
出
身
者
の
知

県
事
と
宮
口
聞
の
点
で
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
と
る
で
宋
史
巻
八
九
・
地
理
志
・
永
康
軍
の
条

K
よ
る
と

本
彰
州
導
江
県
濯
口
鎮
。
唐
置
鎮
静
軍
。
乾
徳
四
年
。
改
為
永
安
軍
。
以
萄
州
之
青
域
及
導
江
県
来
隷
。
太
平
興
国
三
年
。
改
為
永
康
軍
口

熊
寧
五
年
。
廃
為
砦
u

九
年
。
復
郎
導
江
軍
〈
会
要
は
県
)
治
置
永
康
軍
使
隷
彰
域
(
州
の
誤
字
・
7
)
。
元
祐
初
。
復
故
。



と
あ
り
、
輿
地
紀
勝
巻
一
五
一
・
永
康
軍
の
条
に

　
　
尋
改
為
永
懸
軍
。
，
以
知
軍
管
渠
寒
極
。
叉
廃
煙
毒
口
塞
。
復
即
導
都
県
置
永
康
軍
使
。
以
軍
使
兼
知
県
事
隷
彰
州
。
復
専
為
永
康
軍
。

と
あ
る
。
永
康
軍
の
沿
革
を
述
べ
た
両
者
を
比
較
す
る
と
、
前
者
に
は
「
以
軍
使
兼
知
県
事
」
の
一
節
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
が
欠
け
た

の
は
、
「
即
宇
治
置
永
康
軍
使
」
と
い
う
詑
述
で
こ
の
一
節
を
表
現
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
両
者
は
同
一
事
実
を
示
す
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い

で
あ
ろ
う
。
次
に
軍
使
兼
知
県
事
の
事
例
に
よ
り
、
そ
の
特
色
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
　
軍
使
・
兼
知
旧
事
の
特
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
北
宋
で
の
軍
使
兼
知
朝
事
は
、
表
二
に
播
げ
る
諸
例
を
挙
げ
う
る
。
軍
使
兼
知
墨
画
の
県
の
成
立
状
況
を
逐
一
列
挙
す
る
こ
と
は
主
軸
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

の
で
、
旧
例
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
旧
史
巻
八
五
・
地
理
志
・
壱
州
高
苑
県
の
条
に
よ
る
と

　
　
景
徳
三
年
。
以
県
置
宣
三
軍
。
熈
寧
三
年
。
二
極
。
為
県
音
曲
。
即
県
治
置
軍
使
。

　
　
元
三
三
年
。
以
板
橋
鎮
為
三
三
県
。
兼
臨
海
軍
使
。

と
あ
り
、
、
同
書
巻
八
六
・
地
理
志
・
安
粛
…
軍
の
条
に

　
　
本
伯
州
遂
城
県
。
太
平
興
国
六
年
。
，
出
盛
静
戎
軍
。
、
（
中
略
）
。
宣
和
七
年
。
廃
釈
義
安
粛
県
。
知
県
事
黒
豆
軍
使
。
尋
論
語
。

と
あ
り
、
同
書
・
三
徳
府
三
豊
県
の
条
に

　
　
回
暦
四
年
。
徒
三
豊
県
治
徳
清
軍
。
9
即
県
置
軍
使
三
州
。

と
あ
り
、
同
書
・
三
州
の
条
に
も

　
　
熈
寧
五
年
。
三
州
。
以
吉
郷
隷
隠
州
。
即
県
立
置
吉
郷
軍
使
。
　
（
中
略
）
。
元
祐
元
年
。
復
吉
郷
軍
為
慈
州
．
，

と
あ
り
、
同
書
巻
八
九
御
地
理
志
・
石
三
軍
の
条
に

　
　
本
綿
威
信
泉
県
。
政
和
七
年
。
建
為
軍
。
割
蜀
之
永
康
・
綿
寒
露
安
・
神
泉
来
隷
。
宣
和
三
年
。
降
為
軍
使
。
県
皆
還
旧
隷
、
。
宣
和
七
年
。

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

と
あ

b
、
輿
地
紀
勝
巻
一
五
一
・
永
康
軍
の
条

K

尋
改
為
、
水
康
軍
。
以
知
軍
兼
渠
堰
事
ロ
叉
廃
為
濯
口
案
。
復
即
導
江
県
置
、
水
康
軍
使
。
以
軍
使
兼
知
県
事
隷
彰
州
ロ
復
専
為
、
水
康
軍
口

と
あ
る
ロ
永
康
軍
の
沿
革
を
述
べ
た
両
者
を
比
較
す
る
と
、
前
者

K
は
「
以
軍
使
兼
知
県
事
」
の
一
節
が
欠
落
し
て
い
る
。

ζ

の
一
節
が
欠
け
た

の
は
、

「
即
県
、
治
置
、
水
康
軍
使
」
と
い
う
記
述
で
と
の
一
節
を
表
現
で
き
た
か
ら
で
あ

b
、
両
者
は
同
一
事
実
を
示
す
も
の
と
考
え
て
大
過
左
い

で
あ
ろ
う
。
次

K
軍
使
兼
知
県
事
の
事
例

K
よ
h
y
、
そ
の
特
色
を
考
察
す
る
。

、.Jω
軍

使

兼

知

県

事

の

特

色

北
宋
で
の
軍
使
兼
知
県
事
は
、
表
コ

K
掲
げ
る
諸
例
を
挙
げ
う
る
。
軍
使
兼
知
県
事
の
県
の
成
立
状
況
を
逐
一
列
挙
す
る
ζ

と
は
煩
瑛
と
な
る

r
t

、

の
で
、
数
例
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
宋
史
巻
八
五
・
地
理
志
・
消
州
高
苑
県
の
条
に
よ
る
と

景
徳
三
年
。
以
県
置
室
化
軍
。
熊
寧
三
年
。
軍
廃
口
為
県
隷
州
。
即
県
治
置
軍
使
ロ

と
あ

b
、
問
書
・
密
州
謬
西
県
の
条

K

(87) 

元
祐
三
年
。
以
板
橋
鎮
為
謬
西
県
。
兼
臨
海
軍
使
ロ

と
あ
b
、
問
書
巻
八
六
・
地
理
志
・
安
粛
軍
の
条
K

本
易
州
遂
城
県
。
太
平
興
国
六
年
。
建
為
静
戎
軍
。

(
中
略
)
。
宣
和
七
年
。
廃
軍
為
安
粛
県
。
知
県
事
的
兼
軍
使
。
尋
依
旧
。

と
あ

b
、
同
書
・
関
徳
府
清
豊
県
の
条

K

慶
暦
四
年
。
徒
清
豊
県
治
徳
清
軍
。
即
県
置
軍
使
隷
州
。

と
あ

D
、
向
書
・
慈
州
の
条
に
も

照
寧
五
年
。
廃
州
。
以
士
口
郷
隷
限
州
ロ
郎
県
治
置
吉
郷
軍
使
。

〈
中
略
)
。
元
祐
元
年
ロ
復
吉
郷
軍
為
慈
州
。

と
あ

D
、
問
書
巻
八
九
・
地
理
志
・
石
泉
軍
の
条

K

本
綿
州
石
泉
県
。
政
和
七
年
。
建
為
軍
。
割
萄
之
、
水
康
・
綿
之
龍
安
・
神
泉
来
隷
。
宣
和
三
年
。
降
為
軍
使
。
県
皆
還
旧
隷
。
宣
和
七
年
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
市
本
代
の
寧
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
三
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
　
　

　
表
二
　
北
宋
の
軍
使
兼
知
県
事

　
　
（

皇
帝

軍
使
名

県
　
名

属
府
州

成
立
年

西
　
　
暦

区
分

出
　
　
　
　
典

1

通
　
化

通
　
化

威
　
帰

景
祐
四

一
〇
三
七

B

宋
会
要
・
方
域
七
・
威
州

北
　
平

北
　
平

定
　
州

慶
暦
四

哺
〇
四
四

B

宋
史
入
詞
・
地
理
志
・
雲
州

2
－
3

仁
宗

徳
　
渚

清
　
豊

開
室
府

慶
暦
四

一
〇
四
四

C

宋
史
八
六
。
抽
漏
斗
〃
志
・
㎜
開
徳
府

4

懐
　
化

南
　
川

楡
　
州

皇
祐
五

一
〇
五
三

B

輿
地
紀
勝
輔
八
○
・
南
平
県

5

英
宗

保
　
順

無
　
糠

槍
　
州

治
平
申

一
〇
六
四
唱
コ
ハ
八

G

宋
史
八
六
・
地
理
志
・
隠
州

慶
　
成

宝
　
鼎

河
中
府

煕
寧
元

一
〇
六
六
，

A

宋
史
入
七
・
地
理
志
・
河
中
府

6
7

宣
」
化

高
　
苑

溜
　
州

熈
二
三

一
〇
七
〇

G

宋
史
八
五
・
地
理
志
・
瀬
州

8

清
　
平

章
　
邸

斉
　
州

熈
二
三

一
〇
七
〇

C

宋
史
八
五
・
地
理
志
・
豊
州

9

ら
神
宗

吉
　
郷

吉
　
郷

州

熈
寧
五

一
〇
七
二

C

宋
由
朱
八
山
ハ
・
地
理
志
・
薩
州

10

天
　
威

井
　
隆

真
定
府

熈
二
八

一
〇
七
五

B

山
小
・
史
八
山
ハ
・
地
㎜
曲
直
・
山
菅
定
府

永
　
康

導
　
江

彰
　
州

熈
寧
九

一
〇
七
六

B

宋
史
八
九
∴
地
理
志
・
永
康
蟹
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
1
1
2

威
　
戎

波
　
川

茂
　
州

煕
二
九

一
〇
七
六

B

宋
史
八
九
・
地
理
志
・
茂
州

13

哲
宗

臨
　
海

膠
　
西

密
　
州

元
祐
三

｝
○
八
六

C

宋
史
八
五
・
地
理
志
・
紀
州

清
　
平

終
　
南

京
兆
府

大
観
元

一
一
〇
七

A
宋
史
八
七
・
地
理
志
・
清
平
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
．

1
4
1
5
1
6

永
　
安

永
安

河
南
府

政
和
八

一
一
嚇
八

A

二
会
要
・
職
官
四
八
・
県
令

石
　
泉

石
　
泉

綿
　
州

宣
和
二

一
一
二
〇

B

二
二
八
九
・
地
理
志
・
石
里
謡

徽
宗

安
　
粛

保
　
州

宣
和
七

一
＝
一
五

B

二
二
八
六
・
地
理
志
・
安
粛
軍

7
卜
1
8

永
　
寧

博
　
野

祁
　
州

宣
和
七

一
一
二
五

B

二
二
八
六
・
地
理
志
・
永
総
軍

19

保
　
定

保
　
定

莫
　
州

宣
和
七

一
一
二
五

B

二
二
八
六
・
地
理
志
・
保
定
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

註
　
ω
　
出
典
は
、
表
記
の
も
の
で
代
表
さ
せ
た
。
　
　
②
　
表
中
の
区
分
欄
の
A
・
B
・
G
は
本
丈
中
の
区
分
を
示
す
。

　
　
復
三
軍
額
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た

　
　
　
　
　

諸
藩
や
表
二
に
よ
る
と
次

　
　
　
　
（

の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
。

第
一
に
、
仁
宗
旨
（
一
〇

二
三
～
一
〇
六
三
）
か
ら

み
ら
れ
、
神
三
朝
（
一
〇

六
八
～
一
〇
八
五
）
に
最

も
多
い
。
三
三
は
王
安
石

を
重
用
し
て
国
政
全
般
の

大
改
革
を
断
行
し
、
州
・

県
の
面
で
も
大
整
理
を
行

．
な
っ
た
。
．
こ
の
時
に
当
り
・
・

軍
使
兼
知
旧
事
の
県
が
繁

出
す
る
こ
と
は
、
国
政
の

大
勢
が
反
映
し
て
い
る
も

の
に
厭
な
ら
な
い
。
第
二

に
♪
軍
使
兼
知
県
門
は
一
、

県
の
．
み
を
，
管
域
と
・
七
て
統

治
し
た
。
第
三
に
、
地
域

の
「

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

、』，，

表
二rg
L
 

北

宋

の

軍

使

兼

知

県

事

註小811416l小4113叫1110iH81765431211
哲 英 皇

(2) .(1) 宗 徽宗宗 神宗宗仁帝

表出 保永安石永清臨威永天吉清宣慶保懐徳北通軍
中典 使

のは 定寧粛泉安平海戎康威郷平化成 JI民化清平化名
区、

分表 保博安石永終勝校導井吉章高宝無南湾北道県
欄記
のの 定野粛泉安南西川江陛郷丘15苑鼎株川豊平化名
A も トートー

の 莫方s保綿河京密茂彰真限斉泊河槍漁開定威属
Bで 南 兆定中徳府
-代 州州介!州府府州州州府州州州舟州州府升!州チト!
G 表
はさ 宣宣宣宣政大元照照照照鼎、熊熊治皇慶慶景成
本せ和和和和和観祐寧寧寧寧寧寧寧平祐暦暦祐立

文た 七七七一八元一九九八五一一元中五四四四年

中の口一一一一;ー 一一一一一 一一 一一一西

区 OIOIOIOIOIOIOIOP)oIOIOloIO
分 O八七七七七七七六 四四
を 五五五 O八七六六六五 010六 四四七暦
刀丈

~ IBIB!BIB!A!A!C1BIB!B!C!C!C!A!C!B!C!B!B!~ 
宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋輿宋宋宋
史史史史会史史史史史史史史史史地史史会
八八八八要八八八八八八八八八八紀八八要
六六六九・七五九九六六五五七六勝六六・出

職 ・ ・ー・方
地地地地官地地地地地地地地地地八地地域
理理理理四理理理理理理理理理理 O理理七
志志志志八志志志志志志志志志志・志志

保永安石県 平軍清 密茂永真鴨斉浦河檎平南閲・定・威州 典
定寧粛泉令 州升fll東定チI'f升!列、!中升fU果徳升!
l軍軍軍軍 J-'t"..L 軍府 i府 府

復
為
軍
額
。

の諸と
よ例あ
うやる

左表
特(二)と
色 K と
がょに

あるあ
るとげ
。次た

第
一

K
、
仁
宗
朝
ハ
一

O

二
三

l

一O
六
一
ニ
〉

か

ら

み
ら
れ
、
神
宗
朝
〈
一

O

六
八
J

一O
八
五
〉

K 
最

も
多
い
ロ
神
宗
は
王
安
石

を
重
用
し
て
国
政
全
般
の

(88) 

大
改
革
を
断
行
し
、

1'1'[ 

県
の
面
で
も
大
整
理
を
行

左
っ
た
口

ζ

の
時

K
当
h
y

軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
繁

出
す
る
と
と
は
、
国
政
の

大
勢
が
反
映
し
て
い
る
も

の
に
外
左
ら
左
い
。
第
二

κ~'
軍
使
兼
知
県
事
は
一

県
の
み
を
管
域
と
し
て
統

治
し
た
口
第
三
に
、

地
域



的
に
特
殊
な
も
の
（
A
）
、
沿
辺
の
も
の
（
B
）
、
次
辺
・
内
郡
の
も
の
（
C
）
に
大
別
で
き
る
。
　
（
A
）
の
も
の
は
、
洞
南
府
永
安
・
洞
中
府

慶
成
・
京
兆
府
議
平
等
の
三
軍
使
兼
知
嘉
事
の
県
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
県
に
は
、
陵
廟
の
祭
祀
を
お
こ
な
い
、
極
重
の
た
め
の
農
兵
が
屯
回
し
て

　
　
ゆ

い
た
㊤
。
　
（
B
）
は
、
六
事
・
保
定
・
永
寧
（
こ
れ
ら
三
軍
使
兼
知
県
事
は
北
海
末
北
京
を
回
復
し
た
と
き
成
立
し
た
）
　
・
天
威
・
北
平
等
の
北

辺
の
も
の
と
、
勧
化
・
石
泉
・
永
康
・
威
戎
・
通
化
等
の
西
南
辺
の
も
の
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
十
例
の
過
半
数
に
も
及
ん
で
い
る
。
　
（
C
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿

は
、
大
兵
団
の
屯
戎
が
不
用
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
殿
下
州
の
軍
が
廃
止
さ
れ
て
降
格
し
た
宣
化
・
清
平
二
軍
使
G
と
、
山
東
半
島
沿
岸
の
海

上
交
通
の
要
衝
に
当
っ
た
臨
海
軍
使
、
黄
洞
洞
口
を
抑
え
た
保
順
軍
使
、
滑
州
よ
り
大
名
府
へ
至
る
洞
北
交
通
の
要
路
に
位
置
し
た
徳
溜
軍
使
、

慈
州
を
廃
し
た
と
き
州
治
の
吉
郷
県
に
軍
使
を
派
遣
し
て
知
県
事
を
兼
職
さ
せ
た
も
の
等
が
あ
る
。
第
四
に
、
州
・
軍
を
廃
し
て
県
へ
降
格
す
る

と
き
軍
使
兼
知
県
薯
の
県
が
成
立
し
、
就
中
（
B
）
の
地
域
の
廃
軍
や
漿
摩
…
州
を
州
県
体
制
に
組
込
む
と
き
盛
用
さ
れ
た
。
第
五
に
、
軍
使
兼
知

県
事
の
県
は
、
永
康
軍
使
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
州
・
軍
へ
再
び
升
格
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
第
六
に
、
軍
使
兼
知
重
事
の
県
は
他
の
県
と

同
様
に
府
・
州
に
統
属
し
て
い
た
。
即
ち
中
央
と
の
直
達
・
直
下
は
な
く
、
す
べ
て
府
・
州
を
経
由
し
た
。
以
上
の
特
色
は
、
南
宋
に
お
い
て
も

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
た
だ
稟
の
場
禽
国
境
が
事
事
一
帯
ま
で
南
下
し
た
た
め
・
北
宋
時
代
の
内
壁
塗
唇
面
県
事
の
県
が
位
置
し
圃

　
　
　
　
　

　
　
　
表
三
　
南
朱
の
蟹
・
使
兼
知
県
事

　
　
　
　
（
軍
使
名

県
　
名

属
府
州

成
立
年

西
　
　
暦

軍
使
兼
知
県
事
以
後
の
変
化

出
　
　
　
　
　
　
　
典

1

雲
　
安

雲
　
安
再
認
州
配

建
十
三

一
一
二
九

B
l
八
九
・
雲
安
軍
・
G
一
一
八
二
・
雲
安
軍
。

2

公
　
安

公
　
安

直
感
府

建
十
三

扁
一
二
九

紹
興
六

一
一
三
六

県

A
I
六
・
画
意
府
。

3

高
　
郵

高
　
郵

揚
　
州

紹
十
五

一
一
三
五

紹
興
＝
二

一
一
六
一

軍

A
一
山
ハ
・
准
南
路
。
　
B
一
八
八
・
山
筒
郵
軍
。

4

漣
　
水

漣
　
水

楚
　
州

紹
十
五

一
＝
ご
五

A
一
六
・
楚
州
。

5

龍
　
陽
，

龍
　
陽

常
徳
府

紹
十
五

一
一
三
五

A
l
六
・
常
徳
府
。

6

漢
　
陽

漢
　
陽

郷
　
州

紹
十
六

一
一
三
六

A
一
山
ハ
。
郡
州
。
　
B
一
入
八
・
漢
陽
軍
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
・
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

的

K
特
殊
左
も
の

(
A
)
、
沿
辺
の
も
の

(
B
)
、
次
辺
・
内
郡
の
も
の

(
0
)

に
大
別
で
き
る
。

(
A〉

の
も
の
は
、
河
南
府
永
安
・
河
中
府

慶
成
・
京
兆
府
清
平
等
の
三
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
あ
る
。

、

D

い
た
の
、
口

こ
れ
ら
の
県

K
は
、
陵
廟
の
祭
紀
を
な
と
左
い
、
衛
陵
の
た
め
の
禁
丘
ハ
が
屯
駐
し
て

(
B
)
は
、
安
粛
・
保
定
・
永
寧

(
ζ

れ
ら
三
軍
使
兼
知
県
事
は
北
宋
末
北
京
を
回
復
し
た
と
き
成
立
し
た
)

天
威
・
北
平
等
の
北

辺
の
も
の
と
、
懐
化
・
石
泉
・
永
康
・
威
戎
・
通
化
等
の
西
南
辺
の
も
の
と
が
あ

b
、

と
れ
ら
は
十
例
の
過
半
数
に
も
及
ん
で
い
る
。

命
μ守

は
、
大
兵
団
の
屯
戎
が
不
用

K
左
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
同
下
州
の
軍
が
廃
止
さ
れ
て
峰
格
し
た
宣
化
・
清
平
二
軍
使
。
と
、
山
東
半
島
沿
岸
の
海

(
0
)
 K 

上
交
通
の
要
衝
に
当
っ
た
臨
海
軍
使
、
黄
河
、
河
口
を
抑
え
た
保
順
軍
使
、
滑
州
よ

D
大
名
府
へ
至
る
、
河
北
交
通
の
要
路

K
位
置
し
た
徳
清
軍
使
、

慈
一
州
を
廃
し
た
と
き
州
治
の
吉
郷
県

K
軍
使
を
派
遣
し
て
知
県
事
を
兼
職
さ
せ
た
も
の
等
が
あ
る
口
第
四

K
、
州
・
軍
を
廃
し
て
県
へ
降
格
す
る

と
き
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
成
立
し
、
就
中

(
B
)
の
地
域
の
廃
軍
や
麗
壕
州
を
州
県
体
制

K
組
込
む
と
き
盛
用
さ
れ
た
。
第
五

K
、
軍
使
兼
知

県
事
の
県
は
、
永
康
軍
使
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
州
・
軍
へ
再
び
升
格
す
る
場
合
が
あ
っ
た
ロ
第
六

K
、
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
他
む
県
と

同

様

K
府
・
州

K
統
属
し
て
い
た
ロ
即
ち
中
央
と
の
直
達
・
直
下
は
左
く
、

す
べ
て
府
・
州
を
経
由
し
た
。
以
上
の
特
色
は
、
南
宋

K
-砕
い
て
も

み
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る
日
た
だ
南
宋
の
場
合
、

国
境
が
江
准
一
帯
、
ま
で
南
下
し
た
た
め
、
北
宋
時
代
の
内
郡

K
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
位
置
し

(89) 

表
(三)

南

宋

の

軍

使

兼

知

県

事
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呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

7

程
　
郷

程
　
郷

潮
　
州

紹
興
六

一
＝
二
六

A
1
七
・
梅
州

R
u
，

昌
　
化

昌
　
化

獲
　
州

紹
尊
意

一
二
ご
六

紹
興
＝
ご

一
一
四
三

軍

B
一
九
〇
・
二
陣
軍
。
G
一
一
二
五
・
昌
二
軍
。

9

萬
　
安

萬
　
安

環
　
州

紹
興
六

一
一
三
六

紹
興
＝
ご

一
一
四
三

軍

B
I
九
〇
・
萬
安
軍
。
G
i
一
二
六
・
萬
二
軍
。

10

吉
　
陽

吉
　
陽

墳
　
州

紹
興
奮

一
一
三
六

紹
興
＝
ご

一
一
四
三

軍

B
I
九
〇
・
吉
陽
軍
。
C
l
一
二
七
・
吉
二
軍
。

11

茶
　
陵

茶
　
陵

衡
　
州

紹
興
九

一
＝
二
九

A
一
六
・
衡
州
。
B
I
八
入
・
茶
陵
軍
。

12

甕
　
陽

甕
　
陽

随
　
州

紹
興
一
二

一
一
四
二

嘉
定
一
二

一
二
一
九

軍

A
一
五
・
随
州
。
C
I
八
八
・
聚
陽
軍
。

13

江
　
陰

江
　
陰

常
　
州

紹
興
二
七

一
一
五
七

紹
興
＝
＝

一
一
六
一

軍

B
一
八
八
・
江
三
軍
。

14

安
　
豊

安
　
豊

寿
春
府

紹
興
三
二

一
一
六
二

乾
道
三

一
一
六
七

軍

A
一
六
・
寿
春
府
。
B
I
八
八
・
寿
春
府
。

15

寿
　
昌

武
　
昌

罰
　
州

嘉
定
一
五

一
二
二
二

B
I
入
入
・
寿
銀
子
。
C
一
八
一
・
寿
昌
軍
。

註
　
ω
　
出
典
の
（
△
）
は
宋
会
要
・
方
域
、
　
（
B
）
は
宋
史
・
地
理
志
、
　
（
C
）
は
輿
地
紀
勝
を
示
す
。
　
　
㈲
　
A
i
五
は
宋
需
要
・
方
域
五
を
示
す
。
B
i
八
五
は
書
史
巻
八
五
・
地
理
志
を
示
す
。
G
一
一
〇
五
は
輿
地
紀
勝
巻
一
〇
五
を
　
　
　
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
諸
例
を
表
門
に
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

事
の
県
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
。

次
に
南
宋
の
史
料
も
援
用
し
つ
つ
、
宋
代
地
方
行
政
に
浸
け
る
軍
使
兼
知
県

（90）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
軍
使
兼
知
県
事
の
県
と
地
方
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
府
・
州
に
統
属
し
、
北
辺
や
西
南
辺
に
多
く
み
ら
れ
た
。
密
婦
地
帯
に
お
い
て
は
、
辺
防
や
異
民
族
対
策
が
政
治
的

に
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
軍
兵
の
屯
駐
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
行
政
は
軍
事
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
然
る
に
県
令
・

知
県
営
等
の
県
官
は
治
民
の
官
で
あ
り
、
軍
事
権
を
そ
の
職
掌
と
し
て
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
北
宋
に
論
け
る
出
軍
の
地
方
屯
戌
に
は
、
路

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ
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そ
の
諸
例
を
表
三

K
列
挙
す
る

K
と
ど
め
る
ロ
次
に
南
宋
の
史
料
も
援
用
し
つ
つ
、
宋
代
地
方
行
政

k
b
け
る
軍
使
兼
知
県

事
の
県
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
ロ

た
と
と
を
指
摘
し
、

、.EFqu ，a-

軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
府
・
州
に
統
属
し
、

軍

使

兼

知

県

事

の

県

と

地

方

行

政

北
辺
や
西
南
辺

K
多
〈
み
ら
れ
た
。
沿
辺
地
帯

K
な
い
て
は
、
辺
防
や
異
民
族
対
策
が
政
治
的

K
最
も
重
要
左
と
と
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
な
地
域
で
は
軍
兵
の
屯
駐
が
盛
ん
で
あ

b
、

そ
の
行
政
は
軍
事
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
然
る

K
県
令
・

知
県
事
等
の
県
官
は
治
民
の
宮
で
あ

b
、
軍
事
権
を
そ
の
職
掌
?
と
し
て
も
つ
も
の
で
は
な
か
フ
た
ロ
北
宋

K
砕
け
る
禁
軍
の
地
方
屯
成

K
は

、

路



の
導
管
の
隷
下
に
澄
か
れ
た
駐
泊
と
府
営
の
隷
下
に
あ
っ
た
屯
駐
、
就
糧
の
た
め
に
地
方
へ
派
遣
さ
れ
た
就
糧
等
の
三
種
が
あ
っ
た
。
こ
の
禁
軍

の
発
兵
権
は
枢
密
院
が
握
り
、
指
揮
・
統
兵
権
は
三
衙
の
都
指
揮
使
に
在
り
、
教
閲
・
訓
練
等
は
都
監
・
監
押
等
に
そ
れ
ぞ
れ
分
轄
さ
れ
て
い
た
。

屯
戌
の
禁
軍
は
州
城
に
屯
戌
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
辺
防
上
県
城
に
も
屯
押
し
た
。
ま
た
聖
代
に
論
い
て
、
軍
政
と
民
政
と
は
分
離
す
る

こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
宋
会
要
・
職
官
四
九
・
監
獄
の
条
に
所
載
の
馬
事
朝
会
要
に
よ
る
と

　
　
其
知
県
・
監
鎮
。
朝
官
学
兼
都
監
。
京
早
舞
兼
章
々
。
畿
省
電
云
同
業
書
兵
馬
司
公
事
。
掌
愚
草
辺
要
訓
練
之
政
令
。
以
粛
所
部
。

と
あ
り
、
宋
史
巻
一
六
七
・
職
官
志
・
県
令
の
条
に

　
　
若
京
朝
幕
官
。
則
為
知
県
事
。
有
戌
兵
。
則
兼
兵
馬
都
監
或
監
押
。

と
あ
り
、
或
は
萢
丈
正
公
政
府
奏
議
下
・
「
奏
三
選
差
河
北
州
県
官
員
」
の
条
に

　
　
知
州
・
知
県
・
県
令
入
内
棟
選
有
材
幹
者
。
先
差
動
洞
北
蟹
替
。
傍
心
以
訓
兵
細
腰
。
其
知
州
並
別
授
宣
命
。
専
管
勾
義
勇
兵
甲
公
事
。
知

　
　
県
並
帯
都
監
・
監
押
。
其
県
令
中
有
願
換
班
行
充
知
県
兼
監
押
染
。
並
聴
。

と
あ
る
よ
う
に
・
県
域
に
屯
燈
油
が
い
た
場
合
や
郷
郡
を
訓
練
に
当
る
場
負
そ
の
県
の
知
県
南
は
都
監
●
聖
哲
⑬
を
兼
職
し
て
い
た
・
臨
川
先
鋤

生
丈
集
巻
四
〇
・
奏
状
・
「
挙
溜
州
兵
馬
都
監
蓋
伝
等
充
辺
茅
葺
甲
状
」
に
よ
る
と

　
　
臣
伏
親
。
三
頭
供
奉
官
権
滑
州
兵
馬
都
監
兼
在
城
巡
検
蓋
伝
有
智
略
。
能
訓
治
軍
旅
。

と
あ
り
、
権
滑
州
都
雨
蓋
伝
が
屯
軍
を
訓
治
し
た
こ
と
を
見
出
し
え
、
ま
た
都
監
就
任
者
の
官
事
が
三
班
職
の
八
潮
官
で
あ
り
、
軍
使
兼
知
事
事

の
場
合
と
同
じ
で
あ
ρ
た
こ
と
を
知
り
う
る
刀
宋
会
要
・
職
官
五
七
・
俸
録
の
条
に
は
知
県
兼
都
監
・
監
押
の
俸
給
が
記
さ
れ
て
澄
り
、
同
書
・

礼
六
二
・
費
賜
の
条
に
は
二
季
の
賜
与
絹
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
俸
録
や
賜
与
絹
等
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
知
県
事
宜
都
監
・
監
押
が
官
職
と

し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
知
県
兼
都
監
・
監
押
と
軍
使
兼
知
県
事
と
は
俊
別
さ
れ
て
い
た
。
宋
史
巻
八
九
・
地
理
志
・
威
令

の
条
に
、
仁
宗
の
景
祐
四
年
（
一
〇
三
七
）
に
軍
使
兼
知
県
事
と
な
っ
た
通
事
県
に
つ
い
て

　
　
宣
和
三
年
。
省
軍
使
為
監
押
隷
威
州
。

と
あ
り
、
簾
宗
の
宣
和
三
年
（
一
一
二
一
）
に
軍
使
を
省
い
て
監
押
と
な
し
、
知
県
西
監
押
と
し
て
三
州
に
隷
属
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
め
う
る
。

　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

の
総
管
の
隷
下

k

b
か
れ
た
駐
治
と
府
州
の
隷
下
に
あ
っ
た
屯
駐
、
就
糧
の
た
め

K
地
方
へ
派
遣
さ
れ
た
就
糧
等
の
三
種
が
あ
っ
た
ロ

と
の
禁
軍

の
発
兵
権
は
枢
密
院
が
握

b
、
指
揮
・
統
兵
権
は
三
街
の
都
指
揮
使

K
在

D
、
教
関
・
訓
練
等
は
都
監
・
監
押
等

K
そ
れ
ぞ
れ
分
轄
さ
れ
て
い
た
ロ

屯
成
の
禁
軍
は
州
城
に
屯
成
す
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
が
、

辺
防
上
県
域

K
も
屯
戊
し
た
。

ま
た
宋
代

K
-沿
い
て
、
軍
政
と
民
政
と
は
分
離
す
る

と
と
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
宋
会
要
・
職
官
四
九
・
監
押
の
条
に
所
載
の
続
国
朝
会
要

K
よ
る
と

其
知
県
，
監
鎮
ロ
朝
官
即
兼
都
監
ロ
京
宮
即
兼
監
押
。
畿
県
則
云
同
議
書
兵
馬
司
公
事
。
掌
屯
成
辺
要
訓
練
之
政
令
。
以
粛
所
部
。

と
あ
h

夕
、
宋
史
巻
一
六
七
・
職
官
志
・
県
令
の
条

K

若
京
朝
幕
宮
口
則
為
知
県
事
。
有
成
兵
。
則
兼
兵
馬
都
監
或
監
押
ロ

と
あ
h
y
、
或
は
活
文
正
公
政
府
奏
議
下
・

「
奏
乞
選
差
河
北
州
県
官
員
」
の
条

K

知
州
・
知
県
・
県
令
人
内
棟
選
有
材
幹
者
。
先
差
往
河
北
境
、
替
。
の
授
以
訓
兵
之
要
ロ
其
知
州
並
別
授
官
一
命
。
専
問
B
勾
義
勇
丘
〈
甲
公
事
。
知

県
並
帯
都
監
・
監
押
。
其
県
令
中
有
願
換
班
行
充
知
県
兼
監
押
者
口
並
聴
口

と
あ
る
よ
う

K
、
県
域

K
屯
成
兵
が
い
た
場
合
や
郷
兵
を
訓
練

K
当
る
場
合
、

命

ω，

そ
の
県
の
知
県
事
は
都
監
・
監
押

eを
兼
職
し
て
い
た
。
臨
川
先
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生
文
集
巻
四

0
・
奏
状
・

「
挙
滑
州
兵
馬
都
監
蓋
伝
等
充
辺
上
任
使
状
」

K
よ
る
と

臣
伏
説
。
東
頭
、
供
奉
官
権
滑
州
丘
〈
馬
都
監
兼
在
城
巡
検
蓋
伝
有
智
略
。
能
訓
治
軍
旅
。

と
あ

b
、
権
滑
州
都
監
護
伝
が
屯
軍
を
訓
治
し
た
ζ

と
を
見
出
し
え
、
ま
た
都
監
就
任
者
の
官
品
が
三
班
職
の
八
品
宮
で
あ

b
、
軍
使
兼
知
県
事

の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
と
を
知

b
う
る
ロ
宋
会
要
・
職
官
五
七
・
俸
録
の
条
に
は
知
県
兼
都
監
・
監
押
の
俸
給
が
記
さ
れ
て
b
h
y
、
問
書
・

礼
六
二
'
賓
賜
の
条

K
は
二
季
の
賜
与
絹
が
規
定
さ
れ
て
い
る
ロ
俸
録
や
賜
与
絹
等
が
規
定
さ
れ
た
と
と
は
、

知
県
事
兼
都
監
・
監
押
が
官
職
と

し
て
定
着
し
て
い
た
と
と
を
意
味
す
る
。

と
の
知
県
兼
都
監
・
監
押
と
軍
使
兼
知
県
事
と
は
俊
別
さ
れ
て
い
た
。
宋
史
巻
八
九
・
地
理
志
・
威
州

の
条
代
、
仁
宗
の
景
祐
四
年
(
一

O
一ニ七〉

K
軍
使
兼
知
県
事
と
左
っ
た
通
化
県
に
つ
い
て

宣
和
一
ニ
年
ロ
省
軍
使
為
監
押
隷
威
州
。

と
あ

b
、
徽
宗
の
宣
和
三
年
(
一
三
二
)

に
軍
使
を
省
い
て
監
押
と
左
し
、
知
県
兼
監
押
と
し
て
威
州

K
隷
属
し
た
こ
と

K
よ
っ
て
確
め
う
る
ロ

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
古
学
に
及
ぶ



　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

こ
の
よ
う
に
両
者
が
俊
別
さ
れ
た
の
は
、
都
監
．
・
監
押
と
軍
使
と
の
職
掌
の
差
異
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
都
監
．
暗
黙
が
離
断
の
教
閲
．
訓
練
等
の

任
務
を
遂
行
す
る
に
は
現
地
の
行
政
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
故
に
知
県
兼
都
監
・
座
州
は
官
職
と
し
て
定
着
し
、
屯
兵
が
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
で
は
普
及
レ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
軍
使
は
屯
兵
の
指
揮
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
表
二
の
軍
使
兼
知
県
事
の
諸
県
は
、
諸
陵
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

地
・
沿
辺
・
交
通
の
要
衡
等
に
当
り
、
軍
兵
を
率
い
て
衛
陵
・
治
安
維
持
・
辺
防
等
の
任
務
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
っ
た
。
即
ち
緊
急
事

態
に
対
す
る
迅
速
な
軍
事
行
動
や
常
時
に
お
け
る
軍
事
行
動
を
県
単
位
で
必
要
と
し
た
こ
と
が
軍
使
兼
知
珍
事
の
県
を
成
立
さ
せ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
軍
使
兼
知
嘉
事
の
県
は
、
沿
辺
地
帯
で
州
格
の
軍
を
県
へ
降
格
す
る
と
き
多
く
成
立
し
た
。
宋
代
に
お
け
る
同
隠
州
の
軍
は
、
沿
辺
地
帯
で
は

一
下
前
後
の
管
域
が
多
く
、
逆
軍
に
よ
っ
て
治
安
・
辺
防
を
遂
行
し
て
い
た
。
一
票
程
度
の
行
政
区
画
で
州
民
の
行
政
を
遂
行
七
た
軍
は
、
し
ば

し
ば
置
廃
を
く
り
か
え
し
た
。
州
県
の
置
廃
で
常
に
議
論
さ
れ
た
の
は
戸
口
の
多
少
で
あ
っ
た
。
州
県
の
創
置
は
、
そ
の
地
域
の
統
治
の
徹
底
と

税
・
定
連
の
徴
発
と
が
主
要
書
的
で
あ
り
、
税
・
役
の
徴
発
は
戸
・
の
多
少
と
不
可
分
で
あ
っ
た
．
特
に
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
規
定
の
役
と
㈱

愚
物
輸
魔
羅
に
関
す
る
諸
力
役
と
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
。
州
は
必
要
な
役
を
統
属
す
る
県
に
分
担
さ
せ
て
於
り
、
従
っ
て
一
県
程
度
で
州
格

の
軍
・
に
お
い
て
は
、
そ
の
住
民
に
対
す
る
諸
負
担
は
過
重
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
四
月
、
太
三
宮
廟
を
祠
祭
す
る

た
め
定
格
と
な
っ
た
慶
成
軍
は
、
煕
寧
元
年
（
一
〇
六
入
）
五
月
に
廃
軍
さ
れ
て
軍
使
兼
知
県
事
の
県
と
な
っ
た
が
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
資
治

通
鑑
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七
・
州
県
廃
復
・
煕
寧
元
年
五
月
の
条
に
引
用
す
る
旧
記
に
曰
く

　
　
上
謂
輔
臣
日
。
天
下
自
五
代
分
裂
。
檀
拠
一
方
。
多
置
郡
県
。
以
固
樹
心
。
聖
恩
役
繁
立
台
。
其
議
併
省
之
。
子
老
廃
言
成
軍
。

と
あ
り
、
五
代
以
来
州
県
の
細
分
化
（
軍
は
そ
の
態
々
）
に
よ
り
民
が
繁
役
に
耐
え
得
な
い
状
態
と
な
り
、
こ
の
点
に
廃
軍
の
理
由
が
あ
っ
た
。

ま
た
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
｝
七
六
・
紹
興
二
十
七
年
二
月
壬
寅
の
条
に
も

　
　
廃
江
陰
軍
為
県
隷
常
州
。
朝
憲
。
直
秘
閣
知
臨
安
曇
主
管
漸
西
安
懲
悪
公
事
栄
伸
疑
言
。
自
建
県
為
軍
。
於
朝
廷
初
出
所
補
。
而
以
一
県
之
財
。

　
　
供
一
州
出
費
。
遂
使
遙
重
科
二
倍
於
他
州
。
兼
常
州
失
此
一
県
之
賦
。
両
皆
受
壷
。
故
有
気
命
。
伍
詔
。
存
慮
兵
三
百
八
十
余
人
。
以
知
県

　
　
兼
軍
使
。

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

と
の
よ
う
に
両
者
が
俊
別
さ
れ
た
の
は
、
都
監
・
監
押
と
軍
使
と
の
職
掌
の
差
異

K
求
め
ら
れ
よ
う
。
都
監
・
監
押
が
屯
兵
の
教
関
・
訓
練
等
の

任
務
を
遂
行
す
る

K
は
現
地
の
行
政
と
一
体
化
す
る
と
と
が
要
求
さ
れ
、

そ
れ
故
に
知
県
兼
都
監
・
監
押
は
官
職
と
し
て
定
着
し
、
屯
兵
が
い
る

一
方
軍
使
は
屯
兵
の
指
揮
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
ロ
表
二
の
軍
使
兼
知
県
事
の
諸
県
は
、
諸
陵
の
所
在

f
に

地
・
沿
辺
・
交
通
の
要
衡
等

K
当

b
、
軍
兵
を
率
い
て
衛
陵
・
治
安
維
持
・
辺
防
等
の
任
務

K
当
ら
ね
ば
左
ら
ま
い
所
で
あ
っ
た
ロ
即
ち
緊
急
事

県
で
は
普
及
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
う
D

態

K
対
す
る
迅
速
ま
軍
事
行
動
や
常
時

k
h
w
け
る
軍
事
行
動
を
県
単
位
で
必
要
と
し
た
と
と
が
軍
使
兼
知
県
事
の
県
を
成
立
さ
せ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
口

軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
沿
辺
地
帯
で
州
格
の
軍
を
県
へ
降
格
す
る
と
き
多
く
成
立
し
た
。
宋
代

K
-砕
け
る
同
下
州
の
軍
は
、
沿
辺
地
帯
で
は

一
県
前
後
の
管
域
が
多
く
、
屯
軍

K
よ
っ
て
治
安
・
辺
防
を
遂
行
し
て
い
た
。

一
県
程
度
の
行
政
区
画
で
州
格
の
行
政
を
遂
行
し
た
軍
は
、
し
ば

し
ば
置
廃
を
〈

b
か
え
し
た
。
州
県
の
置
廃
で
常
に
議
論
さ
れ
た
の
は
戸
口
の
多
少
で
あ
っ
た
。
州
県
の
創
置
は
、

そ
の
地
域
の
統
治
の
徹
底
と

税
・
役
等
の
徴
発
と
が
主
要
左
目
的
で
あ

b
、
税
・
役
の
徴
発
は
戸
口
の
多
少
と
不
可
分
で
あ
っ
た
ロ
特
に
地
域
住
民

K
と
っ
て
、
規
定
の
役
と

(92) 

税
物
輸
納
等

K
関
す
る
諸
力
役
と
は
大
き
ま
負
担
で
あ
フ
た
ロ
州
は
必
要
在
役
を
統
廃
す
る
県

K
分
担
さ
せ
て
長

b
、
従
っ
て
一
県
程
度
で
州
格

の
軍

k
b
い
て
は
、

そ
の
住
民

K
対
す
る
諸
負
担
は
過
重
と
左
っ
た
ロ
例
え
ば
、
大
中
祥
符
四
年
(
一

O
一
一
)

四
月
、
太
寧
宮
廟
を
一
耐
祭
ナ
る

た
め
州
格
と
ま
ヲ
た
慶
成
軍
は
、
照
寧
元
年
(
一

O
六
八
)

五
月

K
廃
軍
さ
れ
て
軍
使
兼
知
県
事
の
県
と
も
な
っ
た
が
、

そ
の
状
況
に
つ
い
て
資
治

通
鑑
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七
・
州
県
廃
復
・
照
寧
元
年
五
月
の
条

K
引
用
す
る
旧
記

K
日
く

上
謂
輔
臣
日
。
天
下
白
五
代
分
裂
。
撞
拠
一
方
。
多
置
郡
県
口
以
国
彊
園
。
由
是
役
繁
民
困
D

其
議
併
省
之
。
子
是
廃
慶
成
軍
。

と
あ

b
、
五
代
以
来
州
県
の
細
分
化
(
軍
は
そ
の
著
例
)

に
よ

b
民
が
繁
役

K
耐
え
得
ま
い
状
態
と
左
h
y
、
と
の
点

K
廃
軍
の
理
由
が
あ
っ
た
ロ

ま
た
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一
七
六
・
紹
興
二
十
七
年
二
月
壬
寅
の
条

K
も

廃
江
陰
軍
為
県
隷
常
州
。
先
是
口
直
秘
閣
知
臨
安
府
主
管
湖
西
安
撫
司
公
事
栄
仲
髪
一
一
一
口
口
白
建
県
為
軍
。
於
朝
廷
初
無
所
補
。
而
以
一
県
之
財
ロ

供
一
…
州
之
費
。
遂
使
、
重
役
科
率
倍
於
他
州
。
兼
常
州
失
此
一
一
県
之
賦
。
両
皆
受
弊
口
故
有
是
命
。
の
詔
ロ
存
屯
兵
三
百
八
十
余
人
。
以
知
県

兼
軍
使
。



と
あ
り
、
南
宋
に
お
い
て
財
政
や
役
の
負
担
が
過
重
で
あ
っ
た
た
め
江
陰
軍
を
県
へ
降
格
し
、
屯
兵
が
い
た
た
め
軍
使
兼
知
静
岡
と
な
っ
た
こ
と

を
知
り
う
る
。
こ
の
軍
使
兼
知
県
事
は
、
屯
軍
の
指
揮
は
で
き
た
が
、
そ
の
行
政
力
は
県
の
長
官
と
し
て
の
権
能
で
あ
り
、
従
っ
て
治
安
維
持
や

辺
防
等
を
州
な
み
に
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
即
ち
輿
地
紀
勝
巻
八
一
・
寿
回
田
の
条
に
よ
る
と
、
軍
使
兼
知
県
単
の
都
州
武
昌
県
を
嘉
定
十
五
年

（
一
二
二
二
）
に
州
格
の
軍
に
升
格
さ
せ
る
状
況
を
の
べ
た
枢
密
院
の
照
会
丈
の
一
節
に

　
　
見
今
本
県
淑
立
両
軍
専
備
防
。
守
江
西
衝
要
隆
口
。
窃
慮
。
知
県
権
軽
。
七
塚
弾
圧
。

と
あ
る
。
こ
の
行
政
力
の
点
に
お
い
て
軍
使
兼
知
県
単
の
県
は
州
格
の
軍
へ
再
び
升
齎
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
軍
使
兼
知
逗
留
の
県
が
成
立
す
る
時
代
背
景
を
考
察
す
る
。
即
ち
軍
使
兼
知
議
事
の
県
は
、
仁
宗
朝
に
初
め
て
抽
出
で
き
た
。
仁
宗
朝
に

至
る
と
、
外
に
契
丹
・
西
夏
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
内
に
王
倫
・
平
海
等
の
大
賊
が
相
継
ぎ
、
都
市
・
郷
村
を
問
わ
ず
治
安
が
悪
化
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

宋
の
治
安
・
警
察
体
制
は
、
県
尉
系
と
巡
検
系
と
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。
県
尉
㊤
な
そ
の
配
下
に
役
と
し
て
徴
発
し
た
弓
手
を
率
い
て
県
域
の
治

安
・
警
察
を
総
領
し
た
。
一
方
巡
検
使
は
主
と
し
て
禁
軍
を
率
い
て
県
域
を
越
え
た
大
賊
や
県
尉
の
手
に
あ
ま
る
大
賊
等
の
追
捕
に
当
っ
た
。
治

安
が
悪
化
し
た
南
宗
朝
以
後
、
事
あ
る
ご
と
に
巡
検
使
を
増
置
し
て
寒
食
を
派
遣
し
た
。
し
か
し
巡
検
食
下
の
禁
兵
は
、
短
期
の
屯
駐
兵
で
あ
り

且
つ
山
川
地
理
に
暗
く
、
ま
た
増
兵
の
急
に
迫
ら
れ
て
多
く
の
席
兵
を
編
入
し
た
た
め
素
質
が
劣
弱
化
し
て
い
た
。
従
っ
て
防
禦
・
迫
捕
の
意
欲

と
能
力
と
が
劣
り
十
分
な
効
果
を
あ
け
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
中
で
郷
村
自
衛
の
た
め
自
治
的
に
郷
雲
（
民
兵
）
が
組
織
さ
れ
、
ま

た
郷
村
の
自
警
防
犯
組
織
で
あ
る
伍
保
法
が
生
ま
れ
て
姦
悪
不
容
と
い
う
禦
賊
効
果
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
伍
保
法
を
基
盤
と
し
て
王
安
石
の
保

画
法
が
成
立
し
た
。
特
に
開
封
善
趣
及
び
沿
辺
三
主
の
里
下
は
、
巡
検
・
県
尉
司
に
上
番
し
て
盗
賊
捕
殺
に
従
事
し
、
保
温
が
上
番
し
な
い
路
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
は
地
域
に
精
通
し
た
地
域
人
を
土
兵
と
し
て
招
面
し
て
警
察
体
制
に
組
込
ん
だ
⑱
。
以
上
の
よ
う
に
兵
制
・
治
安
体
制
の
欠
陥
が
表
面
化
す
る

時
期
に
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
出
現
し
て
き
た
。
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
の
県
の
出
現
と
治
安
体
制
の
再
編
成
一
一
県
単
位
の
治
安
強
化
と
は
密
接

な
関
連
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
宋
代
の
地
方
行
政
は
、
現
地
の
実
態
に
立
脚
し
て
行
な
わ
れ
、
必
ず
し
も
原
則
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
沿
辺
地
帯
で
顕
著
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
州
の
長
官
の
知
封
事
に
は
、
科
挙
出
身
者
を
一
定
任
期
で
派
遣
し
、
土
着
入
の
任
用
は
避
け
る
原
則
で
あ
っ
た
が
、
洞
東
路
府

　
　
具
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

（93）

と
あ

-D、
南
宋
に
な
い
て
財
政
や
役
の
負
担
が
過
重
で
あ
っ
た
た
め
江
陰
軍
を
県
へ
降
格
し
、
屯
兵
が
い
た
た
め
軍
使
兼
知
県
事
と
ま
っ
た
こ
と

を
知
h
y
う
る
口

と
の
軍
使
兼
知
県
事
は
、
屯
軍
の
指
揮
は
で
き
た
が
、

そ
の
行
政
力
は
県
の
長
官
と
し
て
の
権
能
で
あ
h
y
、
従
っ
て
治
安
維
持
や

辺
防
等
を
州
な
み
に
期
待
で
，
d

左
か
っ
た
。
即
ち
輿
地
紀
勝
巻
八
一
・
寿
昌
軍
の
条
に
よ
る
と
、
軍
使
兼
知
県
事
の
都
州
武
昌
県
を
嘉
定
十
五
年

(
一
一
一
二
一
一
)

κ州
格
の
軍

K
升
格
さ
せ
る
状
況
を
の
べ
た
枢
密
院
の
照
会
文
の
一
節

K

見
今
本
県
瓶
立
両
軍
専
備
防
。
守
江
西
衝
要
陰
口
。
窃
慮
。
知
県
権
軽
口
難
以
弾
圧
。

と
あ
る
ロ

こ
の
行
政
力
の
点
に
な
い
て
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
州
格
の
軍
へ
再
び
升
格
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
成
立
す
る
時
代
背
景
を
考
察
す
る
。
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
仁
宗
朝
に
初
め
て
抽
出
で
き
た
。
仁
宗
朝

K

至
る
と
、
外

K
契
丹
・
西
夏
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
内

K
王
倫
・
張
海
等
の
大
賊
が
相
継
ぎ
、
都
市
・
郷
村
を
間
わ
ず
治
安
が
悪
化
し
て
き
た
。

、1Jd
'

A
-

宋
の
治
安
・
警
察
体
制
は
、
県
尉
系
と
巡
検
系
と

K
大
別
さ
れ
て
い
た
口
県
尉
。
は
そ
の
配
下

K
役
と
し
て
徴
発
し
た
弓
手
を
率
い
て
県
域
の
治

安
・
警
察
を
総
領
し
た
。

一
方
巡
検
使
は
主
と
し
て
禁
軍
を
率
い
て
県
域
を
越
え
た
大
賊
や
県
尉
の
手
に
あ
ま
る
大
賊
等
の
追
捕

K
当
ヲ
た
。
治

安
が
悪
化
し
た
仁
宗
朝
以
後
、

事
あ
る
ど
と
に
巡
検
使
を
増
置
し
て
禁
軍
を
派
遣
し
た
。
し
か
し
巡
検
使
下
の
禁
兵
は
、
短
期
の
屯
駐
兵
で
あ

b

(93) 

且
つ
山
川
地
理

K
暗
〈
、

ま
た
増
兵
の
急

K
迫
ら
れ
て
多
く
の
府
兵
を
編
入
し
た
た
め
素
質
が
劣
弱
化
し
て
い
た
。
従
っ
て
防
禦
・
迫
捕
の
意
欲

と
能
力
と
が
劣

b
十
分
左
効
果
を
あ
げ
え
左
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
左
状
勢
の
中
で
郷
村
自
衛
の
た
め
自
治
的

K
郷
丘
〈
(
民
兵
)

が
組
織
さ
れ
、

ま

た
郷
村
の
自
警
防
犯
組
織
で
あ
る
伍
保
法
が
生
ま
れ
て
姦
悪
不
容
と
い
う
禦
賊
効
果
を
あ
げ
て
い
た
。
と
の
伍
保
法
を
基
盤
と
し
て
玉
安
石
の
保

甲
法
が
成
立
し
た
。
特

K
開
封
府
界
及
び
沿
辺
三
路
の
保
丁
は
、
巡
検
・
県
尉
司

K
上
番
し
て
盗
賊
捕
殺

K
従
事
し
、
保
丁
が
上
番
し
左
い
路
分

、切

で
は
地
域

K
精
通
し
た
地
域
人
を
土
兵
と
し
て
招
置
し
て
警
察
体
制
に
組
込
ん
だ
。
。
以
上
の
よ
う

K
兵
制
・
治
安
体
制
の
欠
陥
が
表
面
化
す
る

時
期

K
軍
使
兼
知
県
事
の
県
が
出
現
し
て
き
た
。
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
の
県
の
出
現
と
治
安
体
制
の
再
編
成

l
一
県
単
位
の
治
安
強
化
と
は
密
接

左
関
連
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

あ
っ
走
。

宋
代
の
地
方
行
政
は
、
現
地
の
実
態

K
立
脚
し
て
行
左
わ
れ
、
必
ず
し
も
原
則
通

b
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
特

K
沿
辺
地
帯
で
顕
著
で

例
え
ば
州
の
長
官
の
知
州
事
に
は
、
科
挙
出
身
者
を
一
定
任
期
で
派
遣
し
、
土
着
人
の
任
用
は
避
け
る
原
則
で
あ
っ
た
が
、
河
東
路
府

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ



　
　
呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
Ψ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

州
の
場
合
、
土
着
大
嘘
折
氏
の
世
襲
を
認
め
て
い
た
㊤
。
軍
使
兼
知
業
事
の
県
は
、
府
・
州
へ
の
統
属
、
官
員
の
定
数
O
、
税
・
役
、
行
政
権
等

に
お
い
て
一
般
の
県
と
大
差
な
か
っ
た
が
、
知
県
事
が
軍
使
と
し
て
至
愚
を
指
揮
で
き
た
点
が
一
般
の
県
や
知
県
事
書
士
監
・
監
押
の
県
と
異
な

っ
て
い
た
。
た
だ
知
足
型
兼
都
監
・
監
押
が
一
般
化
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
軍
使
兼
知
指
事
は
ま
だ
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
官
職
と
し
て
の
俸

給
も
決
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
南
宋
の
端
平
語
甲
（
一
二
三
六
）
年
に
撰
著
さ
れ
た
朝
野
警
士
七
二
・
軍
使
の
条
に

　
　
軍
使
在
県
之
上
・
軍
監
之
下
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
宋
に
至
っ
て
州
格
の
軍
・
監
と
県
と
の
中
間
に
位
置
す
る
行
政
機
関
と
し
て
、
州
県
制
の
上
で
の
位
置
が
確
立
し
て
い
っ
た
。

む

す

び

　
以
上
、
南
唐
に
即
け
る
制
手
使
と
宋
代
の
軍
使
兼
知
即
事
と
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
は
し
が
き
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
両
者
は
類
似
の
も
の

と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
両
者
の
異
伺
を
要
約
す
る
。

　
ま
ず
両
者
の
類
似
点
と
し
て
は
次
の
四
点
を
あ
け
う
る
。
第
一
に
、
両
者
と
も
州
に
統
属
し
た
。
第
二
に
、
　
一
県
の
み
を
も
っ
て
成
立
し
た
。

，
第
三
に
、
軍
兵
の
屯
戌
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
第
四
に
、
県
の
長
宮
は
、
軍
使
或
は
常
置
使
の
兼
職
に
よ
っ
て
、
治
民
の
官
で
あ
る
と
と
も
に
軍

事
権
（
特
に
指
揮
権
）
を
有
し
て
い
た
。
両
者
に
は
こ
の
よ
う
な
類
似
点
が
あ
っ
た
が
、
南
唐
朝
と
宋
朝
と
の
政
治
・
社
会
に
位
置
づ
け
て
各
々

考
察
す
る
と
、
両
者
の
類
似
点
を
全
く
同
質
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
南
唐
に
澄
け
る
制
置
使
の
県
は
、
一
風
を
も
っ
て
成
立
し
、
南
唐
の
禁
軍
が
屯
戌
し
て
辺
防
に
当
っ
て
い
た
。
そ
の
県
は
州
へ
統
属
し
て
は
い

た
が
、
そ
れ
は
名
目
的
で
あ
り
、
実
際
は
中
央
と
強
く
直
結
し
て
い
た
。
　
一
方
宋
代
の
軍
使
兼
知
領
事
の
県
は
、
治
安
維
持
と
辺
境
防
衛
と
に
お

い
て
、
禁
軍
中
心
よ
り
民
兵
制
へ
と
い
う
軍
制
の
変
遷
過
程
で
、
県
の
長
官
が
県
域
内
に
屯
聾
す
る
禁
軍
と
郷
兵
と
の
指
揮
を
掌
握
し
た
点
で
一

般
の
県
と
異
っ
て
は
い
た
が
、
行
政
上
に
お
け
る
統
属
や
税
・
役
或
は
行
政
権
等
の
面
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
州
下
の
行
政
区
画
と
し
て
一

般
の
県
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
軍
使
兼
知
事
事
の
県
と
一
般
の
県
と
は
、
同
列
の
行
政
機
関
で
あ
っ
た
が
、
前
者
は
後
者
よ
り
上
位
に
格
付
け

（94）

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ
A
W

市
り

州
の
場
合
、
土
着
大
姓
折
氏
の
世
襲
を
認
め
て
い
た
@
。
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
府
・
州
へ
の
統
属
、
官
員
の
定
数
。
、
税
・
役
、
行
政
権
等

K
-沿
い
て
一
般
の
県
と
大
差
左
か
っ
た
が
、
知
県
事
が
軍
使
と
し
て
屯
軍
を
指
揮
で
き
た
点
が
一
般
の
県
や
知
県
事
兼
都
監
・
監
押
の
県
と
異
左

っ
て
い
た
。
た
だ
知
県
事
兼
都
監
・
監
押
が
一
般
化
し
て
い
た
の

K
対
し
て
、
軍
使
兼
知
県
事
は
ま
だ
特
殊
ま
も
の
で
あ

b
、
官
職
と
し
て
の
俸

給
も
決
定
さ
れ
て
い
左
か
っ
た
口
そ
し
て
南
宋
の
端
平
丙
甲
(
一
二
三
大
)
年

K
撰
著
さ
れ
た
朝
野
類
要
巻
二
・
軍
使
の
条

K

軍
使
在
県
之
上
・
軍
監
之
下
。

と
あ
る
よ
う

K
、
南
宋

K
至
っ
て
州
格
の
軍
・
監
と
県
と
の
中
間

K
位
置
す
る
行
政
機
関
と
し
て
、
州
県
制
の
上
で
の
位
置
が
確
立
し
て
い
っ
た
ロ

む

す

ひ、

以
上
、
南
唐
に
な
け
る
制
置
使
と
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
と

K
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、

は
し
が
き
で
ふ
れ
た
よ
う

K
、
両
者
は
類
似
の
も
の

(94) 

と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
た
。
こ
と
で
は
両
者
の
異
同
を
要
約
す
る
。

ま
ず
両
者
の
類
似
点
と
し
て
は
次
の
四
点
を
あ
げ
う
る
ロ
第
一

K
、
両
者
と
も
州

K
統
属
し
た
。
第
二

K
、

一
県
の
み
を
も
っ
て
成
立
し
た
ロ

第
三

K
、
軍
兵
の
屯
成
と
不
可
分
で
あ
っ
た
口
第
四

K
、
県
の
長
官
は
、
軍
使
或
は
制
置
使
の
兼
職
に
よ
っ
て
、
治
民
の
官
で
あ
る
と
と
も

K
軍

事
権
(
特

K
指
揮
権
〉
を
有
し
て
い
た
。
両
者

K
は
と
の
よ
う
左
類
似
点
が
あ
っ
た
が
、
南
唐
朝
と
宋
朝
と
の
政
治
・
社
会
に
位
置
づ
け
て
各
々

考
察
す
る
と
、
両
者
の
類
似
点
を
全
く
同
質
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
左
い
。

南
麿

K
台
け
る
制
置
使
の
県
は
、

一
県
を
も
っ
て
成
立
し
、
南
唐
の
禁
軍
が
屯
成
し
て
辺
防
に
当
っ
て
い
た
ロ
そ
の
県
は
州
へ
統
属
し
て
は
い

た
が
、

そ
れ
は
名
目
的
で
あ

b
、
実
際
は
中
央
と
強
く
直
結
し
て
い
た
ロ

一
方
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
の
県
は
、
治
安
維
持
と
辺
境
防
衛
と

k
h
v

い
て
、
強
一
小
軍
中
心
よ

b
民
兵
制
へ
と
い
う
軍
制
の
変
遷
過
程
で
、
県
の
長
官
が
県
域
内

K
屯
成
す
る
禁
軍
と
郷
兵
と
の
指
揮
を
掌
握
し
た
点
で
一

般
の
県
と
異
つ
て
は
い
た
が
、
行
政
上
k

b
け
る
統
属
や
税
・
役
或
は
行
政
権
等
の
面

K
-沿
い
て
は
、

あ
く
ま
で
も
州
下
の
行
政
区
画
と
し
て
一

般
の
県
と
同
じ
で
あ
っ
た
口
た
だ
軍
使
兼
知
県
事
の
県
と
一
般
の
県
と
は
、

同
列
の
行
政
機
関
で
あ
っ
た
が
、
前
者
は
後
者
よ

b
上
位
に
格
付
け



ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
南
宋
朝
に
至
Φ
と
、
前
者
は
、
虫
下
州
の
軍
監
と
後
者
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
宋
朝
は
軍
政
と
民

政
と
を
分
離
す
る
原
則
で
あ
っ
た
が
、
辺
境
・
交
通
要
衝
等
の
末
端
行
政
区
画
の
県
に
固
い
て
、
両
者
の
完
全
な
分
離
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
軍
兵
が
屯
駕
す
る
県
で
そ
の
訓
練
の
た
め
知
県
兼
都
監
・
藤
屋
が
成
立
し
、
官
職
と
し
て
定
着
し
た
㊤
。
一
方
軍
兵
を
動
員
・
指
揮
し
て
辺
防

・
治
安
に
当
る
こ
と
を
緊
急
と
射
た
県
で
は
知
煙
毒
の
職
を
軍
使
が
兼
ね
た
。
こ
れ
が
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
軍
使
・
都
監
・
監

諸
等
を
兼
職
し
た
の
は
八
品
官
程
度
の
京
夜
回
・
三
班
使
臣
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
に
州
・
軍
監
を
廃
止
し
た
際
、
軍
使
兼
知
重
事
の
県

が
頻
繁
に
成
立
す
る
要
因
が
あ
っ
た
。
最
後
に
軍
使
兼
知
秘
事
の
事
例
が
樋
代
の
県
…
数
よ
り
み
る
ど
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
江
陰
軍
の

場
合
、
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一
七
六
・
紹
興
二
十
七
年
二
月
壬
寅
の
条
に
「
廃
貨
陰
軍
事
県
隷
常
州
。
　
（
中
略
）
。
循
詔
。
存
将
兵
三
百
入
十

余
入
。
以
知
県
兼
軍
使
」
と
あ
る
も
の
が
、
宋
逆
巻
入
門
・
江
戸
軍
の
条
に
は
「
紹
興
二
十
七
年
廃
」
と
の
み
あ
る
。
山
陽
軍
の
場
合
、
宋
会
要

・
方
域
六
・
螂
州
漢
陽
県
・
紹
興
六
年
八
月
十
五
日
の
条
に
「
漢
陽
軍
隷
重
藤
。
知
県
帯
軍
使
」
と
あ
る
も
の
が
、
宋
史
巻
八
入
・
漢
皇
軍
の
条

に
は
「
紹
興
五
年
。
又
廃
為
政
」
と
あ
る
。
ま
た
高
郵
・
興
底
企
県
を
管
域
と
し
た
高
子
軍
の
場
合
、
輿
地
紀
勝
巻
四
三
・
高
郵
県
に
所
載
の
図

式
に
「
点
画
以
来
。
軍
廃
則
以
県
兼
軍
使
。
軍
復
虫
垂
知
聾
心
」
と
あ
る
。
以
上
の
諸
例
を
考
慮
す
る
と
、
州
格
の
軍
を
廃
止
し
た
場
合
、
ま
た

羅
摩
州
を
州
県
体
制
に
組
込
む
場
合
、
明
記
が
な
く
て
軍
使
兼
知
県
事
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
事
例
は
倍
増
し
、
か
な
り
普
遍
化
し
て

い
た
と
も
推
察
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
州
大
学
七
癖
部
助
手
）

　
　
　
註

ω
　
孜
女
道
県
僚
巻
四
・
風
俗
の
条
に

　
　
　
婆
居
微
・
野
間
。
山
多
田
少
。
西
南
梢
暖
術
。
東
北
則
多

　
　
　
依
大
山
之
麓
。
墾
以
為
田
。
層
累
而
三
指
。
至
十
余
級
。

　
　
　
不
盈
一
畝
。
牛
積
不
得
褥
。
其
間
刀
耕
火
種
。
兼
漢
澗
之

　
　
　
潤
。
多
不
及
受
。
而
仰
墓
前
天
。
毎
一
歳
桀
田
所
入
不
足
。

　
　
　
供
通
言
十
分
之
四
。
乃
併
力
作
富
山
。
収
麻
藍
粟
麦
。
佐

呉
南
唐
の
制
貴
使
を
論
じ
て
餐
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
　
　
所
不
給
。
而
以
其
杉
桐
之
入
。
易
道
産
於
饒
。
易
諸
貨
於

　
　
　
休
。
走
屋
並
水
路
険
峻
。
僅
鼓
一
葉
之
舟
。
、
走
休
則
陸
路

　
　
　
崎
嘔
。
大
費
肩
下
之
力
。
故
生
計
難
。

　
と
あ
る
。

②
　
徐
露
髄
集
の
「
元
帥
書
記
高
学
芸
」
な
る
人
物
は
、
馬
氏
．

　
密
議
両
南
唐
書
に
よ
る
と
高
越
に
相
当
す
る
。
陸
氏
南
唐
書
巻

（95）

ま
た
宋
朝
は
軍
政
と
民

ら
れ
て
い
た
。
と
の
よ
う
忙
し
て
南
宋
朝

K
至
心
と
、
前
者
は
、
同
下
州
の
軍
監
と
後
者
と
の
間

K
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

政
と
を
舟
離
す
る
原
別
で
あ
っ
た
が
、
辺
境
・
交
通
要
衝
等
の
末
端
行
政
区
画
の
県

K
-沿
い
て
、
両
者
の
完
全
左
分
離
は
困
難
で
あ
っ
た
ロ

a， 

K
軍
兵
が
屯
成
す
る
県
で
そ
の
訓
練
の
た
め
知
県
兼
都
監
・
監
押
が
成
立
し
、
官
職
と
し
て
定
着
し
た

eo

と

と

一
方
軍
兵
を
動
員
・
指
揮
し
て
辺
防

-
治
安

K
当
る
と
と
を
緊
急
と
し
た
県
で
は
知
県
事
の
職
を
軍
使
が
兼
ね
た
。
と
れ
が
即
ち
軍
使
兼
知
県
事
で
あ
っ
た
ロ

ま
た
軍
使
・
都
監
・
監

押
等
を
兼
職
し
た
の
は
八
品
官
程
度
の
京
朝
官
・
三
班
使
臣
等
で
あ
っ
た
ロ
と
の
よ
う
左
点

K
州
・
軍
監
を
廃
止
し
た
際
、
軍
使
兼
知
県
事
の
県

が
頻
繁

K
成
立
す
る
要
因
が
あ
っ
た
ロ
最
後

K
軍
使
兼
知
県
事
の
事
例
が
宋
代
の
県
数
よ
り
み
る
ど
ど
く
少
数
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
江
陰
軍
の

(
中
略
)
。
の
詔
。
存
屯
兵
三
百
八
十

場
合
、
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一
七
六
・
紹
興
二
十
七
年
二
月
壬
寅
の
条

K
「
廃
江
陰
軍
為
県
隷
常
州
ロ

余
人
。
以
知
県
兼
軍
使
」
と
あ
る
も
の
が
、
宋
史
巻
八
八
・
江
陰
軍
の
条

K
は
「
紹
興
二
十
七
年
廃
」
と
の
み
あ
る
。
漢
陽
軍
の
場
合
、
宋
会
要

-
方
域
六
・
部
州
漢
陽
県
・
紹
興
六
年
八
月
十
五
日
の
条

K
「
漢
陽
軍
隷
郭
州
。
知
県
帯
軍
使
」
と
あ
る
も
の
が
、
宋
史
巻
八
八
・
漢
陽
軍
の
条

K
は
「
紹
興
五
年
。
叉
廃
為
県
」
と
あ
る
。
ま
た
高
郵
・
興
化
二
県
を
管
域
と
し
た
高
郵
軍
の
場
合
、
輿
地
紀
勝
巻
四
三
・
高
郵
県
に
所
載
の
図
ま
た

(95) 

経

K
「
中
興
以
来
。
軍
廃
則
以
県
兼
軍
使
。
軍
復
則
為
知
県
事
」
と
あ
る
。
以
上
の
諸
例
を
考
慮
す
る
と
、
州
格
の
軍
を
廃
止
し
た
場
合
、

い
た
と
も
推
察
で
き
る
ロ

臨
輔
献
品
州
を
州
県
体
制

K
組
込
む
場
合
、
明
記
が
在
く
て
軍
使
兼
知
県
事
で
あ
る
と
と
が
考
え
ら
れ
、

〈
九
州
大
学
文
学
部
助
手
〉

註

(1) 

政
-
在
潟
県
志
巻
四
・
風
俗
の
条

K

姿
居
微
・
鏡
問
。
山
多
田
少
ロ
西
南
精
蹟
桁
。
東
北
則
多

依
大
山
之
麓
。
墾
以
為
田
口
層
累
市
上
指
ロ
至
十
余
級
。

不
盈
一
畝
。
牛
績
不
得
持
。
其
間
万
耕
火
種
。
兼
渓
澗
之

潤
。
多
不
及
受
。
而
仰
沢
於
天
。
毎
一
歳
集
団
所
入
不
足
。

供
通
邑
十
分
之
四
ロ
乃
併
力
作
於
山
口
収
麻
藍
粟
麦
口
佐

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

そ
の
事
例
は
倍
増
し
、

か
ま
り
普
遍
化
し
て

所
不
給
。
而
以
其
杉
桐
之
入
口
易
魚
稲
於
銭
。
易
諮
貨
於

休
。
走
鏡
則
水
路
険
峻
。
僅
鼓
一
葉
之
舟
。
走
休
則
陸
路

崎
幅
。
大
費
一
屑
負
之
力
。
故
生
計
難
。

と
あ
る
。

ω
徐
公
文
集
の
「
元
帥
書
記
高
郎
中
」
左
る
人
物
は
、
馬
氏
・

陸
氏
両
南
唐
蓄

K
よ
る
と
高
越

K
相
当
す
る
。
陸
氏
南
唐
書
巻



呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
六
・
高
越
伝
に
よ
っ
て
烈
町
代
の
彼
の
官
職
歴
を
み
る
と
、
高

　
越
の
経
歴
は
、
水
部
員
外
郎
↓
基
部
漸
西
営
田
判
官
↓
薪
州
司

　
士
参
軍
↓
軍
事
判
官
↓
広
陵
令
↓
千
丁
部
↓
侍
御
史
↓
知
雑
元

　
帥
府
掌
書
記
・
起
居
郎
・
中
書
舎
人
と
な
り
、
後
輿
の
代
に
御

　
史
中
丞
・
三
殿
学
士
・
左
諫
議
大
夫
・
兼
戸
部
侍
郎
を
歴
任
し

　
て
い
る
。

㈲
　
と
の
物
語
は
次
の
よ
う
な
大
要
で
あ
る
。
即
ち
あ
る
婆
源
軍

　
入
の
後
妻
が
、
先
妻
の
子
を
い
つ
も
虐
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

　
先
妻
が
地
下
よ
り
よ
み
が
え
っ
て
、
十
日
間
後
妻
を
叱
責
し
、

　
改
俊
さ
せ
て
、
栢
林
の
墓
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

　
る
。

ω
　
馬
氏
南
唐
書
巻
一
・
昇
元
元
年
粗
卑
二
月
の
条
に
よ
る
と
、

　
州
へ
昇
格
し
た
と
き
、
そ
の
刺
史
は
海
陵
発
車
使
楮
仁
親
が
任

　
命
さ
れ
た
。

㈲
　
太
平
三
十
記
＝
ご
○
・
泰
州
海
陵
県
の
条
に
、
華
華
倉
は
、

　
「
漢
呉
王
轟
之
倉
」
と
あ
る
。
漢
代
の
海
陵
倉
は
最
大
の
物
資

　
韻
事
の
倉
庫
で
あ
っ
た
。
ま
た
三
民
南
唐
書
巻
一
九
・
裾
…
仁
規

　
伝
に
よ
る
と
、
海
事
制
置
使
楮
仁
規
は
海
陵
塩
密
使
で
も
あ
っ

　
た
。
海
陵
の
地
は
魚
塩
竹
葦
の
産
地
で
あ
り
、
天
下
和
風
監
の

　
一
と
さ
れ
た
。
陸
橋
南
回
書
・
本
紀
第
二
・
交
泰
元
年
三
月
壬

　
辰
の
条
に
よ
る
と
、
海
陵
塩
監
は
毎
歳
購
軍
塩
三
十
万
石
を
供

　
給
す
る
財
源
地
で
あ
っ
た
。

⑥
　
太
平
簑
隠
蟹
巻
一
〇
六
・
房
州
の
条
及
び
陸
氏
南
唐
手
・
本

　
紀
二
・
保
大
十
年
春
正
月
の
条
等
参
照
。

⑦
　
太
平
簑
宇
記
巻
一
三
〇
・
通
州
の
条
及
び
輿
地
紀
勝
巻
四
一

　
・
通
言
の
条
所
載
の
若
州
等
等
参
照
。

⑧
　
嘉
定
鎮
江
志
巻
一
七
・
丹
陽
県
令
の
条
に

　
　
　
五
代
呂
廷
禎
。
南
唐
時
。
知
丹
陽
県
鎮
事
兼
点
検
館
駅
迎

　
　
　
送
公
事
。

　
と
あ
る
。
西
川
正
夫
氏
「
呉
・
南
唐
琴
王
朝
の
国
家
権
力
の
性

　
格
」
　
（
法
制
史
研
究
第
九
巻
）
、
日
野
開
三
郎
氏
「
五
代
鎮
将

　
考
」
　
（
東
洋
学
報
第
二
五
巻
第
二
号
）
等
参
照
。

⑨
　
全
唐
丈
巻
八
八
こ
・
徐
鉱
・
「
送
武
進
襲
明
府
之
官
爵
」
及

　
び
玉
笹
南
唐
書
・
本
紀
嚇
・
昇
元
六
年
閏
正
月
の
条
等
参
照
。

U③

@
旧
五
代
史
巻
一
嚇
六
・
顕
徳
三
年
二
月
辛
卯
の
条
、
同
書
巻

　
一
一
八
・
顕
徳
五
年
二
月
甲
寅
の
条
、
陸
氏
南
罫
書
・
本
紀
二

　
・
交
泰
元
年
春
正
月
の
条
、
太
平
簑
三
白
巻
＝
二
〇
・
天
長
軍

　
の
条
等
参
照
。

09

@
太
平
簑
宇
記
巻
一
〇
三
・
広
徳
軍
の
条
参
照
。
な
診
宋
史
巻

　
八
八
・
地
理
志
・
広
徳
軍
の
条
で
、
懸
樋
は
「
茶
芽
」
と
な
つ

　
て
い
る
。

働
　
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
・
風
俗
形
勢
の
条
に
所
載
の
、
「

　
「
曾
南
豊
作
広
徳
軍
鼓
楼
記
」
に
よ
る
と

　
　
　
故
郵
之
櫨
。
呉
之
西
彊
。
境
大
漁
沃
。
食
貨
富
饒
。
入
有

の

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

六
・
高
越
伝

K
よ
っ
て
烈
宗
代
の
彼
の
官
職
歴
を
み
る
と
、
高

越
の
経
歴
は
、
水
部
員
外
郎
↓
一
刺
部
新
西
営
回
判
官
↓
斬
州
司

土
参
軍
↓
軍
事
判
官
↓
広
陵
令
↓
判
吏
部
↓
侍
御
史
↓
知
雑
元

帥
府
掌
書
記
・
起
居
郎
・
中
書
舎
人
と
な

b
、
後
主
の
代

K
御

史
中
丞
・
政
殿
学
士
・
左
一
謀
議
大
夫
・
兼
戸
部
侍
郎
を
歴
任
し

て
い
る
口

(司

と
の
物
語
は
次
の
よ
う
ま
大
要
で
あ
る
。
即
ち
あ
る
妥
源
軍

人
の
後
妻
が
、
先
妻
の
子
を
い
つ
も
虐
待
し
て
い
た
と
と
ろ
、

先
妻
が
地
下
ょ

b
よ
み
が
え
っ
て
、
十
日
間
後
妻
を
叱
責
し
、

改
俊
さ
せ
て
、
栢
林
の
墓

K
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る。ω
馬
氏
南
唐
書
巻
一
・
昇
元
元
年
十
有
二
月
の
条

K
よ
る
と
、

州
へ
昇
格
し
た
と
き
、
そ
の
刺
史
は
海
陵
制
置
使
裕
仁
親
が
任

命
さ
れ
た
。

ω
太
平
嚢
宇
記
一
三

0
・
泰
州
海
陵
県
の
条

K
、
海
陵
倉
は
、

「
漢
呉
王
溝
之
倉
」
と
あ
る
。
漢
代
の
海
陵
倉
は
最
大
の
物
資

収
蓄
の
倉
庫
で
あ
っ
た
。
ま
た
馬
氏
南
唐
書
巻
一
九
・
裕
仁
規

伝

K
よ
る
と
、
海
陵
制
置
使
裕
仁
親
は
海
陵
塩
監
使
で
も
あ
ヲ

た
口
海
陵
の
地
は
魚
塩
什
葦
の
産
地
で
あ

b
、
天
下
十
塩
監
の

一
と
さ
れ
た
。
陸
氏
南
唐
書
・
本
紀
第
二
・
交
泰
元
年
三
月
壬

辰
の
条
に
よ
る
と
、
海
陵
塩
監
は
毎
歳
路
軍
塩
三
十
万
石
を
供

給
す
る
財
源
地
で
あ
っ
た
。

ω
太
平
嚢
字
記
巻
一

O
六
・
錆
州
の
条
及
び
陸
氏
南
唐
書
・
本

紀
二
・
保
大
十
年
春
正
月
の
条
等
参
照
ロ

ω
太
平
嚢
宇
記
巻
一
三

0
・
通
州
の
条
及
び
輿
地
紀
勝
巻
四
一

・
通
州
の
条
所
載
の
通
州
志
等
参
照
。

ω
嘉
定
鎮
江
志
巻
一
七
・
丹
陽
県
令
の
条
K

五
代
呂
廷
禎
。
南
唐
時
。
知
丹
陽
県
鎮
事
兼
点
検
館
駅
迎

送
公
事
。

と
あ
る
。
西
川
正
夫
氏
「
呉
・
南
唐
両
王
朝
の
国
家
権
力
の
性

格
」
〈
法
制
史
研
究
第
九
巻
〉
、
日
野
開
三
郎
氏
「
五
代
鎮
将

考
」
〈
東
洋
学
報
第
二
五
巻
第
二
号
〉
等
参
照
ロ

ω
全
唐
文
巻
八
八
二
・
徐
鉱
・
「
送
武
進
襲
明
府
之
官
序
」
及

び
陸
氏
南
唐
番
・
本
紀
一
・
昇
元
六
年
間
正
月
の
条
等
参
照
。

間
旧
五
代
史
巻
一
一
六
・
顕
徳
三
年
二
月
辛
卯
の
条
、
同
書
巻

一
一
八
・
顕
徳
五
年
二
月
甲
寅
の
条
、
陸
氏
南
唐
書
・
本
紀
二

・
交
泰
元
年
春
正
月
の
条
、
太
平
嚢
宇
一
記
巻
一
三

0
・
天
長
軍

の
条
等
参
照
ロ

仙
太
平
嚢
宇
記
巻
一

O
三
・
広
徳
軍
の
条
参
照
。
な
恥
宋
史
巻

八
八
・
地
理
志
・
広
徳
軍
の
条
で
、
土
貢
は
「
茶
芽
」
と
左
っ

て
い
る
。

(96) 

問
輿
地
紀
勝
巻
二
四
・
広
徳
軍
・
風
俗
形
勢
の
条

K
所
載
の
、
「

「
曾
南
豊
作
広
徳
軍
鼓
楼
記
」
に
よ
る
と

故
郵
之
嘘
。
旦
ハ
之
西
彊
ロ
境
大
壌
沃
ロ
食
貨
富
銭
。
人
有



　
　
　
余
力
。

　
と
あ
る
。

㈹
　
資
治
三
三
三
二
九
二
・
後
影
・
顕
徳
三
年
二
月
癸
巳
の
条
参

　
照
。

個
　
永
楽
大
典
巻
二
三
〇
七
・
続
調
製
長
編
・
開
宝
七
年
十
一
月

　
乙
亥
朔
の
条
に

　
　
　
潭
州
兵
入
江
霊
界
。
悪
罵
郷
。
電
蓄
制
三
思
劉
茂
忠
所
敗

　
と
あ
る
。

圃
馬
氏
南
唐
書
巻
一
九
・
裾
…
仁
三
三
参
照
。

一㈹

@　

ｶ
く
・
史
巻
一
工
ハ
一
　
。
帖
三
三
昭
伝
参
照
。

㎝
　
馬
静
置
唐
書
巻
五
・
開
宝
七
年
九
月
の
条
及
び
同
書
巻
二
二

　
・
劉
茂
忠
伝
参
照
。

⑬
　
馬
氏
南
唐
書
巻
二
二
：
李
元
清
伝
及
び
陸
灘
南
唐
書
・
列
伝

　
一
二
・
李
可
溶
伝
参
照
。

⑲
　
輿
地
紀
勝
巻
四
一
・
通
州
の
条
に
所
載
の
逓
州
志
参
照
。

⑳
　
爲
氏
南
唐
書
巻
一
八
ゼ
眺
景
伝
参
照
。

伽
　
拙
稿
「
五
代
地
方
行
政
に
耀
け
る
軍
に
つ
い
て
」
　
（
東
方
学

　
第
四
三
輯
）
参
照
。

⑳
　
雄
遠
耳
は
、
，
寸
寸
が
北
斗
に
統
合
さ
れ
た
開
宝
八
年
（
九
七

　
五
）
に
平
南
軍
と
改
名
さ
れ
、
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
に

，
升
思
し
た
。
従
っ
て
雄
国
軍
は
南
唐
朝
の
名
称
で
あ
る
。

⑳
　
西
川
正
夫
氏
「
呉
・
図
説
両
王
朝
の
国
家
権
力
の
性
格
」
（
法

呉
・
南
…
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
・
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

　
制
史
研
究
九
）
、
草
野
靖
氏
「
宋
の
通
判
ど
財
政
」
　
（
東
洋
史

　
学
第
二
三
輯
）
参
照
。

⑳
　
註
2
3
の
西
川
氏
論
文
参
照
。

25

@
国
朝
会
要
に
は

　
　
　
諸
県
事
務
無
機
者
。
六
八
朝
官
及
武
臣
幕
職
領
。

　
と
あ
り
、
両
朝
国
史
志
に
は

　
　
　
令
語
用
京
官
需
試
警
世
職
及
三
班
使
臣
。
皆
謂
之
知
県
事
。

　
　
　
叉
有
軍
使
兼
知
県
者

　
と
あ
る
。

㈱
　
註
⑳
の
拙
稿
参
照
。

⑳
　
欧
陽
至
忠
公
集
・
奏
翠
黛
一
七
・
苦
患
鷹
揚
鷺
草
ヅ
「
論
萱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
毅
・
萬
勝
等
兵
三
子
」
の
条
に
よ
る
と
、
洞
東
路
に
お
け
る
駐
⑲

　
泊
・
就
農
野
離
の
兵
員
は
次
表
の
よ
ヶ
で
あ
っ
た
。
ま
た
続
資

糧就 泊駐

宣 全 萬 全

毅 体 勝 体

一
幽指

四 四 二 六 三

四 九 ○ 入 三

二 六 一 三
○

二
、
　
　
，
　
　
、 「． 只 兵

二 七 一 ○
σ ’○

○
： ○

σ ○ ○
○
・
余
員

一

四ll．四 五 四

指
揮

五 二 五 七 の
○ ○ 五 ○ 兵

治
門
鑑
長
編
巻
一
六
一
・
避
暑
七
年
（
一
〇
四
七
）
十
二
月
庚

午
の
条
の
張
方
響
の
言
に
よ
る
と
、
当
時
の
陳
西
の
禁
軍
は
、

八
六
〇
余
指
揮
約
四
〇
余
墨
入
で
あ
っ
た
の
で
一
指
揮
当
り
約

余
力
。

と
あ
る
口

日
資
治
通
鑑
巻
二
九
二
・
後
周
・
顕
徳
三
年
二
月
美
巴
の
条
参

照。

M

永
楽
大
典
巻
二
一
ニ

O
七
・
続
通
鑑
長
編
・
開
宝
七
年
十
一
月

乙
亥
朔
の
条
に

濯
州
兵
入
江
南
界
。
攻
拝
郷
。
為
其
制
置
使
劉
茂
忠
所
敗

と
あ
る
ロ

馬
氏
南
唐
書
巻
一
九
・
裕
仁
親
伝
参
照
。

宋
史
巻
二
六
一
・
隙
承
昭
伝
参
照
。

馬
氏
南
唐
書
巻
五
・
開
宝
七
年
九
月
の
条
及
び
同
書
巻
二
二

.
劉
茂
忠
伝
参
照
。

間
馬
氏
南
唐
書
巻
二
二
・
李
元
清
伝
及
び
陸
氏
南
唐
書
・
列
伝

一
二
・
李
元
清
伝
参
照
口

州
問
輿
地
紀
勝
巻
四
一
・
通
州
の
条

K
所
載
の
遥
州
志
参
照
。

側
馬
氏
南
唐
書
巻
一
八
・
挑
景
伝
参
照
ロ

間
拙
稿
「
五
代
地
方
行
政

K
争
け
る
軍

K
ヲ
い
て
」
〈
東
方
学

第
四
三
輯
)
参
照
。

凶
雄
遠
軍
は
、
南
唐
が
北
宋

K
統
合
さ
れ
た
閲
宝
八
年
(
九
七

五
)

K
平
南
軍
と
改
名
さ
れ
、
太
平
興
国
二
年
(
九
七
七
〉

K

升
州
し
た
。
従
っ
て
雄
遠
軍
は
南
唐
朝
の
名
称
で
あ
る
。

間
西
川
正
夫
氏
「
呉
・
南
唐
両
王
朝
の
国
家
権
力
の
性
格
」
(
法

(1引日目(15)呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

制
史
研
究
九
)
、
草
野
靖
氏
「
宋
の
通
判
と
財
政
」

学
第
二
三
輯
)
参
照
。

制
註
仰
の
西
川
氏
論
文
参
照
。

阿

国

朝

会

要

K
は

諸
県
事
務
要
劇
者
。
以
京
朝
官
及
武
百
幕
職
領
。

と
あ

b
、
高
朝
国
史
志

K
は

令
参
用
京
宮
或
試
街
幕
職
及
三
班
使
臣
。
皆
謂
之
知
県
事
。

又
有
軍
使
兼
知
県
者

と
あ
る
口

(
東
洋
史

側
註
仰
の
拙
稿
参
照
o

m
欧
陽
文
忠
公
集
・
奏
議
巻
一
七
・
河
東
奉
使
奏
草
・
「
論
宣

毅
・
高
勝
等
兵
剖
子
」
の
条

K
よ
る
と
、
、
河
東
路
k
h
v
け
る
駐

泊
・
就
糧
禁
軍
の
兵
員
は
次
表
C
ょ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
統
資

(97) 

糧就 泊駐

主，2EEzLp 全 高
全体

毅 体 勝

一 指揮
四 四 一 ノ-<....¥ 
四 九 O 1¥ 数

一 ノ停工¥戸・ 一ー
O 一一一 丘、. 、
‘ 
、

一 七 一O O 
O O O O O O O 員

余

一
四 指J軍四 五 四

O 五
一 五 七 の
O 五 O 丘

し一一

治
通
鑑
長
編
巻
一
六
一
・
慶
暦
七
年
〈
一

O
四
七
)
十
二
月
庚

午
の
条
の
張
方
平
の
一
言

K
よ
る
と
、
当
時
の
険
西
の
禁
軍
は
、

八
六

O
余
指
揮
約
四

O
余
万
人
で
あ
っ
た
の
で
一
指
揮
当
h
y
約



呉
ボ
馨
霧
昼
幕
裳
悉
継
豊
難
塞
暴
蕊

　
四
六
五
人
と
な
る
。

⑳
　
宋
全
巻
U
六
六
・
職
官
志
、
日
野
開
三
郎
氏
「
東
洋
中
世
史
」

　
第
八
章
兵
制
（
平
凡
社
）
、
和
田
清
氏
編
「
支
那
官
制
発
達
更
」

　
第
六
章
三
代
（
中
央
大
学
出
版
部
）
等
参
照
。

⑳
　
宋
・
史
巻
八
九
・
地
理
志
・
藤
州
路
重
慶
府
及
び
南
平
軍
の
条

　
参
照
。

㈹
　
三
代
に
齢
け
る
三
班
職
の
武
臣
が
、
行
政
・
軍
事
・
警
察
等

　
各
方
面
の
官
職
へ
進
出
し
た
こ
と
は
、
善
導
の
中
央
集
権
制
や

　
官
僚
制
等
を
考
察
す
る
上
で
専
寂
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

み
㈱
　
三
会
要
・
職
官
四
八
．
県
令
．
政
和
八
年
十
月
十
六
日
の
条

　
立
会
要
・
方
域
五
・
洞
中
置
の
条
、
宋
遠
巻
八
七
・
地
理
志
・

　
清
平
軍
の
勲
等
参
照
。

　
　
夜
た
宋
大
詔
令
集
巻
一
五
九
・
建
易
州
県
・
建
永
安
県
の
条

　
に
よ
る
と

　
　
　
永
安
鎮
薬
量
腎
虚
隷
洞
南
府
同
赤
酒
。
委
本
門
与
転
運
使

　
　
　
割
就
近
時
戸
隷
属
心
．
夏
秋
二
税
止
輸
県
門
。
不
得
移
擾
。

　
　
　
常
賦
之
外
回
其
他
役
。

　
と
あ
っ
て
、
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
正
月
、
奉
陵
の
た
め
に

　
鎮
を
県
へ
升
格
さ
せ
、
そ
の
両
税
は
熱
湯
κ
す
べ
て
輸
勧
さ
せ
．

　
て
常
賦
以
外
の
諸
役
を
免
除
し
て
い
る
。
さ
ら
に
節
黒
巻
一
八

　
七
・
兵
甲
・
大
中
思
置
四
年
（
一
〇
＝
）
の
条
に

　
　
　
宣
示
永
安
県
。
永
安
指
揮
兵
入
千
余
入
。
以
奉
諸
陵
。

　
と
あ
り
、
永
安
県
に
は
廟
軍
よ
り
禁
軍
へ
升
暑
し
た
永
安
指
揮

　
八
千
余
人
が
屯
戌
し
、
衛
陵
の
任
に
当
っ
．
て
い
た
。
宋
会
要
”

　
礼
三
七
・
諸
陵
の
条
参
照
。

㈱
㌦
落
通
鑑
長
編
巻
三
四
魚
寧
三
年
八
月
庚
肇
参

　
岡
　
朱
子
同
類
巻
一
二
八
・
本
朝
二
・
法
制
の
条
に

　
　
　
都
監
乃
是
唐
紅
常
々
。
，
不
知
何
時
転
官
。

　
と
あ
り
▽
都
監
を
唐
代
の
監
軍
と
言
っ
て
い
る
。
「
．

綱
古
今
合
壁
事
類
備
子
鳥
八
○
・
、
県
尉
の
条
に
は

　
　
　
元
豊
葦
。
詔
。
重
立
法
地
県
尉
並
養
臣
。
元
祐
元
年
。
㈹

　
　
　
蘇
轍
言
。
旧
法
県
尉
皆
用
選
人
。
近
歳
並
用
武
臣
。
自
改

　
　
　
法
巳
来
。
未
聞
盗
賊
為
之
長
息
。
請
復
旧
法
。
詔
。
除
沿

　
　
　
辺
県
尉
依
回
外
。
余
並
差
選
入
苅
三
三
元
年
。
詔
ゆ
，
重
法

　
　
．
地
県
尉
旧
差
武
臣
処
。
並
依
元
豊
法
。

　
と
あ
り
、
県
尉
職
に
ま
で
三
班
職
の
武
臣
が
就
任
し
て
き
て
い

　
た
。

　
岡
　
曾
我
部
静
雄
氏
「
宋
代
の
役
法
」
　
（
宋
管
財
政
史
所
載
ゼ
大

　
安
）
、
　
「
宋
代
の
巡
検
・
県
尉
と
招
安
政
・
策
」
　
（
東
北
大
学
文

　
学
部
研
究
年
報
十
四
）
内
池
田
誠
氏
「
保
説
法
の
成
立
と
そ
の

　
展
開
」
　
（
東
洋
史
研
究
第
十
二
巻
第
六
号
）
、
中
村
治
兵
衛
氏

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
草
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

四
六
五
人
と
在
る
。

凶
宋
史
巻
一
六
六
・
職
官
志
、
日
野
関
三
郎
氏
「
東
洋
中
世
史
」

第
八
章
兵
制
(
平
凡
社
)
、
和
田
清
氏
編
「
支
那
官
制
発
達
史
」

第
六
章
宋
代
〈
中
央
大
学
出
坂
部
)
等
参
照
。

側
宋
史
巻
八
九
・
地
理
志
・
球
術
路
重
慶
府
及
び
南
平
軍
の
条

参
照
。

側

宋

代

K
-砕
け
る
三
班
職
の
武
臣
が
、
行
政
・
軍
事
・
警
察
等

各
方
面
の
官
職
へ
進
出
し
た
と
と
は
、
宋
代
の
中
央
集
権
制
や

官
僚
制
等
を
考
察
す
る
上
で
専
考
す
べ
き
謀
題
で
あ
る
。

ゐ

M
W

宋
会
要
・
職
官
四
八
・
県
令
・
政
和
八
年
十
月
十
六
日
の
条

宋
会
要
・
方
域
五
・
河
中
府
の
条
、
宋
史
巻
八
七
・
地
理
志
・

清
平
軍
の
条
等
参
照
。

ま
た
宋
大
詔
令
集
巻
一
五
九
・
建
易
州
県
・
媛
、
水
安
県
の
条

に
よ
る
と
、
水
安
鎮
特
建
為
県
隷
河
南
府
間
赤
県
。
委
本
府
与
転
運
使

割
就
近
税
一
戸
隷
属
。
夏
秋
二
税
止
輸
県
倉
。
不
得
移
接
ロ

常
賦
之
外
免
其
他
役
。

と
あ
っ
て
、
景
徳
四
年
(
一

O
O
七
)
正
月
、
奉
陵
の
た
め
に

鎮
を
県
へ
升
格
さ
せ
、
そ
の
雨
税
は
県
倉
氏
す
べ
て
輸
納
さ
せ

て
常
賦
以
外
の
諸
役
を
免
除
し
て
い
る
。
さ
ら

K
宋
史
巻
一
八

七
・
兵
志
・
大
中
祥
符
四
年
二

O
一
一
)
の
条

K

宣
示
、
水
安
県
ロ
永
安
指
揮
丘
〈
八
千
余
人
口
以
奉
諸
陵
。

と
あ

b
、
永
安
県
に
は
府
軍
よ

D
禁
軍
へ
升
格
し
た
、
水
安
指
揮

八
千
余
人
が
屯
戊
し
、
衛
陵
の
任

K
当
っ
て
い
た
ロ
宋
会
要
ぃ

礼
三
七
・
諾
陵
の
条
参
照
。

M
W

統
資
治
適
鑑
長
編
巻
二
一
四
・
照
寧
三
年
八
月
庚
辰
の
条
参

照
o

M
W

朱
子
語
類
巻
一
二
八
・
本
朝
二
・
法
制
の
条
K

都
監
乃
是
唐
之
監
軍
。
不
知
何
時
転
了
口

と
あ

b
、
都
監
を
唐
代
の
監
軍
と
一
一
出
回
っ
て
い
る
。

古
今
合
壁
事
類
備
要
巻

λ
0
・
県
尉
の
条

K
は

元
豊
五
年
。
詔
。
重
立
法
地
県
尉
並
差
使
目
。
元
祐
元
年
目
、
問rat
‘
 

蘇
轍
言
。
旧
法
県
尉
皆
用
選
人
。
近
歳
並
用
武
臣
。
白
改

(3~ 

法
巳
来
。
未
聞
盗
賊
為
之
衰
息
。
誇
復
旧
法
。
詔
ロ
除
沿

辺
県
尉
依
旧
外
。
余
並
差
選
人
。
崇
寧
元
年
。
詔
。
霊
法

地
県
尉
旧
差
武
百
処
。
並
依
元
農
法
。

と
あ
--D
、
県
尉
職

K
ま
で
三
班
職
の
武
臣
が
就
任
し
て
き
で
い

た。
曾
我
部
静
雄
氏
「
宋
代
の
役
法
」

~ij 
安

〈
宋
代
財
政
史
所
載
・
大

「
宋
代
の
巡
検
・
県
尉
と
招
安
政
策
」

(
東
北
大
学
文

学
部
研
究
年
報
十
四
〉
、
池
田
誠
氏
「
保
甲
法
の
成
立
と
そ
の
引

展
開
」

〈
東
洋
史
研
究
第
十
二
巻
第
六
号
)
、
中
村
治
兵
衛
氏



　
「
宋
代
の
地
方
区
画
」
管
に
つ
い
て
；
』
（
常
理
第
八
九

　
輯
）
、
羽
達
健
一
氏
「
北
宋
の
巡
検
と
保
甲
法
」
　
（
史
筆
第
洗

　
二
三
）
．
等
参
照
。

爾
　
拙
稿
「
五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
」
　
（
史

　
淵
第
一
、
一
〇
輯
）
参
照
。

勧
　
宋
会
要
・
．
方
域
五
・
重
陽
軍
・
・
紹
興
十
二
年
十
月
六
日
の
条

　
に
「
将
耳
蝉
知
県
兼
充
軍
使
。
更
不
尽
置
官
属
」
と
あ
り
、
同

　
書
・
方
域
六
・
准
南
路
∵
紹
興
五
年
七
月
七
日
の
条
に
「
詔
。

　
高
欄
県
丁
台
牛
額
。
祇
以
見
任
官
吏
・
軍
兵
界
層
。
更
不
増
添
」

　
と
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
軍
使
兼
知
怪
事
の
県
の
官
員
が
一
般

　
の
県
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

爾
　
威
淳
附
些
些
黙
想
・
秩
官
・
知
県
の
条
に
よ
る
と
、
宋
歴
代

　
の
知
県
就
任
者
に
軍
使
・
都
三
等
の
兼
職
が
み
ら
れ
な
い
の
は

　
常
川
の
諸
県
が
辺
境
の
県
で
な
く
、
兼
職
を
要
し
な
か
っ
た
た

　
め
で
あ
ろ
う
。
次
に
淳
煕
三
山
志
巻
一
，
下
意
・
贈
官
・
県
官
の
条

　
に
よ
る
と
、
福
耳
の
巡
属
県
で
あ
る
長
漢
も
福
清
・
古
田
等
三

　
県
は
、
．
知
旧
事
兼
監
押
の
県
で
あ
る
つ
左
κ
そ
の
記
嘉
を
示
す
。

　
　
o
長
漢
県
。
知
県
事
兼
兵
馬
監
押
一
員
。
三
三
初
。
以
使
臣

　
　
　
為
兵
馬
監
押
兼
知
旧
事
。
慶
暦
後
。
用
文
臣
以
知
旧
事
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
兵
符
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
O
三
三
県
。
，
知
旧
事
一
口
貝
。
　
（
中
略
）
　
。
　
紹
聖
一
一
一
年
兼
丘
ハ
符
。

　
　
　
今
回
繋
街
。
，
串
乞
。
三
省
三
相
度
。
福
清
知
県
。
依
察
州

　
　
　
新
旧
三
体
例
。
三
三
内
許
令
帯
兵
馬
司
公
事
。
為
兵
馬
監

　
　
　
押
。

　
　
o
古
田
県
。
知
県
事
兼
兵
馬
監
押
一
員
。
大
平
興
国
以
後
。

　
　
　
率
用
武
臣
。
景
徳
四
年
兼
兵
符
。
、
天
薦
初
。
始
三
文
吏
。

　
等
と
あ
る
。

呉
・
南
唐
0
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
使
兼
知
児
事
に
瓦
ぶ

「
宋
代
の
地
方
区
画

l
管

K
ヲ
い
て
!
」
ハ
史
淵
第
八
九

輯
)
、
羽
生
健
一
氏
「
北
宋
の
巡
検
と
保
甲
法
」
(
史
淵
第
九

二
輯
)
等
参
照
。

M
円
拙
稿
「
五
代
・
北
宋
に
・
砕
け
る
府
州
折
氏

K
つ
い
て
」
(
史

淵
第
一
一

O
輯
)
参
照
。

M
W

宋
会
要
・
方
域
五
・
薬
陽
軍
・
紹
興
十
二
年
十
月
六
日
の
条

κ
「
将
菊
陽
知
県
兼
充
軍
使
。
更
不
添
置
宮
属
」
と
あ
h
y
、
同

書
・
方
域
六
'
准
南
路
・
紹
興
五
年
七
月
七
日
の
条

K
「
詔
ロ

呉
・
南
唐
の
制
置
使
を
論
じ
て
宋
代
の
軍
・
使
兼
知
県
事
に
及
ぶ

高
郵
県
陸
為
軍
額
。
祇
以
見
任
官
吏
・
軍
兵
為
額
。
更
不
増
添
」

と
あ
る
と
と
等

K
よ
っ
て
軍
使
兼
知
県
事
の
県
の
官
員
が
一
般

の
県
と
同
じ
で
あ
フ
た
こ
と
を
知
h
y
う
る
。

川
開
威
淳
似
陵
志
巻
十
・
秩
官
・
知
県
の
条

K
よ
る
と
、
宋
歴
代

の
知
県
就
任
者

K
軍
使
・
都
監
等
の
兼
職
が
み
ら
れ
左
い
の
は

常
川
の
諸
県
が
辺
境
の
県
で
左
く
、
兼
職
を
要
し
を
か
ヲ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
次

K
淳
照
三
山
志
巻
二
四
・
秩
官
・
県
官
の
条

K
よ
る
と
、
福
州
C
巡
属
県
で
あ
る
長
浜
・
福
清
・
古
田
等
三

県
は
、
知
県
事
兼
監
押
の
県
で
あ
る
ロ
左

K
そ
の
記
事
を
示
す
。

0
長
浜
県
ロ
知
県
事
兼
兵
馬
監
押
一
員
。
成
平
初
。
以
使
臣

為
兵
馬
監
押
兼
知
県
事
。
慶
磨
後
。
用
文
臣
以
知
県
事
兼

兵
符
。

。
福
清
県
。
知
県
事
一
員
。
(
中
略
〉
。
紹
聖
三
年
兼
兵
符
。

今
不
繋
街
。
申
乞
。
依
省
部
相
度
。
福
清
知
県
。
依
蒸
州

新
息
県
体
例
。
於
御
内
許
令
帯
兵
馬
司
公
事
。
為
兵
馬
監

同
巾
。

o
古
田
県
ロ
知
県
事
兼
兵
馬
監
押
一
員
。
大
平
興
国
以
後
口

率
用
武
目
。
景
徳
四
年
兼
丘
〈
符
。
天
鵡
初
。
始
授
文
吏
口

敏
守
と
あ
る
。
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